
【仕様書叩き台】標準仕様書（機能）_05_収納管理 構成員　WT前ご意見（集約）

1. 賦課・収納情報管理

1.1.賦課・収納情報管理

0 1.1.1.
賦課情報取込
（当初）

各課税システムから当初課税データ（市町村民税（特別徴
収・普通徴収）、法人市町村民税、固定資産税、軽自動車
税）を受け取り、調定情報として取り込めること。固定資産
税については、固定資産税と都市計画税の内訳も取り込める
こと。

調定情報の項目：
『賦課した年度・賦課根拠のある年度・賦課決定の通知書番
号・納付の期別・賦課調定額・賦課納付額・延滞金調定額・
延滞金納付額・年度繰越時賦課調定額・年度繰越時賦課納付
額・納期限・法定納期限・繰上徴収日・賦課更正前の納期
限・督促発布（指定）日・公示送達日』

1.2

【税目・料目】
1.固定資産税、軽自動車税、個人住民税（普徴・特
徴）、法人住民税税、国民健康保険税（普徴・特徴）、
介護保険料（普徴・特徴）、後期高齢者医療保険料（普
徴・特徴）、保育料、児童館使用料、下水道受益者負担
金・分担金、学童保育料、高齢者福祉サービス利用料
（以下、「税料」という。）の収納管理ができること。
2.公営住宅・駐車場システム、ケーブルテレビ利用料シ
ステム、地デジ再送信施設維持管理分担金システム、奨
学金返戻金システムから調定情報等を取りこみ、収納管
理ができること。
4.調定情報を個別に管理している科目を登録し、収納管
理ができること。

【賦課情報登録】
18.賦課側で確定した調定データのみ収納側に即時引き
継ぐことができること。

【課税根拠情報照会】
131.課税の根拠となる情報を収納システムの照会画面よ
り照会することが可能。

【権限設定】
6.後期高齢者医療保険料について、広域連合へ連携する
データの作成が出来ること。

住民税普通徴収・住民税給与からの特別徴収・住民税年
金からの特別徴収・退職金にかかる住民税・法人住民
税・固定資産税（土地・家屋・償却）・交付金または納
付金（固定資産）・軽自動車税・たばこ税・入湯税・鉱
産税・事業所税・都市計画税・特別土地保有税
※単独で税目となっていなくても、対応していればよい

28　賦課システムに連動し、自動で収納情報が作成・修
正されること

1:各市ごとに別々の税目が管理できること。
管理税目は以下の通り。
両市共通:個人住民税、法人住民税、固定資産税、事業
所税、軽自動車税
××市固有:国民健康保険税
××市固有:国民健康保険料(ただし、旧××町分は国民
健康保険税)、介護保険料、後期高齢者医療保険料
※固有の税目は他システムからのデータ連携により管理
2:データ連携しないたばこ税、鉱産税、入湯税、市税等
返還金などについては調定額、納付額、還付額などを入
力して管理できること。
3:国民健康保険について、一般、退職と医療、介護、支
援金の内訳が管理できること。
38:各課税システムの新年度調定データが収納管理シス
テムへ登録できること。
39:各課税システムの新年度調定データの確認が容易に
できること。

各課税システムから当初課税データ（個人市民税（特別
徴収・普通徴収）、法人市民税、固定資産税、都市計画
税、軽自動車税）を受取り、期別税額・異動日（納税通
知書発送日）等を、納税通知書発送前に収納システムに
取込み、管理（参照、修正）できること。

各課税システムから課税データ・調定情報を
取り込む機能は、業務の基本となるため必須
と考えています。賦課側で確定したデータを
収納側に取り込む想定です。

なお、賦課のシステムから連動し、納税義務
者が納めるべき額＝調定額
収めた額＝納付額
としています。

＜検討事項＞
①（素案はE市のものを引用しているが）項目として必要十分である
か。
②納税通知書の通知日や更正日など、賦課側の日付は必要となるか。
上記については中間標準レイアウトには定義されている。
一方、固定資産税の内訳（固定資産税・都市計画税）については、中
間標準レイアウトにおいて言及はなく、調定情報としての標準的な項
目としての必要性について確認したい。

①
a)区・申告区分・事業年度が必要という意見（K市）
②
a)通知日、更正日は還付加算金の計算に必要という意見（E市）一方、通知日は不要
（K市）という意見もある
⇒必要性を確認
b)法人住民税における事業年度、更正発付日や更正請求日、修正申告提出日が必要、
という意見(I市）
⇒収納側で必要となる理由を確認
b)固定資産税・都市計画税の内訳については、賦課側で確認できれば問題ない、とい
う意見が多い。
⇒不要としてよいか。
c)賦課納付額、延滞金納付額、年度繰越時賦課納付額、繰上徴収日、督促発付日は、
課税側からの連携としては不要ではないか、という意見（I市）
⇒他の構成員に確認。
d)調定情報の項目として督促手数料の調定額及びその納付額、法定納期限等、徴収猶
予に関する開始日・終了日・取消日（督促状の発布見合わせに必要）、納税承継に対
応するため、相続日、相続当初延滞金、相続延滞金端数の項目も追加することが望ま
しいと考える。(H市）
⇒課税側からの連携でなく、あくまで調定情報として必要、という理解でよいか。

その他：
・国保税、市たばこ税、入湯税、事業所税等に関する要件（E市）
⇒本標準化検討においては検討対象外としており、その場合、従来どおり実装してか
まわない。
・「税法上正しく処理できること」のような包括的文言を入れてはどうか（E市）
⇒趣旨確認。

0 1.1.2.

税目の固有の要件として、
・固定資産税については、物件所在地・共有者の情報を表示
できること。共有分を名寄せし、一覧表示できること。
・軽自動車税については、標識番号を表示できること。
・個人市町村民税(特別徴収)の場合、事業所（特別徴収義務
者）と従業員（特別徴収該当者）の情報を紐づけて表示でき
ること。

1.2

【税目・科目】
3.個人住民税（普徴・特徴）には、控除超過額（配当
割、株式等譲渡所得割控除額）、充当返戻額、特徴退
職、特徴退職個人、特徴個人、年金特徴を含むこと。

【特徴事業所照会】
99.特徴については、個人→事業所の確認ができるこ
と。

調定・収納状況 名寄収納状況
32.個人住民税や固定資産税などの各科目の賦課状況照
会画面へ遷移できること。

調定・収納状況 名寄収納状況
30.軽自動車税は「標識番号」、 国民健康保険税は「記
 号番号」、個人住民税（特徴）は、「特徴事業所」が備
考欄に表示されること。

帳票発行 特徴退職分離一覧作成
158.指定された納付年月の特徴退職分離一覧を作成でき
ること。

固定資産税については、物件所在地・共有者の情報を取
込み、管理（参照）できること。

収納業務に必要となる税目ごとの固有の情報
管理要件を定義しています。各要件は構成員
の仕様書から引用しています。収納業務にお
いて、課税側の情報を参照するために、必須
と考えています。

＜検討事項＞
①その他、税目に依存する固有要件はあるか。
②市町村民税における賦課根拠である所得情報や退職所得などは必要
か？
③B市要件の、控除超過額（配当割、株式等譲渡所得割控除額）は、
収納側に必要となるか？（賦課根拠）
⇒これらは賦課側のシステムに画面遷移することでも運用可能か。
④なぜその機能が必要かorなぜこの機能が書いていないのか（不要な
のか、他の機能で賄われているのか）

＜確認事項＞
特徴退職分離一覧作成とはどのような用途か？（D市）

①
a)法人市民税については、申告内容や設立・設置情報等の異動情報が必要という意見
(I市）
⇒他の構成員にも必要性を確認
b)法人市町村税については、申告区分、事業年度及び均等割/法人税割の内訳が必要
という意見(E市）
⇒他の構成員にも必要性を確認
c)市町村民税（特別徴収）について、退職所得に係る所得割についての内訳が必要と
いう意見(E市）
⇒他の構成員にも必要性を確認
d)固定資産税に関する要件は不要という意見（B市）
⇒他の構成員の意見を確認
②
a)収納側には不要という意見が多い（賦課側で確認できればよい）が、I市では新シ
ステムで実装予定。
⇒他の構成員の意見を確認
③
必要となるという意見が多数
⇒要件化するでよいか。
④
退職所得は必要、という意見
⇒要件化するでよいか。

＜確認事項＞
a)特徴退職分離一覧作成は、あまり活用されていない（D市）
⇒要件化しないということでよいか。
b)市町村民税（特別徴収）について、納期特例（6～11月分、12～5月分をそれぞれ12
月と6月にまとめて納付する）に対応した機能（E市）
⇒どのような機能となるか。課税側の機能か？

0 1.1.3. 税額更正取込

各課税システムから税額更正データ（市町村民税（特別徴
収・普通徴収）、法人市町村民税、固定資産税、軽自動車
税）を受け取り、調定情報として取り込めること。固定資産
税については、固定資産税と都市計画税の内訳も取り込める
こと。
取り込む期間について、税目単位に即時・日次・月次の指定
をできること。
取り込んだ際にエラーが発生した場合、エラー内容を把握で
きること（エラーが発生しない構造の場合、この限りでな
い）。 1.2

【税額変更】
20.各税目の税額変更情報を反映できること。
21.反映期間は即時・月次など各税目ごとに設定できる
こと。
【調定異動】
24.賦課側で調定する際に、納期前延滞金があれば、収
納側に納期前延滞金の金額が反映されること。
25.更正賦課に対する調定異動を収納システムへ引き継
ぐ際、本税（料）完納の期別データに対して確定延滞金
の調定額が発生していた場合でも、更正後の本税（料）
額で確定延滞金の再計算を行い、金額の変動があれば、
確定延滞金額を更新することができること。
【収納情報管理】
34.国民健康保険税の収納額の振り分けは、医療（一
般・退職）、支援金（一般・退職）、介護（一般・退
職）に振り分けができること。

9.1.1 各業務（税目）からの賦課更正情報を受取り、収
納情報に反映できること。

53:個人市民税システムから指定日以降の異動者ファイ
ルを受け取り、前回の税額更正以降の異動者情報のデー
タ抽出ができること。
(督促状の抜き取りに使用。)
42:調定の連携について、チェックが行え、エラーリス
ト等で連携のエラーが確認できること。

各課税システムから税額更正データ（個人市民税（特別
徴収・普通徴収）、法人市民税、固定資産税、都市計画
税、軽自動車）を受取り、納税通知書発送前に収納シス
テムに取込み、管理（参照、修正）できること。

課税側の更正情報を受け取って、調定情報が
変更できる機能はデータの整合からも必須と
考えます。
構成員の仕様において、連動タイミングにつ
いては任意の設定が求められると読み取れる
ため、即時・日次・月次の指定を要件に加え
ています。

エラーの把握については、DBの構造上、エ
ラーが発生しないような制御をしているパッ
ケージもあると想定されるため、条件付きの
記載としています。

＜検討事項＞
①賦課との連動は、自治体によって運用が異なると想定されるため、
更正データを取り込む期間については即時・日次・月次の周期を想定
している。

＜確認事項＞
B市要件にある納期前延滞金とはどのような運用か？
（確定延滞金と区別できれば良いか）

①
・論点としての追加はなし。

その他：
下線部の「取り込んだ際にエラーが発生した場合、エラー内容を把握できること（エ
ラーが発生しない構造の場合、この限りでない）。」は不要という意見（B市）
⇒理由確認。

＜確認事項＞
B市要件にある納期前延滞金とはどのような運用か？（確定延滞金と区別できれば良
いか）
⇒納期前延滞金は法人の申告遅れにより発生する計算延滞金のことであると思われ
る。ところで、このたたき台には確定延滞金の調定取込機能の記載がないが追加する
必要があると考える（H市）
⇒確定延滞金については、4.1.で議論

0 1.1.4.

現年分、過年分の調定情報の異動履歴を照会できること。
調定情報が異動になった対象者を把握できること。

1.2

17:調定の異動履歴が参照できること。（賦課側への画
面遷移による参照でも可）
41:随時連携の場合は、賦課側の更正決定(決裁まで)が
終了しているか確認できること。

更正の該当期別が不納欠損の場合も確認できること。

現年課税分、滞納繰越分の区別無く、課税システム側の
更正した調定額が収納システムに反映されること。

調定情報の異動履歴を把握しながら業務を実
施する必要があるため、左記機能は必須と考
えます。
複数の構成員の仕様に、不納欠損や滞納繰越
分という記載があることから、現年分・過年
分という表現にしています。

＜検討事項＞
①異動対象者を把握する条件はどのようなものがあるか。期間指定な
どで問題ないか。それ以外にどのような要件があるか。

①
期間指定の運用が一般的である。そのほか、
a)給与特徴対象者の場合、異動後の人数は把握だけでなく、誰が増減と分かった方が
問い合わせ対応しやすいという意見（K市）
⇒他の構成員の意見も確認。課税側の機能でよいか。
b)管理番号での抽出、次回決定日の異動予定の把握をしたいという意見（E市）
⇒他の構成員の意見も確認。課税側の機能でよいか。

その他、
・F市の過誤納整理票の自動出力については、過誤納（3.1.)の項で議論
・E市の履歴については、履歴（1.1.10）の項にて議論

0 1.1.5. 収納情報管理

納税義務者ごとに調定情報・納付情報が照会できること。
複数科目の情報がある場合は、名寄せして表示されること。
納税管理人が設定されている場合は、名寄せして表示される
こと。
※税目固有要件は1.1.2に記載の通り。

1.2

【賦課情報管理】
19.調定データは履歴管理され必要な年度管理ができる
こと。

【収納情報管理】
26.収納履歴が参照できること（収納日、領収日、収納
額（本税・督促・延滞金）、実際の納付書とリンクする
一意の番号など）。
27.収納方法（納付書納付、督促、口座振替不能通知、
郵便振替、口座振替、コンビニ収納、クレジット収納、
マルチペイメント収納など）を区別できること。

調定・収納状況 名寄収納状況
29.法人市民税、特徴が他の税目と同じ名寄せ画面で表
示できること。
30.軽自動車税は「標識番号」、 国民健康保険税は「記
 号番号」、個人住民税（特徴）は、「特徴事業所」が備
考欄に表示されること。
34.収納照会において世帯員・納税管理人設定分・関連
者を同一画面上で即時に切替えて照会できること。ま
た、関連者の持分と名寄せして照会できること。
35.個人の各科目の調定・収納データを名寄して収納状
況を一覧表示するだけでなく、代納分、共有分、世帯分
も名寄し一覧表示できること。
36.「口座情報」「送付先」「電話番号」「納税管理
人」「相続者」情報が参照できること。

還付・充当異動 通知処理
104.還付加算金が名寄せ画面に表示できること。

27　収納情報として、『賦課した年度・賦課根拠のある
年度・賦課決定の通知書番号・納付の期別・賦課調定
額・賦課納付額・延滞金調定額・延滞金納付額・年度繰
越時賦課調定額・年度繰越時賦課納付額・納期限・法定
納期限・繰上徴収日・賦課更正前の納期限・督促発布
（指定）日・公示送達日』を持つこと

38　納付情報として、『収納情報を特定する情報・領収
済み通知書を特定できる情報・賦課納付額・延滞金納付
額・収入日（公金とした日）・領収日（納付した日）・
納付した帳票の種類・収納情報内の納付順番・コンビニ
速報・コンビニ確報』を持つこと
39　対応する収納情報があるとき、賦課納付額・延滞金
納付額と連動した、納付の明細であること

11:宛名情報，収納情報，納付履歴情報，還付充当履歴
情報，滞納情報，納付書発行履歴,資産情報，証明書発
行等について，複合的な画面表示，または相互に画面遷
移できること。
14:税目・課税年度・相当年度・通知書番号・期別ごと
に収納情報（調定年度、課税年度、税目、納期限、調定
額、納付額、未納額、延滞金、督促手数料等）が表示で
きること。
26:特別徴収の個人の収納状況が照会できること。
27:検索した個人，法人に属する世帯員・関連者の情報
（調定年度，課税年度，税目，調定額，納付額，未納
額，延滞金）が表示できること。また，世帯員，関連者
を選択して，個人収納情報を表示できること。
34:対象者が死亡者、外国人、法人などの区分がわかる
こと。
54:納付額・収入日・領収日等の修正は権限がある担当
者のみ修正できること。

納税義務者毎に、収納情報（科目、納付方法、金融機関
名（支店名）、軽自動車の標識番号、特例宛名（送付
先、代納者、納税管理人情報 等）、口座振替登録情
報、共有者 等）を参照できること。

納税義務者に対し、年度毎、納期毎の各科目の調定額、
収納額、未納額、過誤納額、還付・充当額、延滞金、還
付加算金、滞納処分費、不納欠損額を一元管理できるこ
と。

多くの構成員の仕様に調定情報・納付情報の
照会に関する要件の記載があるため、必須と
考えます。
画面の操作性に関する要件は、記載から除外
しています。

＜検討事項＞
①その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

①
a)納税管理人の名寄せはオプションでもよいという意見（B市）
⇒他の構成員の意見も確認

b)F市の意見は、画面構成に関する意見と想定
c)I市の意見は、画面表示項目についての意見と想定
d)E市の納税管理人の機能については、9.3.1で議論

0 1.1.6.

科目、会計年度、収入年度、収納日単位で収納状況が照会で
きること。
照会結果は一覧で抽出できること。

1.2

【収納情報管理】
28.収納日付順に納税義務者の履歴照会ができること。
29.会計年度、収入年度、消込日等で抽出した収納履歴
の一覧表が作成できること、CSV出力できること。
30.税目毎の収納状況が分かる一覧表が作成でき、CSV出
力できること

38.調定件数、調定額、収入件数、未納額、不納欠損
額、過誤納額、収入額、収納率、督促収入額、延滞金収
入額が表示され、滞納繰越分を会計年度毎に出力される
帳票を税目別、会計年度、現年、任意の日を設定し作成
できること。
（任意の日での抽出は必須ではないがあれば望ましい）
40.会計年度、収入年度、消込日等で抽出した収納の集
計表が年度別、期別に作成できること。

宛名管理 業務間連携メニュー
24.税目コードと課税年度により収納状況が検索できる
こと

28.会計年度単位で「科目」「調定年」「賦課年で集計
した調定額」「収入額」「未納額」「滞納額督促料」
「督促収入額」「延滞金」「延滞収入額」等を参照でき
ること。

調定・収納状況 科目別収納状況
41.各科目の税額が「年度別」「期別」に参照できるこ
と。

調定・収納状況 過誤納照会
55.過誤納データを画面より確認できること。
59.指定した科目の「調定情報」及び「収入情報」が調
定年度ごとに参照できること。また、会計年度を指定す
ることにより「滞納繰越情報」の参照もできること。
60.表示科目を任意（初期表示は全科目選択状態）に変
更でき、「収入増」「充当増」「収入減」「充当減」
「還付減」別に納付履歴が参照できること。
61.指定した法人の会計年度ごとの「調定情報」及び
「収入情報」が参照できること。

184.科目・年度範囲を指定して、納付書発行不要、口座
振替不要、督促不要、催告不要の設定されているものの
一覧表が作成できること。また、ＣＳＶデータとして出
力できること。

28:未納のみ・表示税目・表示順序等の画面表示設定が
選択できること。
29:過誤納となっている金額は、過誤納処理前か過誤納
処理済みで、色を変えるなど表記が区別できること。

226:期間を指定して収入の記録を表示できること。集計
は消し込みエラー状態も含み、合併前の旧市町村単位で
の集計も可能とする。

多くの構成員の仕様に調定情報・納付情報の
照会に関する要件の記載があるため、必須と
考えます。
画面の操作性に関する要件は、記載から除外
しています。

＜検討事項＞
①その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

①
・抽出した結果はCSVデータで出力できるよう明記したほうがよい（H市）
⇒他の構成員の意見を確認

C市 D市 E市 H市 I市 検討項目（論点）機能名称

標準化候補検討

業務フローとの対応 要件の考え方・根拠 検討項目（論点案）

選定地方団体_機能要件

仕様書たたき台 B市

【凡例】
・⿊字︓事務局案で必須
・⾚字（太字）︓事務局案で実装不可
・⻘字（斜体）︓事務局案でオプション
・緑字（下線）︓必要性について疑義がある
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C市 D市 E市 H市 I市 検討項目（論点）機能名称

標準化候補検討

業務フローとの対応 要件の考え方・根拠 検討項目（論点案）

選定地方団体_機能要件

仕様書たたき台 B市

0 1.1.7.

納税義務者ごとに督促、執行停止、不納欠損等の処分情報を
照会できること。

1.2

【処分履歴の保持】
158.過去行った処分履歴を保持すること。
【不納欠損対象者把握】
173.未納対象者（執行停止分と執行停止でない分）の一
覧を出力できること。期別ごとの未納額、 終収納日、
処分年月日の表示があること。

15:督促，執行停止，不納欠損等の処分情報および公示
情報が表示できること。
16:現時点での時効の状況について照会画面で確認でき
ること。

多くの構成員の仕様に滞納処分情報の照会に
関する要件の記載があるため、必須と考えま
す。
画面の操作性に関する要件は、記載から除外
しています。

＜検討事項＞
①その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

①
・徴収猶予、公示送達に関する情報が必要という意見（C市）
・一方、滞納管理システムで管理することで収納管理で行う必要はないと考える。
（H市）
⇒収納側での必要性について、他の構成員も確認

0 1.1.8. 未納情報管理

納期限・税目を指定し、未納者台帳を作成できること。
同一納税義務者が含まれる場合は、名寄せして表示できるこ
と。
世帯員や固定資産税の共有者、市町村民税(特別徴収)の特別
徴収事業所で名寄せして表示できること。

31.税目毎の未納者が分かる一覧表が作成でき、CSV出力
できること

【未納者リスト作成】
207.指定した税目の未納付データを抽出し未納者リスト
を作成する。また、金額の 小値を設定することによ
り、高額課税者リストとしても使用可能とする。

調定・収納状況 未納額明細
51.選択された義務者が保有する未納調定が参照できる
こと。
52.指定した個人の未納明細書が出力できること。（日
の指定をして延滞金の計算も自動でできること）
53.未納調定一覧について同一人物が設定されている場
合は、名寄せして表示されること。
54.未納調定一覧表を、同画面より即時発行できるこ
と。また、その際には、全件出力・選択出力が可能なこ
と。

未納者一覧作成 未納者台帳作成
151.指定された納期限以前の未納者台帳を作成できるこ
と。
152.指定された納期限以前の未納者一覧表を作成できる
こと。

データ抽出機能 データ抽出機能
177.指定した行政区・科目・納期限範囲に該当する未納
一覧表が作成できること。また、ＣＳＶデータとして出
力ができること。

世帯員や共有者、個人市民税(特別徴収)の場合は事業所
および特徴該当者である従業員事業所および従業員（特
徴該当者）の課税されている税目・税目毎の未納状態
（現年・滞繰）を管理（参照）できること。

未納者情報の把握に関する機能は、多くの構
成員の仕様書でも要件化されているため、必
須と考えます。
また、業務上必要な単位での名寄せ機能も必
要であると考えます。

＜検討事項＞
①名寄せの条件は左記で必要十分か
②その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

＜確認事項＞
・未納明細書とは、どのような用途で発行しているか（D市の運用）
・高額課税者リストとは、どのような用途で利用しているか（B市の
運用）

①
納税管理人、代相人に関する情報が必要という意見。（I市）
⇒代表相続人のことか？
⇒該当未納の納税管理人・代表相続人が誰になっているかということが確認できれば
よいか？

その他：
滞納管理システムで管理することで収納管理で行う必要はないと考える（H市）
⇒他の構成員にも確認

＜確認事項＞
未納明細書、高額滞納リストについては、滞納側で議論することとする。

0 1.1.9.

納税管理人・相続人等の代納を行っている義務者が納めるべ
き未納額・納期到来未納額を表示できること。

納税管理人・相続人等の代納を行っている義務者の、税
目・調定額・収入額・未納額・納期到来未納額を管理
（参照）できること。

構成員１団体において、納税義務者本人でな
いものが納めるべき未納情報を抽出する要件
が規定されているため、オプションとしてい
ます。

＜検討事項＞
①納税義務者本人でないものが納めるべき未納情報の抽出に関する要
件について、他の構成員における必要性の確認

①
a)B市・E市は不要。I市は必要という意見
⇒必須かオプションにすべきか、他の構成員にも確認。

b)現行システムでほとんどのベンダーができていないが、死亡者の未納となっている
調定情報の法定相続分を相続人の宛名に簡易に承継（調定替）できる機能について標
準機能として追加するべきであると考える（H市）
⇒他の構成員にも確認

0 1.1.10. 履歴表示

納税義務者別に調定履歴、納付履歴（速報により仮消込含
む）、納付方法、過誤納金の還付充当履歴、滞納履歴、発行
した通知書類（納付書、督促状、口座振替不能通知）が表示
されること。完納後のデータについても表示されること。
同一期別に複数納付（分納、充当差額等）があった場合、収
納額を納付日毎に管理できること。

【収納情報管理】
32.完納後も、全ての履歴が参照できること（完納デー
タ保有年数分）。
【随時収納簿作成】
209.過去経年データに関してもバックアップ等を用い
て、収納簿を作表することができること。

48.各科目ごとに納付方法や還付・充当を含めた収納履
歴が一画面で参照できること。

49.照会画面から、更正履歴や納付履歴、滞納履歴など
の履歴照会ができること。納付履歴にて、仮消込データ
や納付された金融機関コード、支店コードを確認できる
こと。

調定・収納状況 収納履歴
50.収納年度・収納期別及び履歴の照会ができること。

18:収納履歴（収入日，領収日，納付額，納付方法、納
付場所）が表示できること。納付書・督促状・口座振替
不能通知の発行履歴が表示できること。
また，過誤納金還付充当履歴（還付確定日，還付金額，
還付加算金，充当先税目期別，充当日，充当額）が表示
でき，支払情報（支払状況，支払方法，振込口座，支払
日）が表示できること。期別単位、納付単位に絞り込み
ができること。

過去の収納情報（納付データ、履歴・記録等）を管理
（参照）できること。

多くの構成員の仕様において、調定の異動と
それに対する納付履歴の照会要件が記載され
ているため、必須と考えます。
問い合わせ対応・相談対応などの用途が想定
されます。

＜検討事項＞
①速報などによる仮消込の情報も履歴として表示する必要があるか
②履歴の保持期間としては、法定年限で必要十分か

①
a)速報については履歴管理が必要という意見。また、確報取り込み後は、上書きされ
てよいという意見。
⇒他の構成員でも上記で問題ないか確認
b)納付方法に加えて、コンビニ店舗・支店、金融機関・支店が必要という意見（C
市）
⇒必要性の理由を確認。他の構成員でも必要か確認。
c)不納欠損データの表示、納通番号との紐づけが必要、という意見（E市）
⇒必要性の理由を確認。他の構成員でも必要か確認。
②
法定年限では償還金に対応できないため、不十分という意見
⇒法廷年限＋業務上必要な年限という整理でよいか、確認。

0 1.1.11. メモ管理

個人別に連絡事項を管理（参照、登録、修正）できること。
また、閲覧限定（課内/係内）の設定ができること。

125　検索された個人別に、ＤＶ等の情報及びメモを、
表示表示する機能があること
126　検索された個人別に、ＤＶ等の情報及びメモを、
登録・修正・削除する機能があること

37:メモ情報が照会できること。登録、修正、削除がで
きること。

連絡事項を管理（参照、登録、修正）できること。
また、閲覧限定（庁内/課内/係内）の設定ができるこ
と。

複数の構成員の仕様に記載されており、職員
間の引き継ぎ事項の共有など、フリーテキス
トの管理項目は必須であると考えます。

＜検討事項＞
①閲覧の権限設定について想定範囲を確認

①
a)閲覧権限
⇒課・係の2階層でよいか。必須とするかオプションとするか議論。

0 1.1.12.
DV等支援情報
管理

個人別にDV等支援情報を管理（参照）できること。
また、閲覧限定（課内/係内）の設定ができること。

125　検索された個人別に、ＤＶ等の情報及びメモを、
表示表示する機能があること
126　検索された個人別に、ＤＶ等の情報及びメモを、
登録・修正・削除する機能があること

連絡事項を管理（参照、登録、修正）できること。
また、閲覧限定（庁内/課内/係内）の設定ができるこ
と。

DV等支援措置に鑑み、証明発行時の注意喚
起・抑止などを目的にDV等の支援情報を管理
することは必須であると考えます。
なお、一般に、収納システムにて登録・修正
することは想定せず、住民記録システムまた
は宛名システム等が発生源になることを想定
しています。

＜検討事項＞
①閲覧の権限設定について想定範囲を確認
②警告表示等の必要なシーンを確認（対象者の情報表示時、証明書印
刷時、通知書印刷時など）

※横断的な検討項目として取り扱う想定

（横断的な検討項目として行く想定であるが、）
①
a)閲覧権限
⇒課・係の2階層でよいか。必須とするかオプションとするか議論。
②
・照会画面上の警告表示（アラート）
・帳票発行時の警告表示（アラート）
・バッチ処理時の警告表示（アラート）
が要件として求められるという意見。
⇒それ以外にあるか、他の構成員にも確認。

0 1.1.13.

専用サブシステムより、DV等支援情報を連携できること。 庁内に該当者がいた際などを考慮し、業務シ
ステムでの管理をしていない団体もあると想
定しています。

住民記録システム以外で管理しているケースがあるか、構成員に確認。

0 1.1.14. 要注意者管理

個人別に要注意者情報を管理（参照、登録、修正）できるこ
と。
また、閲覧限定（課内/係内）の設定ができること。

125　検索された個人別に、ＤＶ等の情報及びメモを、
表示表示する機能があること
126　検索された個人別に、ＤＶ等の情報及びメモを、
登録・修正・削除する機能があること

連絡事項を管理（参照、登録、修正）できること。
また、閲覧限定（庁内/課内/係内）の設定ができるこ
と。

複数の構成員の仕様に記載されており、ク
レーマー等の要注意者情報の共有などを目的
とした要注意者情報を管理することは必須で
あると考えます。

＜検討事項＞
①閲覧の権限設定について想定範囲を確認
②警告表示等の必要なシーンを確認（対象者の情報表示時、証明書印
刷時、通知書印刷時など）

①
a)閲覧権限
⇒課・係の2階層でよいか。必須とするかオプションとするか議論。
b）要注意者管理
⇒DVとは別に個別管理できる必要性があるか。メモ機能で代替できるか確認
c)警告表示
⇒DV等支援措置と同様の対応が必要となるか、確認

0 1.1.15. 納期限管理

課税側から法定納期限の情報が連携され、納期限が設定され
ること。
また、任意に納期限を変更できること。

46:調定の連携について、法定納期限等が管理できるこ
と。(滞納管理システムへ連携したいため。)
47:滞納管理システムからの連携データを基にして繰上
徴収の設定ができること。また、督促発行不可にできる
こと。
48:納期限の変更ができること。
49:市町村民税・道府県民税（特徴）の納期特例者の納
期限変更ができること

賦課側から納期限の情報（変更情報を含む）を取り込
み、自動的に納期限が設定されること。
また、任意に納期限変更に対応できること。

複数の構成員の仕様に記載されており、納期
限の設定および変更は一般的な要件であると
想定されるため、必須であると考えます。

＜検討事項＞
繰り上げ徴収の設定、納期特例者の納期限変更について、どのような
ことが実現できればよいか。（H市の運用）

＜確認事項＞
・収納側での納期限変更は、どのような場合に運用しているか。

収納側での納期限変更は、
・課税側から連動されなかった場合のイレギュラー対応（F市、I市）
・コロナ減免や災害減免などについての対応（C市）
が想定される。
⇒他の構成員にも実際の運用を確認。

その他：
a)繰り上げ徴収が口座振替に反映されるとよい、という意見（B市）
⇒口座の項で議論する
b)納期限の繰り上げは滞納システム側で行うことが想定されることから、課税側でな
く滞納システム側から連携することを要件にするべき(H市）
⇒日次レベルで連携を行う想定か確認。

2. 収納

2.1. 入金・消込処理
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選定地方団体_機能要件

仕様書たたき台 B市

0 2.1.1.
消込データの
管理

各納付手段（一般納付（OCR・パンチ）、口座振替、コンビニ
収納、クレジット、マルチペイメントネットワーク、共通納
税、年金特別徴収）の納付データを取り込めること。
取り込んだ納付データを元に、各科目の消込データ・財務会
計納付書起票用データを作成できること。

2.16

9.2.1.1　ＯＣＲ、パンチデータ、MPN、クレジット、
CVS、年金特徴データを取り込めること。取込んだデー
タを基に各科目の消込データ、日計表を出力できるこ
と。
9.2.1.1　取込んだデータを基に財務会計システム納付
書起票用ファイル（データ形式）が出力できること

9.2.1.2　消し込みの際、会計日の指定ができること。
また消込後に会計日を修正できること。

40　領収済通知書・口座振替結果など、入金された情報
を消し込み用データとして作成する機能があること
41　通常の消し込み用データとして、「収納情報を特定
する情報・領収済み通知書を特定できる情報・賦課納付
額・延滞金納付額・収入日（公金とした日）・領収日
（納付した日）・納付した帳票の種類」も持つこと
42　法人市民税の申告書に付く納付書の消し込み用デー
タとして、納付書に記載される情報「事業年度の開始年
月と終了年月と法人を特定する番号と申告区分」から収
納情報を特定できること
43　給与特別徴収の納税通知書に付く納付書の消し込み
用データとして、法人を特定する番号と納付月から収納
情報を特定できること

59　領収済み通知書をOCRやパンチなどでデータ化した
消し込み用データを入力する機能があること
62　滞納システムで発行した、年度・税目・期別を纏め
た納付書を、滞納システムと連動して消し込みを行える
こと
※複数年度・税目・期別を纏めた催告書等を１枚の納付
書にしたものを想定する

73　旧システムで使用している通知書番号等を使用し
て、消し込み処理する機能があること

55:株式会社MUTBOからのデータを元に仮消込み、消込み
ができること。
(コンビニ速報、マルチペイメント、ＯＣＲ情報、口座
振替情報等)
(それぞれのデータは税、保育、母子寡婦、介護、住
宅、後期高齢が1ファイルに入っている。)
それぞれのデータについて××市と××市でレイアウト
が異なる場合にも対応できること。
56:各市の指定する任意の科目について取込みができる
こと。
××市:税(国保含む)
××市:税、国保料、介護、後期高齢

67:市民税退職所得分離課税者の消込処理ができるこ
と。また，申告情報を登録，修正，削除できること。
68:賦課システムが存在しない税目で、手入力で消込が
できること。
(たばこ税、鉱産税、入湯税等)

各納付手段（一般納付分、口座振替分、コンビニ収納
分、クレジットデータ、MPN納付データ）に応じて消込
データを取り込み、一括更新、管理（参照、登録、修
正、削除）ができること。

各種納付手段の取り込みに関する要件であ
り、これを元に消込処理用データを作成する
ため必須と考えます。電子自治体の推進を考
えた際、実装必須要件とすることを考えま
す。

※自治体により、契約する金融機関・収納代
行事業者・データ処理事業者のインター
フェースが異なると想定される。契約の相手
方にあわせたインターフェースのレイアウト
調整などは発生すると想定しています。

＜検討事項＞
①消込に必要な情報は、中間標準レイアウトの納付履歴の項目で必要
十分であるか。
　※収入日（市の口座に入る日）と領収日（支払った日）の両方の管
理は必須と想定。どちらも中間標準レイアウトには規定あり
②財務会計用ファイルとはどういったものか（財務会計での取り込み
を想定か）。（C市）
③退職所得の消込の運用はどのような運用が一般的か。
④複数期を合算した納付書がある場合、消込データはどのように処理
しているか。
⑤その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか
⑥標準仕様の記載としては、契約相手方（収納代行業者、金融機関
等）とのインターフェース調整は必ず行う、というような記載でよい
か。

①
a中間標準レイアウトにも定義あり、収入日、領収日は必要という意見が多いため、
必須とする。
b)帳票コード・区・共通納税納付番号の追加（K市）
⇒必要性を確認する。帳票コード、共通納税納付番号とは何を指しているか。
②
a)財務会計システムでの調定を消し込む際のデータの出力機能が必要となると想定さ
れる（J市、K市）
⇒他の構成員でも必要となるか、要確認。
③
a)消込後に調定を立てる運用が一般的と見受けられる。
⇒機能としてはどのようなものが必要になるか、要確認（K市、E市）
④
a)合算納付書
⇒必要性について確認（特に今回の標準化検討の対象税目において）
b)人間が判断して月額に金額を割る、または一つの期別に消し込んだ後に組替の運用
が一般的と想定される。
c)一方、K市・E市では納付書の発行番号で消込も自動化できていると想定される。
⇒必要性を確認。必要な場合どのような実装であれば良いか、どこまでを標準仕様と
するか（またはオプションとするか）要検討。
④
a)差押等の配当の充当のデータも取り込めること。その際に必要となる領収日、収納
日の外、通常の納付と延滞金の計算が異なるため、延滞金計算日の項目も消込情報に
入れることが必要(H市）
⇒充当用の納付書の済通で消し込むような流れが一般的と想定されるが、システム間
の連携を行っているか、確認。
⑤
a)納付方法別、納期内納付の統計については、統計の項で議論とする（E市）

b)差押や公売による充配当データを滞納システムから連携して消し込める機能がある
とよい（オプション）（J市）
⇒必要性について確認。

0 2.1.2.

取り込んだ納付データの照会・修正ができること。
修正は、収入日、領収日で抽出し、納付の取消・修正ができ
ること。また、期間を指定し、修正履歴の一覧が抽出できる
こと。
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9.2.1.2　消し込み処理前に取り込んだデータの各項目
を修正できること
9.2.1.2　納付履歴の修正・取り消しができること。分
冊、会計日、領収日で抽出し取消・修正できること。
9.2.1.2　納付履歴の修正・取消をした前後の履歴を確
認できる、チェックリストが更新処理前に出力できるこ
と
9.2.1.2　期間を指定した上で納付履歴修正一覧の抽出
をすることができること

44　オンラインで消し込み用データを入力し、消し込み
処理する機能があること
46　入力した消し込み情報に矛盾があるときは、エラー
内容を修正し、継続できること
104　納付情報をオンライン入力で修正する機能がある
こと

また、個別更新、管理（参照、登録、修正、削除）もで
きること。

OCRの読み取りエラー、パンチミスの訂正など
の対策として、消込前に納付データを修正す
るための機能は必須と考えています。

＜検討事項＞
①その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

①
a)抽出条件としては、収入日、領収日に加えて、税目での抽出も必要。（E市）
⇒他の構成員にも確認
b)件数が多いため、通知書番号による抽出が必要（K市）
⇒他の構成員にも確認
c)納付データのレコードを指定して個別に修正できる機能が必要（I市）
⇒他の構成員にも確認
d)一般納付（ＯＣＲ・パンチ）や共通納税収入分については、消込処理前に、収入集
計表が出力できること（F市）
⇒使用目的を確認。他の構成員にも確認。
e)修正した情報を基に確定延滞金についいても自動的修正される機能が実務的に必須
と考える。
⇒2.1.10の記載で十分か確認。

0 2.1.3.

消込処理前に、消込データのエラーチェックを行い、論理矛
盾がある場合はエラーとなること。
エラーチェック結果を期間指定により照会できること。
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【収納取込】
60.収入額と調定額の不一致、消込対象データなし、納
期不一致などのエラー（以下消込エラーという）にかか
わらず、収納情報を取込めること。
【エラー対象者照会】
62.消込エラーの対象者をｵﾝﾗｲﾝ（画面）より照会できる
こと。
【エラー一覧出力】
63.消込エラーデータ一覧の出力ができること。

【消込情報論理チェック】
80.作成された消込情報から、税目・年度・期別等の論
理チェックを行う。論理チェックエラーとなったものも
含め、消込用ファイルに格納する。

【一括消込】
81.消込用ファイルをもとに、一括消込処理を行う。消
込先がなくエラーとなったものは、消込エラー情報に出
力する。本税完納かつ督促手数料未納となったものは、
消込結果リストに出力する。

9.2.1.2　消込キーが一致しない場合にはエラーリスト
が出力されること
9.2.1.2　納付額、調定年、事業年度、申告区分が一致
しない場合にはエラーリストが出力されること。法人市
民税の該当者のみがチェックできること。
9.2.1.2　法人市民税システムにて入力をした申告延長
の法人事業者についてはエラーリストから除外できるこ
と
9.2.1.2　二重消込が発生した場合には、エラーリスト
が出力できること（MPN、クレジット）
9.2.1.2　不納欠損となっている該当者については、時
効リストが出力できること
9.2.1.2　消込をした納付額と調定額に過不足があった
場合には過不足一覧が出力できること

調定なし異動 収入エラー更正
87.画面にて一覧表示された「消込エラーデータ」を選
択し、内容を確認しつつエラー項目を直接訂正すること
で、そのまま消込処理が行なえること。

調定なし異動 法人調定なし
88.法人住民税における申告無し（調定なし）入金デー
タを画面上で確認ができること。

調定なし異動 仮消込異動
89.画面上で仮消込データの「追加」「修正」「削除」
ができること。

口座振替結果取込処理 収納消込処理
147.エラーリストとして、納付書データエラーリスト・
分納誓約分データエラーリスト・口座振替データエラー
リスト・重複データエラーリスト・ＤＢ突合せチェック
エラーリスト・重複データ（分納分）エラーリスト・Ｄ
Ｂ突合せ（分納分）チェックエラーリストの発行ができ
ること。

60　入力した消し込み情報に矛盾があるときは、エラー
となること
61　エラーとなった消し込み処理の消し込み対象の、消
し込みデータとエラー内容をリストにして出力すること
64　消し込み処理の対象に矛盾がある場合は、エラーと
なること

59:各種の仮消込データ時に消込エラーリストが作成で
きること。
61:消込みエラー時に、税目ごとに消込みエラーリスト
が出力できること。
62:消し込みエラーとなった情報は、日時のfrom-to、税
目などで抽出できること。
63:前納納付書、前納口座納付への対応が可能なこと。
前納くずれのエラーリストを作成できること。
75:時効になったレコードに対する消しこみについて
は、時効到来済み納付リストに出力して消し込みする、
時効到来済み納付リストに出力してエラー状態とするを
パラメタにて選択できること。
76:過納リスト、不足リストについて、処理対象税目に
対する振替・還付口座の情報が表示できること。
77:過納リスト、不足リストについて、住登区分(住登・
住登外・死亡等)の表示ができること。
78:エラーリストを印刷する際は、整理番号、氏名、住
所、調定年度、課税年度、期別、領収日、公金日、納付
種類、死亡、振替口座、還付口座、振替口座と還付口座
の異動日を表記すること。また保険料と延滞金につい
て、それぞれ調定金額、既納付金額、今回納付金額、未
過納額を表記すること。

取込エラー分はエラーリストとして出力可能なこと。
※法人市民税で調定がない場合など

エラーを洗い出し、情報の精度を担保するた
め、消込前に調定データと突合してエラーを
取り除くための機能は必須と考えています。

＜検討事項＞
①前納納付書、前納口座納付、前納くずれ　の運用について確認（H
市の運用）
②時効の調定に対する納付について、システム上対応が必要な事項は
どのようなものになるか（H市の運用の確認）
③エラーチェックとして、論理エラーチェック以外に実装すべき機能
はあるか。
④その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

①
a)前納納付書、前納口座納付、前納くずれ
⇒運用について確認（H市の運用）
②
a)時効の調定に対する納付
⇒システム上対応が必要な事項はどのようなものになるか（H市の運用の確認）
b)時効調定等、納められるべきではない調定に対しての納付はエラーとする必要あり
（D市）
⇒通常の過誤納処理では十分ではないのか確認

0 2.1.4.

エラーチェック後に消込データの修正ができること。
修正は、収入日、領収日で抽出し、納付の取消・修正ができ
ること。また、修正内容が確認できること。
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【エラー修正】
64.ｵﾝﾗｲﾝより消込エラーデータの修正ができること。
【エラー分消込処理】
65.バッチ一括処理で消込エラーとなったものを表示す
る。納付書と照らし合わせて誤りを修正し、再消込処理
を行う。納期前延滞金があり、消込を受けて完納になっ
た場合、納期前延滞金を再計算する。
【旧納付書コード変換】
78.OCRで読み込んだデータ・パンチ入力データのうち、
合併前旧市町村納付書のコードを本システムのコードに
変換する。

9.2.1.2　エラーデータの修正ができること
9.2.1.2　修正後、消込処理ができること。消込は一
括・個別での処理ができること
9.2.1.2　修正後、対象者、修正事項について、修正前
後の確認ができる修正済ﾘｽﾄが出力できること

調定なし異動 収入エラー更正
87.画面にて一覧表示された「消込エラーデータ」を選
択し、内容を確認しつつエラー項目を直接訂正すること
で、そのまま消込処理が行なえること。

ＯＣＲ消込 収納消込処理
115.消込エラー分については仮消込情報へ登録を行える
こと。（消込エラー分については、オンライン画面から
照会、修正、消込が可能）また、消込エラーが無い分に
ついては日計明細情報に登録を行い消込を行えること。
いずれの場合でも、日計表には集計されること。

その他異動 完納
111.完納分確認表を作成できること。

71:消込エラーデータが更正（税目、年度等の変更）で
きること。

エラー把握とエラー修正が機能上結びついて
いない場合、業務効率に影響するため左記機
能は必須であると考えます。
また、修正作業自体の状況把握のため、修正
内容についても確認が可能である必要があり
ます。

＜確認事項＞
①完納分確認表、合併前納付書（D市）の運用について
②その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

①
完納分確認表、合併前納付書は特に運用していないとのこと（D市）。
②
a)件数が多いことから、通知書番号での特定が必要（K市）
⇒規模の大きな自治体で必要となる要件か確認

0 2.1.5. 消込処理

一般納付（OCR・パンチ）の消込処理ができること。
消込処理の結果、集計表が作成できること。

窓口納付で納付があった場合、仮消込の登録ができること。

2.16

【OCR・パンチ入力データチェック処理】
79.OCRで読み込んだデータ・パンチ入力データを収入
日・入力区分毎に集計し、入力データ別集計表を作成す
る。

【仮消込機能】
88.消込データを仮に（更新せずに）消込み、事前に過
誤納や、消込先の誤りなどの確認を行うことが可能。
【仮収入機能】
89.窓口納付で住民が収めた際、仮収入の登録を行うこ
とで、納付書発行～金融機関～納付データ～消込までの
間、納付があったことを確認することが可能。
督促状発行時には、仮収入として登録された納付分を加
味した未納額を出力することが可能。

9.2.1.2　OCR分冊番号（OCRヘッダー毎の任意の領収済
通知書の束）ごとに分冊別集計表を出力できること

ＯＣＲ消込 ＯＣＲ日次決算処理
113.収入日計表を作成し、消込エラーが発生した場合に
は、法人住民税以外の科目については収納消込エラーリ
スト、法人住民税については法人調定なし収納リストを
作成できること。

その他異動 完納
109.収納マスタから対象データを抽出し、完納分のファ
イルを削除できること。

82 給与特別徴収の納税通知書に付く納付書の情報で消
し込みされること
83 再発行納付書など、納税通知書に付く納付書以外に
よる納付の消し込みデータで消し込みする機能があるこ
と
84 調定額と納付額が一致しない納付を、リスト等で確
認する機能があること
85 給与特別徴収の従業員異動届提出を催告する帳票が
出力できること
※調定額と納付額が一致しない対象を出力する想定

一般納付分について、委託業者及び会計部署で集約され
た収納データにより消し込みができ、納付履歴（収納
日・領収日・金額・延滞金・納付方法）を管理（更新）
できること。

納付書による納付データを消し込むため必須
機能であると考えます。

＜検討事項＞
①市役所窓口納付分の仮消込登録の必要性について
②後述のコンビニ速報データも含め、これらのデータの活用方法につ
いて（証明書への記載、督促止め等）
③その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

＜確認事項＞
・従業員異動届（E市）の運用について確認
・法人調定なし収納リスト（D市）の運用について確認

①
a)窓口納付分の仮消込登録
⇒必要性について、構成員に確認
b)窓口納付⇒領収書発行⇒仮消込の機能がある（K市）
⇒他の団体でも必要となる機能か、要確認。大規模自治体固有要件か確認。
②
a)速報・仮消込は、督促止め・納付書再発行抑止に利用
→2.1．13に反映
③
a)手動で収納履歴を登録できる機能が必要（H市）
⇒どのような場合に使用する機能か。他の構成員にも確認。

その他：
・法人住民税の未調定消込については、2.1.11にて協議

＜確認事項＞
・従業員異動届（E市）の運用について確認
・法人調定なし収納リスト（D市）の運用について確認
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0 2.1.6.

口座振替の消込処理ができること。
消込処理の結果、集計表が作成できること。

2.16

【口座振替】
76.口座振替済み分の消込ができること。

調定・収納状況 調定履歴
47.税額更正履歴照会にて、納付履歴・還付履歴・口座
振替不能履歴の照会が表示件数に制限なくできること。

口座振替結果取込処理 口座振替決算処理
146.指定した振替日の口座振替情報を振替済み状態に更
新し、収入日計表を作成し、消込エラーが発生した場合
には、法人住民税以外の科目については収納消込エラー
リスト、法人住民税については法人調定なし収納リスト
を作成できること。

口座振替結果取込処理 収納消込処理
148.消込エラー分については仮消込情報へ登録を行える
こと。（消込エラー分については、オンライン画面から
照会、修正、消込が可能）また、消込エラーが無い分に
ついては日計明細情報に登録を行い消込を行えること。
いずれの場合でも、日計表には集計されること。

47　口座振替で引き落としができた情報から消し込み用
データを作成する機能があること

47  ××銀行口座振替サービス指定形式の口座振替結果
データを取り込み、消し込みできること
50 口座振替結果から正しく、消し込み等の必要な処理
をする機能があること
51 口座振替依頼後、口座振替結果の反映処理前に、口
座振替の情報を変更しても、変更前の情報どおり口座振
替結果から正しく、消し込み等の必要な処理をする機能
があること

19:口座振替の場合は、期別ごとにどの口座から引き落
としたか履歴が確認できること。振替不能となった場合
は、理由が確認できること。

口座振替分について、委託業者で集約された収納データ
により消し込みができ、納付履歴（収納額・収納日・口
振期別・口振全期・金融機関番号・支店番号・口座種
別・口座番号・口座名・振替不能理由等）を管理（更
新）できること。なお、口座振込分消し込み時、既に納
付されているものについては振替不能者からは除くこ
と。

口座振替結果を消し込むため必須機能である
と考えます。
※詳細は口座の項にて

― a)口座引き落としは納付方法のひとつであるだけなので個別に機能として記載する必
要はないのではないか（H市）
⇒一般納付、コンビニ、口座などチャネルごとに消込をやっている場合を想定し、記
載している。

b)消込結果の集計も納付方法を指定して集計できるよう包括的な機能して指定するべ
き（H市）
⇒上記機能の必要性について、他の構成員にも確認

0 2.1.7.

市町村民税年金特別徴収の消込処理ができること。
年金保険者毎に収入日を設定して、消込みが可能であるこ
と。
消込処理の結果、年金保険者別の納付額を集計できること。

2.16

【特別徴収】
61.特別徴収の消込の場合、年金保険者毎に振り込まれ
る日にちが異なるため、振込み日に合わせた消込みが可
能であること。

9.2.1.2　年金特徴データ（市町村民税・道府県民税）
が取込できること
9.2.1.2　特徴データを基に分冊別集計表が出力できる
こと

住民税年金特徴消込 収納消込処理
123.住民税特徴消込は金融機関毎の納付書様式にてＯＣ
Ｒ読取りができること。

住民税年金特徴消込 収納消込処理
124.消込エラー分については仮消込情報へ登録を行える
こと。（消込エラー分については、オンライン画面から
照会、修正、消込が可能）また、消込エラーが無い分に
ついては日計明細情報に登録を行い消込を行えること。
いずれの場合でも、日計表には集計されること。

48　年金特別徴収ができた情報から消し込み用データを
作成する機能があること
49　年金特別徴収ができた情報から年金保険者別の納付
額を集計し表示する機能があること
※収入日を確定させるため、年金特徴結果通知データか
ら年金保険者別の納付額を知りたい（収納消し込み前）

57:課税システムからのデータを基に消込みができるこ
と。
(市民税システムから受け取る年金特徴消込み情報、国
保システムから受け取る年金特徴消込み情報、介護シス
テムから受け取る年金特徴消込み情報、後期高齢システ
ムから受け取る年金特徴消込み情報、介護システムから
受け取る代理納付情報等)

年金機構からの収納データにより消込処理ができるこ
と。

市町村民税の年金特別徴収を消し込むため必
須機能であると考えます。

＜検討事項＞
①その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

①
a)給与の特別徴収の場合は、一部納付時の納税者と紐づけ管理等も必要(H市）
⇒紐づけ管理とは、どのようなことができればよいか。

その他：
a)年金特徴だけ機能として記載しているのでしょうか？給与の特別徴収も機能として
規定する必要はないのでしょうか(H市）
⇒給与特徴の消込は、機能としては一般納付に包含されると判断
b)調定額と納付額の不一致（I市）については、過誤納の項（3.1）で議論

0 2.1.8.

コンビニ納付の消込処理ができること。
消込処理の結果、集計表が作成できること。
本税と延滞金をそれぞれの調定に対して消込できること。

2.16

9.2.1.2　速報、確報が集計された集計表が出力できる
こと

50　コンビニ代行業者からのデータで消し込み用データ
を作成する機能があること
51　コンビニ代行業者からのデータから、税目・振り込
み予定日別に納付額と納付件数を集計し表示する機能が
あること
※公金日を確定するために会計部門へ税目別の納付額と
納付件数を報告する（システム外であっても数字がわか
れば可）
52　代表的な複数のコンビニ代行業者のデータ形式に対
応していること

コンビニ納付分について、本税と延滞金を分けて消込処
理ができること。

コンビニ収納対応していない自治体もあるた
め、オプション機能であると考えます。

※コンビニ収納代行業者によってインター
フェースが異なることが想定されるため、レ
イアウト調整等は発生する想定です。

＜検討項目＞
①収入日単位の消込を行うために、システムで対応していることがあ
るか。
②LINEPay・PayPay等のスマホ払いデータは、コンビニ納付データを
扱う収納代行事業者から合わせて自治体に提出されると想定される
が、システム側での対応はあるか。
③標準仕様の記載としては、契約相手方（収納代行業者、金融機関
等）とのインターフェース調整は必ず行う、というような記載でよい
か。

①
収入日単位での消込が標準でできていると判断。
②
a)スマホ払い
⇒以下の要件が必要となる認識でよいか、確認（必須機能か、オプションか）
・納付区分として識別できるようにする必要がある。
・店舗コードを簡便に追加できる必要がある。
・領収書が納税義務者の手元に残らないため、車検用領収書を発行できる必要があ
る。
③
記載内容で問題なし

その他：
上記でも記載したとおり収納方法の問題なので個別に機能とする必要はないと考えま
す（H市）
⇒一般納付、コンビニ、口座などチャネルごとに消込をやっている場合を想定し、記
載している。

0 2.1.9.

納付書発行データ（請求データ）をサービス事業者へ登録で
きること。

クレジット、マルチペイメントネットワークの消込処理がで
きること。
消込処理の結果、集計表が作成できること。

クレジット払いの申込者・契約者情報の登録、参照、抽出、
修正等ができること。
また、一覧表を作成できること。

2.16

9.2.1.2　速報、確報が集計された集計表が出力できる
こと
9.2.1.2　速報、確報ファイルについても同時で消込が
できること

マルチペイメントネットワーク・クレジット
収納分を消し込むため機能は、対応していな
い自治体もあるため、オプション機能である
と考えます。

※マルチペイメントネットワーク通信サービ
スのASP事業者への納付書データの登録の要件
もここに包含。事業者によりインターフェー
スは異なるため、レイアウト調整などは発生
する想定

クレジット払い情報の管理機能については、
新規クレジット払い対象者の取込や削除時に
必須であると考えます。対応していない自治
体もあるため、オプション機能であると考え
ます。

＜検討項目＞
①標準仕様の記載としては、契約相手方（ASP事業者）とのインター
フェース調整は必ず行う、というような記載でよいか。

①
記載内容で問題なし

0 2.1.10.

消込処理により、納付額（本税・延滞金）が 新の状態とな
ること
消込処理により、延滞金調定額が確定・変更になった対象者
リストが出力されること。
消込処理により、調定額＞納付額となった場合は、延滞金調
定額の計算を行うこと

2.16

【一括消込】
81.一括消込データの延滞金計算対象の延滞金計算を行
い、延滞金納付状況リスト及び延滞金催告書を作成す
る。

66　消し込みにより、収納情報の賦課納付額と延滞金納
付額が 新の状態となること
75　消し込み処理により、賦課納付額が賦課調定額以上
になった場合は、延滞金調定額の計算を行い、収納情報
を修正すること

69:消込時に、残確定延滞金が５００円以下の場合は延
滞金の自動カットができること。その際、パラメタによ
りカットするかしないかを選択できること。
(××市はカットしない、××市はカットする想定)

消込処理により、延滞金調定額が確定・変更になった対
象者リストが出力されること。

複数の構成員の仕様書で、消込完了後に納付
額が 新の状態での延滞金を計算する仕様が
記載されています。延滞金を適切に徴収する
のに必須機能であると考えます。

＜検討項目＞
①少額の延滞金の取り扱いについての議論（H市）
②調定＞納付額ではないか（E市）
③延滞金の納付書の発行処理はどのような運用が一般的か

①
a)延滞金の切り捨ては、税額2,000円以上（1,000円未満の端数切捨て）で、算出延滞
金額1,000円以上（100円未満の端数は切捨て）としている（E市）
⇒他の構成員も同様の考え方でよいか確認

②
a)延滞金の過誤納は納付額≧調定額で判断する。（E市）
③
a)延滞金の納付書については、個別発行が一般的な運用。ただし、規模の大きいK市
では自動計算・一括発行。I市でも、法人については一括発行している。
⇒一括発行が必要か、他の構成員にも確認

その他：
a)実務上確定延滞金の確定・変更は対象者リスト出力ではなく自動的に行われるべき
（H市）
⇒たたき台の記載では十分でないか、確認
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0 2.1.11.
調定がない場
合の消込

法人市町村民税において、調定情報がない場合においても、
消込処理ができること。
消込結果は法人税割、均等割に振り分けできること。
予定納税の額が、確定申告で決定した額との差額が生じた
際、その差額が未納扱いとなること。

2.16

【収納情報管理】
36.法人市民税の収納額の振り分けは、法人税割、均等
割に振り分けできること。
予定納税後、確定申告で決定した額との差額が生じたと
きに、実際の未納額での表示となること。
37.法人市民税の未調定分納付額データを管理できるこ
と。
【法人再消込処理】
83.法人住民税の消込エラーデータから再消込を行う。
【法人再消込分延滞金計算】
84.法人再消込分の延滞金計算を行う。

9.2.1.2　システムにて調定が無い場合にはエラーリス
トが出力されること

77 申告により賦課した情報が収納システムに反映され
るまで、その申告書に付く納付書での消し込みは、保留
または仮の消し込みがされること
78  保留された納付と、申告により賦課した情報（事業
年度の開始と終了、納付額、申告区分）が一致した場合
は、自動で消し込みされること
79 再発行納付書など、申告書に付く納付書以外による
納付の消し込みデータで消し込みする機能があること
80 保留または仮の消し込みがされた納付を、リスト等
で確認する機能があること
81 保留または仮の消し込みがされた納付の情報を、修
正する機能があること
71　収納情報が存在しなかった消し込みが、過誤納付ま
たは保留または調定情報を作成しての消し込みのいずれ
かになること

64:申告税について、調定情報の取込み前(調定無しデー
タ)に対する消込みは仮収納(消込みエラーとは別管理)
として管理できること。
65:申告税の調定なし納付分について、帳票またはデー
タにて確認ができること。

法人市民税において、調定がない場合でも納付データの
取り込みができること。
調定がない場合の取込データは各法人の画面で確認でき
ること。

法人市町村民税は申告に基づくため、調定情
報がない状態での消込ができる機能が必須で
あると考えます。
課税側からの連動が間に合っていない場合や
見込み納付の場合などが想定されます。

＜検討項目＞
①調定のない収入についてどういった運用を想定しているか

（想定の例）
・保留扱い／仮消込み状態にする
・強制的に消込

②その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

①
a)保留扱いにして調定が連動されたタイミングで消込される運用が多い。F市では０
円調定として消込み、調定連動後に消込（紐づけ）をしている（F市）。
⇒たたき台の仕様で問題ないか、要確認
b)E市では、完全な納付誤りについては、0円調定で消し込んだうえで還付している
（F市）。
⇒このようは運用は他市でも同様か、要確認。
c)調定もないということは、収納システムで納付書も発行していないということで、
会計システム側で入金しておき、後日調定時に収納システムに消込すればよいため、
必須機能とはいえないのではないか（H市）
⇒このようは運用は他市でも同様か、要確認
②
a)市県民税普通徴収分について（E市）
⇒国外転出の方の予定納税など、法人住民税以外でもケースとしては想定されるか。
その場合、システム上対応が必要な機能はあるか。
b)法人市町村民税の見込納付について（E市）
⇒納付情報から調定を自動作成される機能は必須であるか。

0 2.1.12.

市町村民税退職分離課税分は、納付額＝調定額として調定情
報を作成して、消込を行えること。
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35.個人住民税特徴・退職所得分の納付額を管理できる
こと。

【対象帳票】
・特徴退職者収入リスト

（特徴退職者収入リスト）
・収入年月日で期間指定し抽出できる

228:住民税4月～3月の退職所得分の収納情報の集計リス
ト出力及び集計明細のデータ出力

個人市民税（特別徴収・普通徴収）について、住民税シ
ステムの賦課情報と収納台帳で作成した調定が更新処理
の際連動すること。（課税更新日前の納付対応できるこ
と。）

収納側での退職分離分の取り扱いについては
確認が必要と考えます（右記）。
一般に、調定額がない状態で納付されるもの
と考えられます。

＜検討項目＞
・退職分離所得が判明した場合の運用について、どのような運用が一
般的か

納付額＝調定額とみなして調定を自動で立てる運用と、あくまで課税側での入力・連
携の運用の2通りが想定される。
⇒標準仕様としては、たたき台の記載で問題ないか。

0 2.1.13.
コンビニ速報
/MPN速報

コンビニ収納・マルチペイメントネットワーク収納の速報
データを取り込み、管理（参照）できること。

2.7

【コンビニ収納】
57.コンビニ収納の速報分・確定分の取り込みができる
こと。
58.コンビニ収納の速報分・確定分の照会ができるこ
と。
【コンビニ収納】
85.コンビニ収納分の消込ができること。
【コンビニ収納】
107.コンビニ収納は、速報・確定データを加味して未納
額を表示する。

53　コンビニ速報を、納付情報を確認する処理（証明・
滞納・収納）で、納付されていることがわかること
54　コンビニ確報を、納付情報を確認する処理（証明・
賦課・滞納・収納）で、納付されているとして扱えるこ
と
55　コンビニ速報・確報を、納付情報を確認する処理
（証明・賦課・滞納・収納）へ情報を連携すること
56　複数のコンビニ代行業者から、同日にデータが連携
されても正常に処理可能であること
※代行業者が変更したときに、旧代行業者用バーコード
の有効期限まで混在がありえる。対応できること

25:コンビニ収納や振替ＭＴ、マルチペイメントなどに
ついて、速報・確報データを加味し、下線や色の変更な
どで仮消し状態がわかるように未納額の表示ができるこ
と。
79:株式会社MUTBO(または収納代行会社)から受け取った
コンビニ等での収納データをもとに速報、取消、確報が
管理できること。収納データについて、××市と××市
でレイアウトが異なっても対応できること。取消につい
て確認のために速報取消チェックリストが出力できるこ
と。仮消込エラー時に確認のために速報エラーリストが
出力できること。
80:仮消込情報上のデータを集計し、財務納付書作成リ
ストが作成できること。
81:仮消し込みの中で速報状態で本消し込みまたは取消
が指定した日数以上こないものの確認ができること。
(速報後、確報または取消が来ない時に対応するため)
83:仮消込情報の確報分に対して、収納代行会社から自
治体への支払いが確認できた送金予定日のものを抽出
し、本消込のデータが作成できること。
84:本消し込みを行った際、仮消込情報を確報状態にで
きること。
85:速報データが来てから確報のデータが来る間に、税
額更正等で調定額に変更があった場合でも、正常に消込
みができること。

速報の取り込みについては、複数の構成員の
仕様に記載されています。一方で、速報デー
タの取り込みに対応していない自治体もある
ため、オプション機能であると考えます。

＜検討項目＞
①速報データの取り扱いについて、仮消込状態にする運用が一般的
か。
また、そのデータはどのように活用されるか。（想定としては、督促
の発布止め、などが考えられる）
②速報で取り込んだ金額は、証明書の納付データには反映されるのが
一般的か。反映すべきでないデータとなるか。

①
速報は取り込んだ上で、督促・催告の発布止めに活用
②
反映する団体、反映しない団体で二分される。
⇒各団体の取り扱いを確認
⇒標準仕様としては、パラメータ等で反映有無を設定できる、としてはどうか。

0 2.1.14.

速報データに対する取消データが連携された場合は、速報
データを削除できること。
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82:仮消込情報について、任意の状態(速報、確報、取
消)に変更できること。
(速報後、確報または取消が来ない時に対応するため)

取消データが届いた場合は速報データの削除が可能なこ
と。

同上。
確報が届く前に速報データが連携される運用
は想定されると考えます。

追加の論点無し

0 2.1.15.
消込エラー抽
出処理

消込処理でエラーが発生した場合、年度・科目・期間指定を
して収納消込エラーのリストが出力できること。
エラー修正後、再消込処理ができること。

2.7

ＯＣＲ消込 ＯＣＲ日次決算処理
113.収入日計表を作成し、消込エラーが発生した場合に
は、法人住民税以外の科目については収納消込エラーリ
スト、法人住民税については法人調定なし収納リストを
作成できること。

データ抽出機能 データ抽出機能
186.年度・科目を指定して、１円以上納付があって調定
額と不一致データの一覧表が作成できること。また、Ｃ
ＳＶデータとして出力できること。

72:指定された年月の、消込エラー収入金の修正内容に
関する集計表と一覧表が帳票またはデータにて確認がで
きること。
73:消込エラーとなったものについては一覧表示を行
い、納付書と照らしあわせて誤りを修正し、再消込処理
を行う。年金特徴エラーについては調定情報と照らしあ
わせて、再消込処理を行う。

任意の日付で各税目の税額等不一致、納付あり・申告な
し等のアンマッチリストを出力できること。

複数の構成員の仕様に、エラーリスト・アン
マッチリストの出力が記載されています。消
込処理での論理チェックエラーは、業務の精
度を担保する上で必須であると考えます。

＜検討項目＞
①エラーチェックの種類について、論理チェック以外に必要な種類は
あるか
②その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

①
※論理チェックはデータ不整合などを防ぐためのエラーチェックを想定
a)エラーが即時に修正できず、消込ができなかった場合に、仮収納未更正リストが自
動で出力され、エラー分の把握・管理ができる（F市）
⇒どのようなケースが想定されるか。
b)調定なしの期別に納付あり・本税未納額がある状態で延滞金額の納付あり（I市）
⇒消込としては正常に消し込まれてよいが、確認を要する対象という理解でよいか。

0 2.1.16.
日計/月計表
作成

収入日・会計年度毎に科目毎の収入金の集計表（日計表）の
確認ができること。現年・過年・繰越での抽出ができるこ
と。
本税・督促手数料・延滞金の内訳が確認できること。
収納チャネル別の内訳が確認できること。

収入日・会計年度毎に科目毎の収入金の集計表（月計表）の
確認ができること。現年・過年・繰越での抽出ができるこ
と。
本税・督促手数料・延滞金の内訳が確認できること。
収納チャネル別の内訳が確認できること。
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【収納情報管理】
33.税料別（本税・督促・延滞金）の日計表、月計表、
年計表を任意の日を設定し作成できること。
【日計確認】
67.収納日・会計年度毎に税目毎の収入金（本税・督
促・延滞金）の集計表（日計表）の出力ができること。
【日計明細】
68.日計の明細が確認できること。
69.帳票の出力ができること。
【月計確認】
70.月計関係の帳票(収納実績表)が出力できること。こ
れらの帳票について、任意の収納日を指定して、出力が
できること。（指定月の調定、収入、還付、充当）
【年計確認】
71.年計関係の帳票が出力できること
【月計表】
204.指定月の調定・収入・還付・充当状況を集計する。
日計表とのチェックに使用する。
【日計集計表作成】
206.更新された収納ＤＢから、日計情報を集計してリス
トにする。賦課システムがなくオンライン消込した税目
の集計確認や、月ごとの消込結果確認に使用する。

9.2.1.2　消込データを基に日計表が出力できること
9.2.1.2　消込データを基に銀行別の銀行受入日計表が
出力できること

【対象帳票】
・収入日計・月計表
・収入集計表
・税目別集計表（速報、確報、速報取消の集計）

（収入日計・月計表）
・期別ごとに抽出できる
（収入集計表）
・会計日、領収日で抽出できる
・本税、延滞金別で集計できる

・住基異動者一覧表（転出、死亡、消除等）

調定・収納状況 日計表
57.指定する日計日の収入状況の集計を行い、会計年
度・科目・日計日ごとの金額が画面上で照会できるこ
と。また、画面より日計表を印刷できること。

58.月計表を作成できること。

還付・充当異動 通知処理
103.還付日計表が作成できること。

ＯＣＲ消込 収納消込処理
115.消込エラー分については仮消込情報へ登録を行える
こと。（消込エラー分については、オンライン画面から
照会、修正、消込が可能）また、消込エラーが無い分に
ついては日計明細情報に登録を行い消込を行えること。
いずれの場合でも、日計表には集計されること。

住民税年金特徴消込 収納消込処理
124.消込エラー分については仮消込情報へ登録を行える
こと。（消込エラー分については、オンライン画面から
照会、修正、消込が可能）また、消込エラーが無い分に
ついては日計明細情報に登録を行い消込を行えること。
いずれの場合でも、日計表には集計されること。

163　日計：消し込み集計と、実際の収入の一致を確認
（税・料の入金間違いや収入日等の設定ミス）する目的
の帳票が出力されること
　収入日別に、科目（地方自治法施行規則第１５条別
表）・課税年度・期別・納付種類別の収納金額と件数
があること

164　月計：　収入日別に、税目別（地方自治法施行規
則第１５条別表）・現年滞繰別の収納金額と件数の情報
が得られること
　確定した収入情報として財務会計へ入力する為の情報
であること

58:各種の入金データを収入日・入力区分毎に集計し、
入力データ別集計表が作成できること。
56:各市の指定する任意の科目について取込みができる
こと。
××市:税(国保含む)
××市:税、国保料、介護、後期高齢
60:各種の仮消込データから本消込データを作成し、入
力データ別集計表が作成できること。
74:日計表の作成ができること。
会計(税目)ごとに日計表が作成できること。
納付種別(コンビニ、銀行、口座等)の内訳が確認できる
こと。

229:任意指定した収入日期間に発生したゆうちょ銀行、
コンビニ収納代行会社に対する支払手数料を算出する基
本資料のリスト出力とその明細データ出

日次/月次消込処理後に、日計／月計表を作成できるこ
と。
（紙及びcsvでの出力が可能なこと）

会計部門に日計・月計を報告するため必須で
あると考えます。

＜検討項目＞
①金融機関別の集計は一般的な運用か
②納付（公金口座に入金されている）されているが、消込されていな
い金額の日計表における取り扱い
③日計については即時（当日中）に出力する必要があるか
④日計として確認すべき項目は必要十分であるか
⑤その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

＜確認事項＞
・還付日計表は、一般的な運用か
・手数料計算をシステムで行うのは一般的な運用か（H市の運用）

①
a)金融機関別集計は、必須ではない構成員が多数。
⇒不要又はオプション扱いでもよいか。
②
a)日計表への反映は必要と不要で二分される。
⇒標準仕様としては、消込済み、未消込、総合計の日計の計算がなされれば必要十分
か。
③
a)消込後の即時出力は必要である構成員が多数。
⇒要件化するということでよいか。
b)データ反映タイミングを考慮した、日付指定の出力（E市）
⇒他の構成員も必要か確認
④
項目としては問題ない
⑤
・月計表について、出納閉鎖期間中は両年度（旧年度・新年度）とも出力できること
が必要（I市）
⇒出納「整理」期間のことか。たたき台の記載で問題ないか。
・月計表について、月・会計年度、科目、現年・過年・繰越ごとに調定額、収入額、
過誤納額、還付額、不納欠損額、執行停止額、準未済額を確認している。月計表を会
計年度ごとに累計した累計表を作成（K市）
⇒他の構成員も必要か。

＜確認事項＞
・還付についても、件数・金額が集計される日計表が必要（D市）
⇒還付処理の帳票では不十分ということか。
・手数料計算はシステム外での対応が一般的
⇒要件化は不要と整理するでよいか。

0 2.1.17.

収入金更正等内訳（財務会計）：指定した期間（処理日）別
に地方自治法施行規則第１５条別表（現年滞繰別科目別）の
「どこの項目から」「どこの項目へ」収入金を移したかの金
額と件数の情報が得られること
　・税目及び現年滞繰の収入金誤りを修正（金額の訂正）
　・違う科目等へ収入した場合の修正（科目・年度の修正）
　・ある「税目・現年滞繰」から別の「税目・現年滞繰」へ
充当（科目別・年度別の収入金振り替え）
　・歳入から還付（科目別・年度別の収入金の支出）
　・歳入還付しようとしたが、還付できず収入金を戻入（科
目別・年度別の収入金の支出）
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収入状況日計表作成 収入状況日計表作成
149.収入状況日計表を作成できること。
150.収入状況日計表を作成できること（滞繰年度別）。

日別収納一覧作成 日別収納一覧作成
156.収納履歴マスタを読み込み、日別収納一覧（法人住
民税以外）、日別収納一覧（法人住民税）を作成できる
こと。

帳票発行 収納消込実績表
157.収納消込実績表を作成できること。

データ抽出機能 データ抽出機能
170.指定した日計年月日の範囲で収納額、還付額、充当
元額、充当先額を集計した集計表が作成できること。ま
た、ＣＳＶデータとして出力ができること。

171.指定した科目と会計年度に該当する調定／収納情報
から調定、収納、未納、過納の件数・金額を集計し収納
率を算出した収納実績表が作成できること。また、ＣＳ
Ｖデータとして出力ができること。

172.指定した科目、基準日時点での調定／収納情報から
調定、収納、未納、過納の件数・金額を集計し収納率を
算出した収納実績表が作成できること。また、ＣＳＶ
データとして出力ができること。

165　収入金更正等内訳（財務会計）：指定した期間
（処理日）別に地方自治法施行規則第１５条別表（現年
滞繰別科目別）の「どこの項目から」「どこの項目へ」
収入金を移したかの金額と件数の情報が得られること
　・税目及び現年滞繰の収入金誤りを修正（金額の訂
正）
　・違う科目等へ収入した場合の修正（科目・年度の修
正）
　・ある「税目・現年滞繰」から別の「税目・現年滞
繰」へ充当（科目別・年度別の収入金振り替え）
　・歳入から還付（科目別・年度別の収入金の支出）
　・歳入還付しようとしたが、還付できず収入金を戻入
（科目別・年度別の収入金の支出）

滞納繰越の報告に関する要件をE市をベースと
して記載しています（記載内容が充足してい
るため）。

＜検討項目＞
①滞納繰越に関して、左記要件で必要十分か

①
a)県への報告のため、歳出予算から還付充当した額について、「充当元の税目」「課
税年度」「充当した本税額」「充当した退職所得額」「充当した延滞額」「充当した
還付加算金額」の明細が必要（E市）
b)法人市民税については、還付充当時に「どの科目からどの科目へ充当するのか」、
「どの科目から還付するのか」といった科目別のデータと一覧表がシステムから出力
される（データは財務会計システムに取り込んで使用する。）（I市）
⇒他の構成員の意見を確認。収納システムでやっているか、B市意見にあるように、
財務会計側で行う処理か。収納側でやっている場合、どのような処理ができればよい
か。

2.2. 口座振替処理
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選定地方団体_機能要件

仕様書たたき台 B市

0 2.2.1. 口座情報管理

対象科目毎に、口座情報（個人（法人）番号、税目コード、
口振種別、金融機関コード、支店コード、口座種別、口座番
号、名義人氏名（カナ・漢字）、名義人住所、振替開始日、
振替終了日、口座申請日）を管理（参照、登録、変更、停
止）できること。

登録の際、登録履歴より参照作成ができること。
複数の科目で使用される口座がある場合、一括で登録・修正
ができること。

終了口座を含めて、履歴を管理できること。

5.2

【口座振替】
52.口座情報の管理ができること。
53.口座情報の新規追加,口座等の変更、修正、解約、一
時停止ができること
54.１口座で複数の税、料の登録がある場合は一括で登
録、修正をすることができること。

【口座・納税組合情報参照】
97.口座の履歴（終了口座を含む）について確認できる
こと。
【口座】
199.口座振替者の振替区分（期別等）、開始日、名義
人、停止日、終了日、金融機関等口座情報、処理日を管
理することができること。

【口座振替】
54.１口座で複数の税、料の登録がある場合は一括で登
録、修正をすることができること。

9.2.2.1　振替口座を税目毎に登録できること。口座振
替開始日、金融機関届出日、整理番号を入力できるこ
と。
9.2.2.1　同世帯内の口座履歴を照会・参照作成できる
こと。
9.2.2.1　確認のための読み合わせリストが抽出できる
こと（日付、時間の期間で抽出可）

22　口座情報（金融機関コードまたは金融機関名、支店
コードまたは支店名、名義人カナ、口座種別、口座番
号、の口座に関する情報）を登録・更新・無効にする機
能があること
25　口座情報を無効に更新する機能があること
26 賦課根拠の単位で、口座振替の対象にする機能があ
ること
27 同じ賦課根拠で、同じ納付義務者に賦課されている
場合は、翌年度も振替対象の情報が引き継がれること
30　振替対象と口座情報を関連付けし、口座振替の対象
にする機能があること
31　非課税の場合でも、振替対象と口座情報を関連付け
できること
32　賦課システムで登録があれば（現状では賦課がな
く、次年度以降の賦課対象であっても）、振替対象と口
座情報を関連付けできること
33　有効な口座情報に、複数の振替対象を関連付けでき
ること
34　有効な振替対象に、複数の有効な口座情報は関連付
けできないこと
35　指定した口座情報と振替対象の関連付けを、無効に
できること
37　振替対象と口座情報を関連付けが、有効になる日
を、登録する機能があること
38　振替対象と口座情報を関連付けを、無効とする日ま
たは無期限に有効、を登録する機能があること

32:口座加入状況を還付口座・振替口座および税目を区
分して表示できること。

258:金融機関へ口座振替手数料を払うため、任意の期間
を指定して金融機関／税目別集計および請求書が紙と
データで作成できること。

対象科目毎に、口座情報（個人（法人）番号、税目コー
ド、口振種別、金融機関コード、支店コード、口座種
別、口座番号、名義人氏名（カナ・漢字）、名義人住
所、振替開始日、振替終了日、口座申請日、発行停止フ
ラグ（口座関連帳票の発行停止の利用）、分納区分、備
考等）を管理（参照、登録、変更、停止）できること。

口座振替を実施するため、口座管理機能は必
須と考えます。

年度単位ではなく、停止または期限が到来す
るまでは継続される考え方としています。ま
た、開始日を設定することで、将来（未来）
利用開始予定の口座を登録する運用を想定し
てます。

＜検討項目＞
①口座情報として管理する情報項目は、中間標準レイアウト（住登
外：口座管理）の項目で必要十分か
②その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

①
問題なし（K市）
②
a)口座の一時停止機能（E市）
⇒停止とは異なるか。停止・停止解除のような運用で対応可能か？
b)賦課根拠の単位で、口座振替の対象にする機能（E市）
⇒「賦課根拠の単位」とはどういう意味か。例えば軽自動車の車両単位に口座を紐付
ける運用か？
c)有効な口座情報に、複数の振替対象を関連付け（E市）
⇒複数税目という理解でよいか？
d)振替対象と口座情報を関連付けが、有効になる日、停止となる日を、登録する機能
（E市）
⇒有効期間の設定という理解でよいか。どういう業務処理のためか。
e)固定資産税について、賦課根拠である、登記ごとの登録等管理（F市）
⇒物件単位の口座の紐付けの運用か？
f)口座名義人の識別番号欄（F市）
⇒どのような番号か。
g)通知書番号ごとの登録（K市）
⇒納税通知書単位に口座を変更できる機能か。
h)還付金振り込み口座の登録も必要(H市）
⇒3.3.8の記載で十分か

0 2.2.2.

口座を指定し、誰のどの税目が振替対象となっているか確認
できること。

5.2

【口座・納税組合情報参照】
98.金融機関コード、口座番号など口座情報により検索
ができ、同一の口座を使用している納税義務者の一覧を
表示できること。

77 口座を指定し、誰のどの税目が振替対象となってい
るか確認できること
36　"口座情報と関連付けされている振替対象を、帳票
又は画面で一覧にする機能があること

同一の口座を利用している納税義務者の一覧を検索でき
ること。

同一口座の利用者を特定し、各種調査に利用
するため必須と考えます。

口座名義人死亡時に口座を止める必要もあり必須と考える（H市）
⇒2.2.12の記載で十分か

0 2.2.3.

市町村民税や固定資産税の物件を指定し、どの口座で振替対
象になっているか確認できること。

納税通知書番号・納税義務者を指定し、どの口座で振替対象
になっているか確認できること。

5.2

75 市民税や固定の物件を指定し、どの口座で振替対象
になっているか確認できること
76 納税通知書番号を指定し、どの口座で振替対象に
なっているか確認できること
78 納税義務者を指定し、どの税目がどの口座で振り替
えられているか確認できること

固定資産税の所有者コードに変更が生じた納税義務者に
ついて、既に登録してある口座情報での振替可否を確認
するためのチェックリストが作成できること。

複数の構成員の仕様に記載があることから、
課税根拠・課税客体から口座を調査するため
に必須機能であると考えます。

＜検討事項＞
①その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

①
a)固定資産税の所有者コードに変更が生じた納税義務者について、既に登録してある
口座情報での振替可否を確認するためのチェックリストが作成できること（新年度課
税に際し、所有者変更、持分割合変更等により通知書番号が変更になった納税義務者
のうち、振替口座を登録しなおす必要のある対象者を抽出する必要があるため）（I
市）
⇒他の構成員はどのような運用をしているか。

0 2.2.4.
口座振替依頼
書作成

登録された口座情報に基づき、期別で口座振替依頼データを
作成できること。全期全納もしくは期別を指定してできるこ
と。
振替依頼件数、金額が確認できること。

全銀協フォーマットで作成可能なこと。
金融機関別に作成できること。

5.6

【口座振替】
44.各税料の納期ごとに口座振替データを銀行（郵便
局）別に作成できること。
45.口座振替用ＦＤが作成できること。
47.宛名の口座情報を参照し、金融機関に送付する口座
振替依頼データを作成する。納期前延滞金も調定額に含
める。
48.口座振替MTデータを金融機関毎に併合して、口座振
替依頼MTを作成する。

【口座送付書】
収納システムで作成した口座振替依頼情報を入力にして
複数ファイルを1つにまとめる。

【口座振替】
77.口座振替用ＦＤを作成する際、当該納期分以外の任
意の期別明細を追加することが可能。
また、任意の期別明細を振替停止とする登録を行うこと
が可能。

【随時振替】
87.定期振替と別に、随時で口座振替依頼データを作成
することが可能（ 大6回/月）。

9.2.2.3　口座振替依頼データを税目ごとに納期限での
抽出ができること。
9.2.2.3　金融機関毎、税目毎の抽出結果票が出力でき
ること。

その他異動 口座振替異動
112.振替日を指定して、口座振替データの内容確認が行
えること。また、振替データの追加・修正・削除が行え
ること。

振替データ抽出 口座振替データ抽出
136.口座振替対象の科目を特定し、全期前納報奨金を算
定し、口座振替情報を更新できること。

137.口座振替対象の科目、期別を特定し、口座振替情報
を更新できること。

138.口座振替対象の科目、納期限を特定し、口座振替情
報を更新できること。

139.口座再振替対象データを抽出し、口座振替情報を更
新できること。

口座振替ＦＤ・ＭＯ作成 口座振替ＦＤ・ＭＯ作成
140.指定フォーマットでの口座振替用ＦＤ・ＭＯを作成
できること（銀行用）。
141.指定フォーマットでの口座振替用ＦＤ・ＭＯを作成
できること（ゆうちょ用）。

データ抽出機能 データ抽出機能
175.歳入年度・科目を指定して、報奨金が交付されたも
のの一覧表が作成できること。また、ＣＳＶデータとし
て出力ができること。

41　指定した税目の期別または指定した税目の全期別
（全期全納分）で、下記の条件を満たす振替対象未納額
を引き落とす口座振替依頼データを一括作成できること
※口座情報有効で、振替対象と口座情報の関連付けが有
効なこと
※振替対象の納期限が未来日であること
※振替対象の収納情報に未納分があること"
42　口座振替依頼データは、全期別の一括振替と期別の
振替をまとめて、一つのデータにすること
43　口座振替依頼データを、金融機関別にファイルを分
けて、作成すること
※××銀行口座振替サービス指定の形式"
44　金融機関別に口座振替依頼データの件数が確認でき
る機能方法があること
※金融機関に件数を記載した送付票を送る必要があるた
め"
45　口座振替依頼データを××銀行口座振替サービス指
定の形式でファイル作成すること（全銀協指定形式を固
定長ＣＳＶカンマ区切り改行コードありとした形式）
46　特定の金融機関（商工中金）は、紙で口座振替依頼
書を印刷すること

55 住民税普通徴収第１期または固定資産税第１期の納
期限のときに第１期～第４期を一括で振替する機能があ
ること

240:口座・収納情報より口座振替依頼データが作成でき
ること。
パラメタ等の指定により以下の2種類のレイアウトに対
応できること。
1.全銀協フォーマット(120バイト)
2.××市指定のレイアウト
(350バイト。義務者氏名のカタカナ、住所のカタカナ、
住所のバーコードがあるため注意。株式会社MUTBOに委
託している口座振替済通知書に使用するため。)
241:口座振替依頼対象者について各種帳票が出力できる
こと。
(税目別で、対象者・対象者の引落依頼金額等を確認で
きること)
また，税目，期別，金融機関別（ゆうちょ銀行は事業主
別）の金額，件数の集計表が作成できること。

登録された口座情報に基づき、期別で口座振替依頼書
（データ）を一括及び個別に作成できること。
全銀協フォーマットで作成可能なこと。

金融機関向けに振替依頼データを作成するた
め必須機能であると考えます。

データフォーマットは全銀協フォーマットが
標準であると想定されます。

＜検討事項＞
①全銀協フォーマット以外での振替は発生しうるか（紙帳票での振替
依頼など）
②その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

＜確認事項＞
・納付前延滞金の運用について確認（B市）
・随時振替の運用について確認（B市）
・報奨金の運用について確認（D市）

①
・紙帳票での振替依頼について、システム対応（出力）の必要性について確認

②
a)口座振替依頼データを、金融機関別にファイルを分けて作成すること（E市）
⇒たたき台の記載で必要十分か。
B)金融機関別に口座振替依頼データの件数が確認できる機能方法があること（E市）
⇒たたき台の記載で必要十分か。

＜確認事項＞
・納付前延滞金の運用について確認（B市）
・随時振替の運用について確認（B市）
・前納報奨金は廃止済み（D市）

0 2.2.5.
口座振替停止
情報管理

口座振替依頼データ作成後の緊急依頼・停止を行うための依
頼書が出力できること。

5.13

42.口座振替停止依頼書を作成できること。 ※おそらく当該処理は不要と判断された。 242:口座振替依頼後の追加・変更・取消に関し、以下の
依頼書発行が行えること。
　１．取消　→　取消依頼
　２．追加　→　追加依頼
　３．変更　→　取消依頼＋追加依頼
243:口座振替依頼媒体を作成してから納付のあったも
の、または賦課額が０円となったもの等について抽出
し、以下の依頼書が一括で作成できること。
　１．取消　→　取消依頼
　２．追加　→　追加依頼
　３．変更　→　取消依頼＋追加依頼

口座振替請求後に納付や口座取消があった分について、
期別毎に口座振替停止情報を管理（参照、登録、修正、
削除）できること。

システム出力は必須ではないと思われるた
め、オプション機能を想定しています。

＜検討項目＞
・各団体の運用・必要性について議論（必ずしもシステム対応は必要
ないと考えらえれる）

・K市では運用している。
⇒オプションとすべきか。

6/16



【仕様書叩き台】標準仕様書（機能）_05_収納管理 構成員　WT前ご意見（集約）

C市 D市 E市 H市 I市 検討項目（論点）機能名称

標準化候補検討

業務フローとの対応 要件の考え方・根拠 検討項目（論点案）

選定地方団体_機能要件

仕様書たたき台 B市

0 2.2.6.
口座振替結果
管理

（口座振替の消込後、）
振替結果を管理（参照、登録）できること。
振替結果の集計、手数料の集計ができること。
金融機関別の金額・件数の集計ができること。

5.16

【口座振替】
46.口座振替結果ＦＤの取り込みができること。
49.各金融機関から返却された口座振替依頼MTデータの
税システム分を抽出し、ヘッダ情報のチェックを行う。
納付額を納期前延滞金と調定額に振り分けを行う。

9.2.2.5　口座振替済・不能を含んだ結果データを取り
込めること。
9.2.2.5　振替結果集計表と、手数料集計表がそれぞれ
出力できること。

口座振替結果取込処理 振替結果更新
142.口座振替ＦＤ・ＭＯ・ＭＯより口座振替情報に振替
結果の更新を行い、口座振替結果明細を作成できるこ
と。

144.口座振替ＦＤを作成しＦＤ再読込みを行って、ＦＤ
の妥当性をチェックしますができること。

データ抽出機能 データ抽出機能
179.徴収月の範囲を指定して口座振替依頼件数に対する
振替件数の割合が分かる口座振替収納集計表が作成でき
ること。また、ＣＳＶデータとして出力できること。

48 口座振替結果を、「収納消し込み」「口座再振替依
頼」「口座振替不能」に分けて、処理を行えること
49 口座振替の結果の、科目別の引き落とし額と件数
を、金融機関別にリスト出力する機能があること

244：株式会社MUTBOからの以下の口座振替依頼データ
(結果)(税、保育、母子寡婦、介護、住宅、後期高齢が1
ファイルに入っている。)について、各市の指定する任
意の税目について取込みができること。
××市:税(国保含む)
××市:税、国保、介護、後期高齢
245:口座振替結果データより振替済・不納の判別を行
い、振替済分は消込データ、不能分は不能データが作成
できること。
また、口座振替結果データの内容に基づき、金融機関別
口座振替一覧表が発行できること。

口座振替結果情報（振替済み/振替不能）を受け取り、
管理（参照、登録、修正、削除）できること。

収納状況を確認するため、口座振替の結果の
管理は必須機能であると考えます。

詳細については右記検討項目として挙げてい
ます。

＜検討項目＞
①金融機関への手数料算出のための帳票は収納システムで算出するの
が一般的か？
②金融機関別の集計は日計とは異なるか
③その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

＜確認事項＞
・納期前延滞金の運用について確認（B市）

①
a)手数料算出のための帳票出力の要否は二分される。
⇒手数料を算出している場合、何の値を算出しているか確認。
②
b)日計とは別に、振替ごとの集計が必要である（I市、K市）
⇒他の構成員も必要性を確認
③
a)口座振替結果を、「収納消し込み」「口座再振替依頼」「口座振替不能」に分け
て、処理を行える、とは具体的にはどのような処理が必要となるか（E市）
⇒2.1.6、2.2.7、2.2.10の記載で十分か。
b)口座振替の結果の、科目別の引き落とし額と件数を、金融機関別にリスト出力する
機能があること（E市）
⇒他の構成員でも必要となるか

＜確認事項＞
・納期前延滞金の運用について確認（B市）

0 2.2.7.

振替不能者データについて、期間、税目、不能区分で抽出で
きること。
口座解約者を抽出できること。
不能対象者について、再振替データを作成できること。

5.21

【口座振替】
43.口座振替不能の場合は、再振替することができるこ
と

9.2.2.6　期間、税目、不能区分で振替不能者データを
抽出し出力できること。

53 振替不能者で、振替対象と結びつく収納情報が未納
であるものを対象に、未納分を対象とした口座振替依頼
（期別・未来の全期別）を行う機能があること
※振替不能理由のうち、残高不足（該当の全銀コード
[1]）のみを対象にすること
54 口座再振替が振替不能の場合は、すべて口座振替不
能とすること
56 振替不能者で、振替対象と結びつく収納情報が未納
であるものを対象に、未納分を対象とした口座振替依頼
（全期別）を行う機能があること

253:金融機関から返却された振替結果を基に、口座解約
者リストおよびデータが作成できること。

口座振替結果（不能）を管理できること。
不能が連続している納税義務者を抽出できること。

後続の処理（再振替、口座停止）を行うため
不納者情報の把握は必須であると考えます。

再振替は実施していない構成員もあることか
ら、オプション機能を想定しています。

＜検討項目＞
①再振替処理について、必要性を確認。運用していない自治体も多い
と想定される。
②その他に必要な抽出条件はあるか
③その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

＜確認事項＞
・口座解約リストの抽出条件について確認（H市）

①
a)再振替の実施は、実施していない構成員が多いが、E市では実施している。
⇒必要性を確認。オプション扱いとするか要検討。
②
a)振替不能理由のうち、残高不足のみを対象にすること（E市）
⇒ 振替不能区分＝残高不足での抽出は、不能区分の設定（ここに残高不足が含まれ
る）で充足できるか確認。

0 2.2.8.
各種通知書作
成

振替口座の登録ができたデータを、期間・税目毎に抽出でき
ること。
抽出した該当データをもとに、口座振替開始通知を出力でき
ること。また、再発行もできること。

5.18

【口座振替】
41.口座振替に関わる帳票を作成できること。 9.2.2.9　振替口座の登録ができた納税者のデータが、

期間・税目毎に抽出できること。
9.2.2.9　抽出した該当データをもとに、口座振替開始
通知が印刷できること。通知内の問い合わせ先を選択で
きること。発送日を指定して印字できること。

※不納通知は別項目で記載

40 口座振替を開始する時期・税目等を記載した「口座
開始（登録完了）のお知らせ」を発行する機能があるこ
と
82　口座情報の登録後、口座開始のお知らせを発行する
機能があること
84　郵便番号、住所又は所在地、方書、氏名又は名称、
納税義務者名、郵便バーコード、システム上で該当の口
座振替の情報を検索できる番号等を記載すること
85　送付先を指定している場合は、郵便用の宛名面へ指
定した送付先を記載すること
※資産税受領代表者・資産税納税管理人での対応を必須
とする"
86　指定している送付先名称を記載するときは、納税義
務者を併記すること
※資産税受領代表者・資産税納税管理人での対応を必須
とする"
87　口座登録が完了した通知であることを示す文面を記
載すること
※プレ印刷を前提としても可
88　通知日・通知者（通常は市長名）を記載すること
89　納税義務者、対象科目名、引き落とし対象の賦課が
分かる名称等、引き落とし金融機関名、引き落とし口座
に関する情報（口座番号などは一部）を記載すること
90　外字を含め、文字を正しく記載すること
91 氏名など、文字数が多く、帳票に収まらない場合
は、警告画面またはエラーリストを出力すること
※８０文字以上表示できる場合はなくても可

税目ごとに、口座振替開始、口座振替済、口座振替不能
にかかる通知書(納付書兼通知書)を一括または個別に作
成できること。

多くの構成員の仕様で口座振替開始通知の要
件が記載されており、必須機能であると考え
ます。

＜検討項目＞
①その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

追加論点なし

0 2.2.9.

口座振替できたデータを、期間・税目毎に抽出できること。
抽出した該当データをもとに、口座振替済通知を出力できる
こと。
また、再発行もできること。

5.18

50.振替結果を基に、振替が行えた義務者への口座振替
済通知書を作成する。

9.2.2.7　口座振替できた納税者のデータが、期間・税
目毎に抽出できること。

9.2.2.7　振替済通知の発行履歴から振替済通知を再発
行できること

口座振替結果取込処理 振替結果通知書作成
145.口座振替不能通知書（＋納付書）、口座振替済通知
書を作成できること。

246:軽自継続検査用に口座振替分について口座振替済通
知書が出力できること。
247:株式会社MUTBOからの口座振替済通知書（一般）の
編集用データを元に、オンラインから口座振替済通知書
が出力できること。データには以下の科目が含まれる。
(税、保育、母子寡婦、介護、住宅、後期高齢の１年間
の口座振替済情報が入っている。)
254:任意の期間を指定して、口座振替結果の一覧をデー
タ出力できること。

多くの構成員の仕様で口座振替済通知の要件
が記載されており、必須機能であると考えま
す。

＜検討項目＞
①期別の引き落としごとに常に出力する運用が一般的か要確認
②その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

①
・軽自動車税以外は不要としてよいか。
・出力する場合、期別の出力でなく、年次での出力が一般的か。

0 2.2.10.

口座振替不能データが、期間・税目毎に抽出できること。
抽出した該当データをもとに、口座振替不能通知を出力でき
ること。また、再発行もできること。

5.21

51.振替結果を基に、振替が行えなかった義務者への口
座振替不能通知書を作成する。
【口座振替不能通知】
75.口座振替不能通知は規格統一し、ＯＣＲによる読込
ができること。

9.2.2.6　振替不能者データをもとに口座振替不能通知
が印刷できること。通知内の問い合わせ先を選択できる
こと。発送日を指定して印字できること。

口座振替結果取込処理 振替結果通知書作成
145.口座振替不能通知書（＋納付書）、口座振替済通知
書を作成できること。

57 口座振替不能通知を、一括発行する機能があること
94 郵便番号、住所又は所在地、方書、氏名又は名称、
納税義務者名、郵便バーコード、システム上で該当の口
座振替の情報を検索できる番号等を記載すること
95 送付先を指定している場合は、郵便用の宛名面へ指
定した送付先を記載すること
96 指定している送付先名称を記載するときは、納税義
務者を併記すること

97 口座振替不能であることを通知する文面を記載する
こと
※プレ印刷を前提としても可
98 通知日・通知者（通常は市長名）を記載すること
※専用用紙へのプレ印刷でも可
99 金融機関用の納付書として使用できる部分（消し込
みキーとなるコード、口座振替不能通知を識別するコー
ド、納付額、納付延滞金額、納付合計額、納税義務者
名）を記載すること
100 外字を含め、文字を正しく記載すること
101 氏名など、文字数が多く、帳票に収まらない場合

248:口座振替結果データの不能分より、 新の収納状況
を加味した口座振替不能通知書（兼納付書）および一覧
表が出力できること。口座振替不能通知書（兼納付書）
および一覧表には、不能の理由が表示されること。
249:ＭＴ外納付書による依頼分について、口座振替不能
通知書が作成できること。
250:口座振替不能通知書を発布日現在で延滞金を計算で
き、延滞金を記載するとともに対象リストが作成できる
こと。
延滞金を記載するかしないかはパラメタ等で選択できる
こと。
251:口座振替不能通知書について、特定の通知書の出力
を取りやめることができること。
252:口座振替結果データの振替不能者について、その理
由（死亡、解約等）により口座情報の口座閉鎖ができる
こと。その際、確認リストおよびお知らせの通知書が出
力できること。
255:指定した税目・期間が全て口座振替不能の納税義務
者に対し、停止通知書および対象リストが出力できるこ
と。また、データ出力できること。
256:稼働後に必要に応じて、停止通知書の「お知らせ」
の文章が変更可能なこと。

多くの構成員の仕様で口座振替不能通知の要
件が記載されており、必須機能であると考え
ます。

＜検討項目＞
①不能通知のタイミングで納付書出力も行うか、要確認（E市、D市、
H市等は出力している）
②口座解約・死亡について、別途お知らせの出力は必要となるか、要
確認
③不能通知は送らず、督促で対応するという考え方はあるか。
④不能通知の段階での延滞金の加算の仕方についての確認（H市の運
用）
⑤その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

①
a)不能通知と納付書は同時出力が一般的か。
b)通知と納付書は、一体型か、別帳票か、要確認。
⇒具体的な精査は帳票要件にて行う。
②
a)通知の出力は運用している構成員は少ない。
⇒不要としてよいか。
b)口座解約の際は納付書を送付する。死亡の際は、廃止通知書・納付書を送付してい
る（K市）
⇒他の構成員は必要か
③
a)振替不能の場合、近いうちに督促状が発送されることからオプションでよい（H
市）
⇒督促の前に不能通知を送付する運用が多いように見られるが、他の構成員は上記対
応でよいか確認
④
不能通知の段階での延滞金の加算の仕方についての確認（H市の運用）
⑤
一定期間で、同一税目、同一口座で常に不能だった口座を抽出することができる。(F
市）
⇒必要性を確認。

は、警告画面またはエラーリストを出力すること
※８０文字以上表示できる場合はなくても可"

0 2.2.11. 口座勧奨

新規課税者に口座振替を勧奨するため、口座の申込書を出力
できること。
口座加入率を集計できること。（ 終的に統計の機能として
整理する）

143.新規課税者に口座振替を勧奨するため、口座の申し
込み書を作成てせきること。

257:新規課税者等の条件を指定し、口座振替の勧奨用
に、未加入者に対する往復ハガキが出力できること。
また対象データが出力できること。

申込書の同封自体はシステム出⼒ではなく同
封物で対応できると想定されるため、規模の

大きい団体向けのオプションと想定します。

＜検討項目＞
①システム出力の運用としてはオプションを想定しているが問題ない
か
（一般納付の人の納通の同封物になっていることが多いと想定）
②外部帳票だが様式の定義は不要と考えるが問題ないか

①
a)システム出力している構成員は少ない。
⇒オプション扱いが妥当であるか

b)口座加入率の集計はできた方がよい。（E市）
⇒統計の機能で整理する。

0 2.2.12. 職権処理

振替不能口座や死亡・転出等により使用されていない口座等
について、職権で口座の停止処理ができること。

住基上の異動者で死亡者に口座が登録されているものを抽出
できること。一定期間振替不能口座を抽出できること。

5.9

9.2.2.2　一定期間振替がなかった口座について、期間
を指定して一括で廃止できること。確認のための一括廃
止対象リストが抽出できること（日付、時間の期間で抽
出可）
9.2.2.2　住基上の異動者で死亡者に口座が登録されて
いるものをリスト化できること。

振替不能口座や死亡・転出等により使用されていない口
座等について、職権で口座の停止処理ができること。

業務上、口座情報を情報としては残しつつ、
停止する必要があるため必須と考えます。

＜検討項目＞
①トリガーになる抽出条件（死亡、振替不能）は左記で必要十分か
②物理削除（データベースのレコードごと削除）は必要か

①
a)内容としては必要十分
b)一定期間振替実績がなかった口座を抽出できる機能もあったほうがよい（E市）
⇒他の構成員にも必要性を確認。一定期間の条件はあるか。
②
物理削除は不要と想定。
⇒古い口座の扱いはどのようにしているか。永年持ち続けているのか。

7/16



【仕様書叩き台】標準仕様書（機能）_05_収納管理 構成員　WT前ご意見（集約）

C市 D市 E市 H市 I市 検討項目（論点）機能名称

標準化候補検討

業務フローとの対応 要件の考え方・根拠 検討項目（論点案）

選定地方団体_機能要件

仕様書たたき台 B市

0 2.2.13.
金融機関統廃
合への対応

金融機関や支店の統廃合に合わせ、口座情報の金融機関名・
支店名・金融機関コード・支店コードを一括及び個別に更新
できること。

9.2.2.10　廃止店舗の口座登録情報を抽出できること。
9.2.2.10　統廃合によって口座番号に変更がある場合、
金融機関への照会用データ及び一覧（紙）が出力できる
こと。
9.2.2.10　店舗同士の１対１の統廃合処理が行えるこ
と。
9.2.2.10　金融機関コード、支店コードを一括で変更で
きること
9.2.2.10　口座番号が変わる場合は、口座番号も一括で
変更できること。

60 金融機関や支店の統廃合に合わせ、金融機関名・支
店名・金融機関コード・支店コードを更新する機能があ
ること
61 金融機関や支店の統廃合に合わせ、金融機関から提
供されたデータから、金融機関名・支店名・口座番号な
どの口座情報を一括で更新できること
62 口座振替依頼後、口座振替結果の反映処理前に、金
融機関コード・支店コードを変更しても、変更前の情報
どおり、「口座振替」の処理が可能なこと

金融機関の統廃合に伴う口座情報の一括更新に対応でき
ること。

金融機関（支店含む）の統廃合に伴い、口座
情報を更新する必要があるため、必須機能と
想定する。

＜検討項目＞
①運用時において、一括更新機能が必要となるか
（システム導入時は初期セットアップとして実施される想定）
②その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

①
必要
②
なし

3. 還付充当

3.1. 過誤納対象者抽出

0 3.1.1. 過誤納抽出

科目・期間を指定して、過誤納データ（納付額が調定額以上
となる状態）を抽出できること。
延滞金・督促手数料の過誤納も抽出できること。

3.1

【過納対象者把握】
110.過納対象者の把握ができること。(過納者一覧の出
力ができること｡）
111.還付・充当対象者一覧表のCSV出力ができること

【過納者選択】
151.過誤納者の一覧を表示する。過誤納入力処理の対象
者を選択する。

9.2.3.1　過誤納発生期間・税目を指定して抽出できる
こと。

9.2.3.1　督促状発送後の未納がある対象者は、充当一
覧として出力し、督促発送後の未納が無い対象者は、還
付一覧として出力できること。

【対象帳票】
・特徴不一致リスト（収納と調定額が一致しないもの）
・期飛越納付リスト

還付・充当異動 通知処理
90.ＯＣＲ消込、手入力消込、口座振替消込、更正処理
による調定減などにより発生した「過誤納データ」を、
一覧表示することができること。また、その一覧から任
意のデータを選択し、続けて「還付･充当」処理を行う
ことができること。

34　賦課情報の修正等により、賦課納付額が賦課調定額
以上となった場合は、差額を過誤納付とすること
67　収納情報の賦課納付額が賦課調定額以上となるとき
は、差額が過誤納付になること
74 消し込み処理により、賦課納付額が賦課調定額以上
になった場合は、差額を過誤納付とすること
76　消し込み処理が終了し、延滞金調定額以上の納付延
滞金となったものは、差額を過誤納付とすること
100　賦課調定額・延滞金調定額の修正により、賦課納
付額・延滞金納付額以下となった場合は、差額を過誤納
付にすること
101　賦課納付額・延滞金納付額の修正により、賦課調
定額・延滞金調定額を超えた場合は、差額を過誤納付に
すること

34　収納額と課税システムの調定額から過誤納金となっ
ている収納を抽出する機能があること
35　調定額の変動や、差押・交付要求・分納など、延滞
金額に影響がある更新があった場合は、更新後の延滞金
との差額で、過誤納金の判断ができること
37　過誤納金発生の一覧を表示でき、帳票に印刷する機
能があること

52:個人市民税システムより配当割等還付データを受け
取り、過誤納が管理できること(当初分、月次異動分)。
個人市民税システムより充当データを受け取り、消込み
ができること。
取込み結果がデータまたはリスト等で確認できること。
90:過誤納者の一覧を表示し、過誤納入力処理の対象者
が選択できること。
91:過誤納者の一覧を過誤納処理事由別（過誤納、税額
更正、強制修正、源泉還付、その他等）に表示できるこ
と。
93:過誤納処理事由が条件により自動設定できること。
（過誤納、税額更正、強制修正、源泉還付、その他等）
94:自動設定された過誤納処理事由が修正できること。
128:過誤納未整理状態で未納があり、税目ごとに過誤納
のあるデータの抽出ができること。リスト出力ができる
こと。
149:配当割等還付金についても過誤納が管理でき、各処
理、帳票発行ができること。
150:還付充当済の配当割・株式等譲渡割控除額を減額し
たものについて、戻入通知書、納付書が作成できるこ
と。

過納・誤納ごとに個別または一括で抽出し、還付及び充
当処理ができること。
また、抽出したデータは紙・CSVのどちらでも出力可能
であること。

調定額と納付額の不一致は必ず発生しうるこ
とから、還付・充当にあたり、過誤納状態の
データを抽出する必要があると考えます。

＜検討事項＞
①過誤納データを充当・還付に振り分ける考え方に違いはあるか
　充当対象の例
　　・納期限後のもの
　　・督促状が発送されたもの
②その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

＜確認事項＞
・配当割還付データの運用について確認（H市の運用）
・過誤納事由の管理の必要性について確認（H市の運用）

①
a)督促発布は関係なく、納期到来後の納付は充当対象とするのが一般的。
b)本人が希望する場合に、納期未到来期別への充当を実施する運用もある（I市）
⇒機能としては、3.2.9で定義
②
a)還付保留が必要な年金特徴死亡者分の過誤納対象（年金受給日＞死亡日））」につ
いては通常の過誤納対象と区別する機能（住民状態（転出・死亡等）および死亡日の
画面表示等)が必要ではないか（E市）
⇒過誤納抽出機能の中で区別する機能が必要ということか。
⇒他の構成員にも取り扱いを確認（還付処理については、3.3.14にて議論）
b)株式配当割・株式譲渡割還付は他の還付とは発生要因が異なる（賦課側の控除不足
額をもとに還付額を作成）ことから、作成機能について仕様書へ別記するか、包括的
な文言（例：地方税法と関連法等に従い還付充当の処理をする機能があること）を記
載したほうがよいのではないか（E市）
⇒抽出処理に必要な内容を確認。
⇒他の構成員にも必要性を確認。
c)更正処理や消込処理により、過誤納となったデータの整理票が自動で出力されるこ
と（F市）
⇒整理票とはどのようなものが想定されるか？
d)過誤納がある区、年度、過誤納番号、宛名番号、通知書番号を元に還付対象者一覧
を抽出することができる（K市）
⇒過誤納番号とは何か。他の構成員でも必要となるか。

その他：
・還付加算金については、3.3.6で定義

＜確認事項＞
・配当割還付データの運用について確認（H市の運用）
・過誤納事由の管理の必要性について確認（H市の運用）

3.2. 充当処理

0 3.2.1. 充当処理

抽出した過誤納一覧をもとに、税目、未納のある期別を選択
し、選択した税目期別へ充当入力ができること。
充当額は過誤納額から自動で設定されること。設定された金
額の変更もできること。

充当入力を行った日付、充当処理の決済日、充当をする予定
日付、充当理由を入力できること。

3.5

【還付処理・充当処理】
132.歳入・歳出、過誤納の有無、本税・督促・延滞金の
別にかかわらず還付・充当処理（照会）ができること。

134.納期前延滞金があり、充当を受けて完納になった場
合、納期前延滞金を再計算する。
【一括還付処理】
135.還付・充当対象者一覧表のCSVを利用して一括還付
処理ができること。
【過誤納還付決議・充当決議】
139.還付・充当決議ができること。

9.2.3.2　一覧をもとに税目、期別を選択し選択した税
目期別へ充当をすることができること
9.2.3.2　過誤納額から自動で充当額の入力ができるこ
と。入力で充当額を変更することもできること
9.2.3.2　充当処理を行った日付、充当処理の決済日、
充当をする予定日付、充当理由をを入力できること。

データ抽出機能 データ抽出機能
174.指定した期間に充当処理を行った一覧表が作成でき
ること。また、ＣＳＶデータとして出力ができること。

還付・充当異動 通知処理
92.充当先の未納分抽出の際、納期未到来を含む・含ま
ないを選択できること。

43　加算金等の基準日となる、地方税法『還付のため支
出を決定した日又は充当をした日』を登録する機能があ
ること
44　多量の過誤納金から条件指定で絞込みを行い、選択
した複数件の支出を決定した日を、一括処理で登録する
機能があること
53　納付者と同一人の未納の収納情報（地方税法『過誤
納金等の充当適状』であるもの）へ、還付充当を一括で
行える機能があること
54　充当候補の未納収納情報（地方税法『過誤納金等の
充当適状』であるもの）を検索する機能があること
55　充当先の収納情報を指定して支出決定を行い、充当
（消込）する機能があること

89:還付（充当）情報を管理し登録・更新・削除ができ
ること。
92:納付有でかつ過納でない期別についても還付・充当
処理ができること。（期割変更などによる納付修正）
また、処理時に警告メッセージを表示するなど注意を促
すこと。
101:過誤納金単位に還付・充当が指示できること。（充
当先は一覧より選択し、他税目、他通知書番号に対する
充当もできること。）
116:任意の期間を指定して、還付充当した納税義務者の
一覧、税目毎に還付充当結果を集計した帳票が出力でき
ること。

151:事業所内または事業所間で収入額の組替えができる
こと。
（会計区分が変わらない範囲で組替え可能）(充当でも
可)
153:特徴組替による異動結果について、確認用の一覧が
作成できること。

個別または一括で充当処理（取消処理を含む）ができる
こと。

還付もしくは充当の選択、充当金額等を設定できるこ
と。

充当を実施するため、入力機能は必須である
と考えます。

＜検討事項＞
①その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

＜確認事項＞
・納期前延滞金の運用について要確認（B市）
・組替処理とは一般的か（H市）

①
a)充当額の自動設定を業務上必須機能とする場合は、滞納側（分割納付計画・滞納処
分予定等）との連動が必要（E市）
⇒具体的にはどのような機能が必要となるか（規定するなら3.2.3を想定）。
b)充当事由（更正・過納・誤納）を選択すると自動的に還付加算金の起算日が選択さ
れ、計算されること（I市）
⇒事由によって加算金の起算日が異なるという理解で他の構成員も問題ないか。処理
については3.2.6（加算金）で議論
c)法人市民税については、同一事業年度の充当については自動で充当処理できるこ
と。（確定申告減額による予定申告からの充当）（I市）
⇒他の構成員でもこのような運用をしているか？
d)給与特徴の場合は特徴個人に対しても充当入力ができること。延滞金にも充当でき
ること。（K市）
⇒充当先については、3.2.8（充当先の選択）で議論。

その他：
充当をする予定日付とはなにか（K市）
⇒未来の支払い予定日を想定（C市）。他の構成員でも同様の考え方があるか。
（3.2.2②a)参照）

＜確認事項＞
・納期前延滞金の運用について要確認（B市）
・組替処理とは一般的か（H市）

0 3.2.2.

充当予定日が到達したら、充当が実行されること。ただし、
通知書発送までの期間の場合、更正処理が可能なこと。
充当処理結果の照会ができること。
充当の履歴管理ができること。

3.5

【充当データ】
145.充当処理を行ったデータは即時に反映されること。
146.充当元・先とも、充当履歴がもてること。

9.2.3.2　充当をする予定日付を迎えたら、自動で充当
をおこなうこと
9.2.3.2　入力をした充当処理を行った日付、充当処理
の決済日、充当をする予定日付で抽出期間を設定し、設
定した期間の中で還付、充当処理を行った該当者をエク
セル形式及び紙形式で還付・充当一覧が出力できるこ
と。
9.2.3.2　充当処理を行った、税目、期別へは、還付番
号が付番されること
9.2.3.2　処理を行った日付、決済日、予定日付で抽出
期間を設定し、件数、金額が集計された一覧集計表（振
替起票用）、財務用充当一覧が発行できること

56　充当の記録として、次の内容を画面上で確認できる
こと
『過誤納金対象者・過誤納金発生日・過誤納金発生理
由・過誤納金となった科目（税目）・過誤納金の額・納
税通知書からシステムで過誤納金を検索できる番号（通
知書番号等）・時効の情報・充当の対象者・納税通知書
からシステムで充当情報を検索できる番号（通知書番号
等）・過誤納金の賦課情報を検索できる番号等・充当先
科目（税目）・通知の送付先・充当額・加算金額・加算
金の計算日と算出根拠』

70　期間を指定して、過誤納金の額のうち充当したもの
と還付したものを、科目・支出の区分に分けて集計する
機能があること

充当処理の結果が即時で反映されること。
充当処理後から通知書発送までの期間の場合、更正処理
が可能なこと。

充当入力の際、予定日を入力し、予定日到達
で充当が実行させる運用を想定しています。

＜検討事項＞
①充当の記録として管理すべき情報項目は、中間標準レイアウト（納
付履歴ファイル）で必要十分か
②その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

＜確認事項＞
・番号の付番は何を目的としているか（C市の運用）

①
問題なし
②
a)決議処理の同日に充当（予定日の概念なし）と予定日到達で充当の2通りの運用に
分かれることが想定される
⇒標準仕様としては、両方に対応できる必要があるか。どちらが効率的か？
b)充当予定日到達前でも、充当予定情報が収納情報画面で容易に確認できる機能が必
要（二重納付・督促発送等を防止するため）（E市）
⇒a)で予定日到達の　収納情報管理（1.1.5)の仕様に反映を検討
c)市県特徴は、不一致リストをもとに組替処理を行う運用（F市）
⇒具体的には、どのような処理を行っているか？
d)還付・充当の決議を行うと、決議番号が付番され、決議番号で充当や還付情報を照
会することができる。市民へ送付する過誤納還付兼充当通知書や市税還付指定はがき
に決議番号が印字されるため、問い合わせの際その番号を聞き取ることで該当データ
を検索する（K市）
⇒決議番号の付番、表示は他の構成員でも必要となるか（大規模自治体に必要な機能
か）？
e)収納消込同様に会計システムの科目更生ができるデータの出力機能が必須だと考え
る(H市）
⇒どのようなデータが必要となるか？（2.1.17：財務会計システム側との棲み分け関
係か）

＜確認事項＞
・番号の付番は何を目的としているか（C市の運用)

0 3.2.3. 自動充当

過納が発生している納税義務者に対し、納期到来している期
に未納があれば、自動充当ができること。

3.3

142:過納が発生している納税義務者に対し、納期到来し
ている期に未納があれば、自動充当ができること。
自動充当の条件、優先順位などは詳細に指定できるこ
と。

充当自体は業務判断のもと手作業で実施でき
るため、必須ではないと考えます。規模の大
きい自治体向けの機能としてオプションを想
定します。

＜検討事項＞
①過誤納が多く発生する団体のオプション要件と想定
②仕様化する場合、自動で充当先を設定していく優先順位の考え方の
整理が必要。
③自動充当において、自動化すべき範囲について、確認する。（充当
の入力が自動化されており、職員によって確認している、など）

①
⇒オプションの扱いで差し支えないか？
②
パターンとしては、以下のパターンが挙げられている。
・納期限順のみで運用（個人住民税の給与特徴のみ）（I市）
・配当割を市県民税に一括充当処理（K市）
⇒他の構成員はどうか？
③
⇒自動充当結果のチェックリストで結果の確認をする運用イメージか？

その他：
滞納側（分割納付計画・滞納処分予定等）との連動が必要（E市）
⇒具体的にどのような機能を想定しているか。

0 3.2.4. 充当取消

充当処理の取消ができること。 133.還付・充当処理の取消し及び内容変更(本税・督
促・延滞金の額、処理日等)ができること。

9.2.3.2　充当処理を取消することができること
9.2.3.2　取消前後の履歴が記載されたチェックリスト
が出力できること。チェックリストを出力しないと充当
取消処理の更新ができないこと。

還付・充当異動 通知処理
102.還付取消・充当取消ができること。

97:すでに還付充当処理した過誤納金の、当初処理を取
り消すことができること。（ただし、出納閉鎖後は一部
充当ありのものは取消しできないこと。）
98:すでに還付充当処理した過誤納金の当初処理の取り
消しについて、一部還付充当については還付部分のみ変
更ができること。

入力ミスの訂正などのため、必須機能である
と考えます。

＜検討事項＞
①その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

＜確認事項＞
・出納閉鎖後の一部充当あり、とはどのような運用か（H市の運用）

①
追加論点なし

＜確認事項＞
・出納閉鎖後の一部充当あり、とはどのような運用で、どのような機能が必要か（H
市の運用）

0 3.2.5. 充当適状日

充当通知日とは別に充当適状日を指定入力できること。
（加算金の計算は適状日で行う）

96:充当通知日とは別に充当適状日を指定入力でき、延
滞金の計算は充当適状日で計算できること。

充当適状日の起算日（領収日、収入日、充当日等）を自
動および手動で設定できること。

複数の構成員の仕様書にも記載があり、過去
に遡って充当する場合など、通知日とは別に
充当適状日を設定する必要があると考えられ
るため必須機能と考えます（加算金計算のた
めの日付を別に管理する）

＜検討事項＞
①その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

＜確認事項＞
・充当適状日による延滞金の計算、とはどのような運用か（H市の運
用）

①
a)充当適状日については指定入力機能だけでなく自動設定機能も必須（E市）
⇒自動設定後、修正対象を特定して運用で修正する運用か。他の構成員ではどうか。
b)過誤納による充当に伴う収納履歴では収納異動があった日と公金日が異なるため、
集計上充当処理日をシステム上登録しておくことが望ましい(H市）
⇒3.2.1のたたき台の記載で十分か？他の構成員ではどうか。

＜確認事項＞
・充当適状日による延滞金の計算、とはどのような運用か（H市の運用）
・法人市民税について、延滞金の計算については充当適状日を使用し、還付加算金の
計算については支出決定日（充当通知日）を使用するため、仕様書の（加算金の計算
は適状日で行う）は（延滞金の計算は適状日で行う）が正しい（I市）
⇒他の構成員も同じ認識でよいか？

0 3.2.6. 充当加算金

充当をした対象の税目、期別へ法令どおり加算金の反映がで
きること
反映した加算金については加算金額の変更ができること

9.2.3.2　充当をした対象の税目、期別へ法令どおり加
算金の反映ができること
9.2.3.2　反映した加算金については加算金額の変更が
できること

充当適状日にあわせて充当加算金の計算ができること。 充当加算金を正しく計算するため、必須機能
であると考えます。

＜検討事項＞
①法令通り、という仕様化で、解釈にゆらぎは生じないか。（適状日
の設定方法など）

①
a)加算金の見解の統一が必要という意見（E市）
⇒どのような見解の相違が生じ得るか。他の構成員の状況はどうか。
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0 3.2.7. 通知書

充当を行った税目、期別の対象者について充当通知書が一括
または個別で出力できること。

3.6

9.2.3.2　充当を行った税目、期別の対象者について過
誤納金充当通知書が発行できること。

調定・収納状況 過誤納照会
56.過誤納処理状況（還付情報、充当情報）の確認がで
き、決議書・通知書の再発行が行えること。

還付・充当異動 通知処理
100.「還付･充当決議書」「還付･充当通知書」を即時出
力できること。

72　充当・還付に関する、還付・充当の対象者宛の通知
を印刷する機能があること
74 充当対象者宛に、充当のお知らせ（通知）を出力す
る機能があること
75 充当のお知らせであることを通知する文面を記載す
ること
76 充当者に送付先が指定されている場合は、郵便用の
宛名面へ指定の送付先情報（郵便番号・住所又は所在
地・氏名又は名称）を記載すること
77 通知日・通知者（通常は市長名）を記載すること
78 外字を含め、文字を正しく記載すること
79 氏名など、文字数が多く、帳票に収まらない場合
は、警告画面またはエラーリストを出力すること
※氏名で80文字以上印字できる場合機能が無くても可"
80 オンライン処理で充当対象者を指定し、充当のお知
らせを印刷する機能があること

36:還付（充当）決定日、通知日、還付済処理日、還付
金支払日、過誤納金明細、充当明細、還付先（口座情
報、年金機構）等の情報が過誤納還付充当通知書単位で
履歴として画面確認できること。

多くの構成員の仕様書に記載されており、充
当する旨を納税義務者に通知するために必須
機能と考えます。

＜検討事項＞
①庁内で使用する決議書はシステム出力が必要か、要確認
②その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

①
a)決議書については、必要という構成員が多い
⇒庁内の文書管理規定との関係はどのように整理しているか
⇒必須とすべきか。オプションでも差し支えないか
②
a)一部充当・一部還付の場合は、還付充当通知書として出力されることが望ましい
（F市）
⇒他の構成員も同様か？オプションでも差し支えないか
b)通知書内の文言について任意で自由記載ができること（I市）
⇒他の構成員も同様か？

0 3.2.8. 充当先の選択

他税目・他宛名への充当ができること。
延滞金・督促手数料の調定へ充当ができること。
他の宛名へ充当をした際には、充当元の充当額が自動で変更
されること。

3.5

【他税目への充当】
147.他税目への充当処理ができること。
【合算税目自動振替】
154.内訳を持つ税目（国保：医療一般、医療退職、介護
一般、介護退職、支援金一般、支援金退職　　法人：税
割、均等割）において、合算すると完納しているが、内
訳内の過納、内入がある場合に自動で振替し、内訳内完
納とすることが可能。

9.2.3.2　他の宛名へ充当をする際には、税目、期別、
通知書番号で充当先を特定し、他の宛名へ充当をするこ
とができること。
9.2.3.2　他の宛名へ充当をした際には、充当元の充当
額が自動で変更されること。

39　納付者以外を（法人等・相続人等）還付・充当先と
して選択できること

他の期に充当可能であった場合に、任意に対象を選択し
充当処理ができること。
他科目へ充当可能であった場合に、任意に対象を選択し
充当処理（組替）ができること。
別個人番号の場合でも充当処理ができること。例)再転
入の場合など
延滞金への充当処理、延滞金からの充当処理ができるこ
と。

同一宛名・同一科目に充当できる期別がない
場合、他宛名・他科目を充当先として選択す
る必要があるため、必須機能と考えます。

＜確認事項＞
・内訳内完納の考え方について要確認（B市）

a)要件の考え方に提示されているものは、どのようなパターンを想定されていますか
（K市）
⇒例えば個人住民税で過誤納が発生した場合で、個人住民税の納期到来期別に未納が
ない場合、他の税目の調定に充当することをイメージしている。
⇒「他宛名」とは、「同一人格の別の宛名」を想定しているが、別人格に充当する運
用はあるか、構成員に確認。
b)滞納処分費にも充当できる機能が必要（H市）
⇒具体的にどのような機能が必要となるか。収納システムで管理する必要はあるか。

＜確認事項＞
・内訳内完納の考え方について要確認（B市）

0 3.2.9.
納期未到来対
象への充当

納期未到来分への充当処理ができること。

3.5

納期未到来分への充当処理ができること。 一構成員の仕様に記載があります。実施団体
と未実施団体があると考え、オプション機能
としています。

＜検討事項＞
①制度的な面も含め、実運用上問題ないか、確認

⇒必要という意見あり。必須機能とすべきか

0 3.2.10. 加算金の充当

還付加算金・充当加算金が発生した場合、税目、未納のある
期別を選択し、選択した税目の期別へ充当入力ができるこ
と。 3.5

還付加算金からの充当処理ができること。 一構成員の仕様に記載があります。実施団体
と未実施団体があると考え、オプション機能
としています。

＜検討事項＞
①還付加算金・充当加算金が発生し、かつ、未納の期別がある場合に
充当することがあるか、運用を確認

⇒必要という意見あり。必須機能とすべきか
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3.3. 還付処理

0 3.3.1. 還付処理

過誤納がある税目、期別を元に還付対象者一覧を抽出するこ
とができること。
還付額は過誤納額から自動で設定されること。設定された金
額の変更もできること。

還付入力を行った日付、還付処理の決済日、還付をする予定
日付、還付理由をを入力できること。

4.5

【還付済データ作成】
148.歳入戻出・歳出還付とも、還付済みデータを取り扱
えること（歳出還付データが決算に影響を及ぼさないこ
と）。
149.処理日に関らず、任意の日付（還付済み日）を持た
せることができること。
【還付済処理】
150.決済中の還付に対する還付済の入力を行う。還付処
理は完結し納付額が減額される。事由を還付欠損として
還付済み入力を行い、還付欠損扱いとする。

9.2.3.3　過誤納がある税目、期別を元に還付対象者一
覧を出力することができること。過誤納が発生した日付
で抽出期間を設定できること。
9.2.3.3　過誤納額から自動で還付額の入力ができるこ
と。処理日付、決済日、予定日付、還付理由を入力でき
ること。
9.2.3.3　自動で還付額を入力した場合には、手入力で
還付額を変更することもできること

還付・充当異動 通知処理
102.還付取消・充当取消ができること。

データ抽出機能 データ抽出機能
173.指定した期間に還付処理を行った一覧表が作成でき
ること。また、ＣＳＶデータとして出力ができること。

140:税目を指定して一括還付が行えること。
還付条件としては、納期が到来し、かつ未納がないこ
と。

また、還付充当通知書等が作成できること。
141:一括還付について、税の時効以前の還付については
返還金として処理できること。

142：充当後、なお過納が発生しているものについて、
一括還付処理を行う。還付請求書・還付充当通知書・還
付充当決裁書・還付充当決裁書（国保内訳）・還付支払
通知書を作成する。

歳出/歳入別に還付処理（取消処理含む）ができるこ
と。
過誤納分を充当後、還付処理ができること。

過誤納分を還付するにあたり、対象者の把握
と還付入力は必須機能であると考えます。
（充当が優先であり、それでもなお過誤納が
残る場合に還付を行う）

＜検討事項＞
①その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

＜確認事項＞
・税の時効以前の還付については返還金として処理とはどういう意味
か（H市）

①
a)還付先口座が不明のときは、隔地払いができること。その際は、銀行へ持参すれば
現金と引き換えできる書類（金券的なもの）と本人以外が銀行へ行く場合の委任状が
出力できること（C市）
⇒他の構成員でも発生する運用か？オプションで差し支えないか？
b)配当割控除不足額の還付処理（F市）
⇒具体的にどのような機能が必要となるか？
c)過誤納発生事由による抽出が必要（I市）
⇒他の構成員でも同様か？
D（税目、期別に加えて）)区、年度、過誤納番号、宛名番号、通知書番号を元に還付
対象者一覧を抽出（K市）
⇒他の構成員でも同様か？

その他：
還付をする予定日付とはなにか。（当市では還付処理日の夜間にデータ連携するた
め、還付予定日という概念がありません。）（K市）
⇒還付の支払いがされる日付を想定している。

0 3.3.2.

還付予定日が到達したら、還付が実行されること。
還付処理結果の照会ができること。
還付の履歴管理ができること。

4.5

【還付処理・充当処理】
155.過納となっている期別明細について、一括で還付処
理を行うことが可能。

9.2.3.3　予定日付を迎えたら、自動で還付をおこなう
こと
9.2.3.3　処理を行った日付、決済日、定日付で抽出期
間を設定し、設定した期間の中で処理を行った該当者を
エクセル形式及び紙形式で還付・充当一覧が出力できる
こと。
9.2.3.3　処理を行った税目、期別へは、還付番号が付
番されること
9.2.3.3　還付の件数、金額が記載された還付集計表が
還付期間で該当者を絞った上で、還付集計表が税目ごと
に出力できること。

65　還付記録として、次の内容を画面上で確認できるこ
と
『過誤納金対象者・過誤納金発生日・過誤納金発生理
由・過誤納金となった科目（税目）・過誤納金の額・納
税通知書からシステムで過誤納金を検索できる番号（通
知書番号等）・時効の情報・納税通知書からシステムで
還付情報を検索できる番号（通知書番号等）・過誤納金
の賦課情報を検索できる番号等・還付の対象者・還付先
の口座情報・通知送付先・還付額・加算金額・還付日・
支出決定日・支払い日・加算金の計算日と算出根拠』

69　期間を指定して、充当・還付の額を科目・支出の区
分に分けて集計する機能があること

145:還付対象の確定処理ができること。
121:大口歳出（○○円以上の還付額）還付一覧が作成で
きること。

還付処理については上記と同様、必須機能で
あると考えます。
管理するデータ項目については右記。

＜検討事項＞
①その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

＜確認事項＞
①還付の記録として管理すべき情報項目は、中間標準レイアウト（納
付履歴ファイル）で必要十分か
②大口還付とはどういったものか（H市の運用）

その他：
a)充当と同様、決議処理の同日に支払い（予定日の概念なし）と予定日到達で支払い
の2通りの運用に分かれることが想定される。
⇒標準仕様としては、両方に対応できる必要があるか。どちらが効率的か？

0 3.3.3. 還付取消

還付処理の取消ができること。 9.2.3.3　還付処理を取消することができること
9.2.3.3　取消前後の履歴が記載されたチェックリスト
が出力できること。取消前後の履歴が記載されたチェッ
クリストが出力できること

歳出/歳入別に還付処理（取消処理含む）ができるこ
と。

入力ミスの訂正などのため、必須機能である
と考えます。

＜検討事項＞
①取消処理に伴う、前後の履歴チェックは必須の機能か（C市）
②その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

②
a)還付決議の取り消し後に即時で再決議（I市）
⇒具体的にどのような機能が必要か？

0 3.3.4.
歳入還付・歳
出還付の判定

還付額の、会計上の支出財源（戻出還付現年・戻出還付滞納
繰越・歳出還付）を、過誤納金発生日と課税年度等から自動
で判断できること。

42　還付額・充当額の、会計上の支出財源（戻出還付現
年・戻出還付滞納繰越・歳出還付）を、過誤納金発生日
と課税年度等から自動で判断すること

67　支出決定日ごとに、地方自治法施行規則第１５条別
表の科目別の下記パターン別に集計表を出力できること
１．現年歳入から現年歳入への充当　２．現年歳入から
滞納繰越歳入への充当　３．滞納繰越歳入から現年歳入
への充当　４．滞納繰越歳入から滞納繰越歳入への充当
５．歳出から現年歳入への充当　６．歳出から滞納繰越
歳入への充当　７．現年歳入からの還付　８．滞納繰越
歳入からの還付　９．歳出からの還付

110:還付発生の際に、歳入、歳出を自動判定できるこ
と。(出納閉鎖期間を含む。)
117:会計年度別還付先の税目（歳出還付、歳入還付）の
把握が行えること。
出納期間中にどちらの年度かの判別が可能なこと。集計
結果が作成できること。

126:4月1日から出納閉鎖までは歳入還付について、前年
度会計分も算出できること。

歳入還付と歳出還付区分、対象者整理番号（特徴個人還
付の場合は個人の整理番号）、税目科目、調定年度・相
当年度、期別、収入日（公金日）還付未済額（本税、延
滞金、督促手数料、還付加算金）、死亡日、送付先宛名
情報、口座情報、未納情報などのデータが出力できるこ
と。

領収日、収入日、会計年度、還付決定した日より、歳入
還付、歳出還付の自動判別ができること。

財務会計上、歳入科目から還付するか、歳出
科目から還付するか判定するために必要な機
能と考えます。複数の構成員の仕様に記載が
あるため、必須機能と考えます。

＜検討事項＞
①判断基準（発生日、賦課年度）について、解釈の余地があるか、要
確認
②その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

①
a)還付支出日と課税年度で自動で判断（K市）
⇒他の構成員も同様であるか？
B)法人市民税については、年度を繰り越した未調定分の還付について、調定年度を基
準に歳入・歳出還付ができる必要がある。（I市）
例：納付はR１年度中だったが、未調定のままR2年度になり、R2年度中に調定し還付
が発生した場合、歳入還付になるはずだが、納付日がR1年度のため、システムの基準
日によっては歳出還付になってしまう場合がある。
⇒他の構成員も同様であるか？

0 3.3.5.
法人市町村民
税の還付

確定申告等による減額、重複納付等による過誤納について、
還付できること。

還付・充当異動 通知処理
98.法人住民税の自動充当機能をサポートしており、還
付発生日の範囲を指定し、一括充当ができること。還付
口座情報の管理もできること。

99.法人市民税の還付発生事由に応じた起算日判定が可
能なこと。また、中間納付額の還付については自動充当
処理が可能なこと。

152:法人市民税の収入を調定に合わせて組替えができる
こと。
154:法人組替による異動結果について、確認用の一覧が
作成できること。
156:法人市民税等の申告税で調定のないもの及び調定額
≠収入額の一覧が作成できること。データ出力もできる
こと。

法人市民税について，以下のものを個別または一括で抽
出し，還付処理ができること。
・確定申告等による減額
・重複納付等の事由　等

法人市町村民税の還付に関する固有要件であ
り、必要十分かを検討します（右記）。

＜検討事項＞
①抽出条件など、法人市町村民税特有の要件が他にもあるか、要確認

＜確認事項＞
・組替とはどういったケースを想定しており、どういった機能が必要
か（H市）

①
a)法人市町村民税特有の要件として、均等割と法人税割額の納付内2誤りの場合は納
付額が調定額以上とはならないが、充当（内訳の入れ替え）が必要（E市）
⇒他の構成員も同様か？
b)事由別（減額・誤納）に還付予定者が一覧で抽出される必要（I市）
⇒他の構成員も同様か？

その他（D市の要件）：
a)法人市民税の還付発生日の範囲を指定し、一括充当ができること
⇒他の構成員も同様か？
b)法人市民税の還付発生事由に応じた起算日判定が可能なこと。
⇒具体的にどのような機能が必要となるか？
c)中間納付額の還付については自動充当処理が可能なこと。
⇒具体的にどのような機能が必要となるか？

0 3.3.6. 還付加算金

還付対象の税目、期別へ法令どおり加算金の計算ができるこ
と。起算日は任意に設定できること。
申告税特有の同一事業年度における充当・還付などについ
て、税法に則った延滞金、還付加算金の計算が可能であるこ
と
計算された加算金の変更ができること。

【還付加算金】
136.還付加算金の計算ができること。起算日は任意設定
できること。

9.2.3.3　還付をした対象の税目、期別へ法令どおり加
算金の反映ができること
9.2.3.3　反映した加算金については加算金額の変更が
できること

還付・充当異動 通知処理
94.「還付加算金」の計算ができること。

45　地方税法『還付加算金』と関連法にしたがい、還付
（充当）加算金額を計算すること
46　同じ発生根拠で、複数の期別に発生した過誤納金の
端数処理を正しく行うこと
47　加算金の端数処理を正しく行えること
48　加算金の端数処理を正しく行えること
49　加算金額を、オンライン入力で修正する機能がある
こと

107:計算方法毎に還付加算金が計算できること。
(過誤納処理事由別に還付加算金起算日、還付時効起算
日が自動判定できること。また、手入力で指定もできる
こと。)
108:還付加算金は処理毎に計算しない、任意設定、自動
計算が選択できること。
109:申告税特有の同一事業年度における充当・還付など
について、税法に則った延滞金、還付加算金の計算が可
能であること。

全科目について法令等に基づき、自動・手動で還付加算
金計算がおこなえること。
還付加算金の起算日（過誤納金額の納付日等）を自動お
よび手動で設定できること。

還付加算金を正しく管理するため、必須機能
だと考えます。

＜検討事項＞
①法令通り、という仕様化で、解釈にゆらぎは生じないか（適状日の
設定方法など）
②手動で計算するのは、どのようなケースが考えられるか。（H市、I
市の運用）

①
a)加算金掲載の見解の統一が必要（E市）
⇒他の構成員の意見を確認。
②
手動計算は以下のケース
・一部充当等の場合、加算金除算期間の正しい自動計算が理想であるが、システム上
不可能であれば手動計算を行う必要が生じる。（E市）
・還付決議前に加算金額を算出する必要がある場合（歳出予算残額との兼ね合い等）
（I市）
・市要綱による固定資産税の返還金に付随する返還加算金の計算に必要となる場合
（I市）
⇒他の構成員ではどうか？手動計算の余地を残すことは差し支えないか？（システム
での完全自動化は困難か）

0 3.3.7.

還付加算金の計算経過を確認できること。 【還付加算金】
137.還付加算金の計算内容が表示できること。
【手続き情報参照】
138.還付手続き中（還付通知書発行済み）の情報を参照
できること。

50　基準割引率の変動を保存できること 全科目について、還付加算金の計算経過を確認できるこ
と。

複数の構成員の仕様に記載があり、住民の問
合せに回答する目的で、必須機能であると考
えます（特に自治体有責での過納時における
クレーム防止対応）。

＜検討事項＞
①その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

追加論点なし

0 3.3.8. 口座還付

還付先の口座を税目別に登録できること。過去に還付を行っ
た履歴情報から口座を選択できること。
該当する口座が分からない場合は、口座照会通知を出力でき
ること。

4.5

【還付金振込】
142.還付先の口座を税目別に登録できること。過去に還
付を行った履歴情報も表示され口座を選択できること。
【還付方法】
144.振込先口座情報を追加した後の口座振込対象者と窓
口現金支払者の一覧表（還付調書）が作成できること。
一覧表は、歳計別（歳入還付・歳出還付）、細節別（現
年度、過年度、滞納繰越）等で作成できること。

9.2.3.3　過誤納が発生した個人、法人については、口
座振替登録を行ってない場合は、システムから過誤納が
発生した日付で抽出期間を設定し、設定した日付で口座
照会通知が発行できること。
9.2.3.3　該当者の宛名番号を入力し個別でシステムか
ら口座照会通知が発行できること。
9.2.3.3　口座情報を入力できること
9.2.3.3　同税目であれば再度還付が発生した場合、翌
年度いっぱいは同口座に振り込むよう設定されること
9.2.3.3　口座番号が判明していない状態でも還付処理
を行えること

還付・充当異動 通知処理
93.金融機関を指定して還付処理ができること。

還付・充当異動 通知処理
96.還付先の口座を税目別に登録できまること。過去に
還付先登録を行った履歴情報も一覧表示され、そこから
口座を選択できること。

57　還付対象者へ、還付金振込先口座の確認通知を印刷
する機能があること
59　振込口座を納税義務者別に、登録・修正・削除する
機能があること
60　登録した振込口座情報を、次回の過誤納金処理の振
込口座として使用できること
95　還付先口座が不明な還付対象者に、還付金振込先口
座を聞くための帳票を印刷する機能があること

104:還付先口座情報の照会・入力ができること。
105:還付先口座について税および各保険料で分けて管理
できること。
106:還付先の口座(口座に登録済の振替口座、還付口
座、以前に使用した還付口座)が選択できること。
111:還付については一括口座振込、現金や臨時口座払い
にも対応できること。
147:口座振込不能になった場合、振込不能情報を追加入
力できること。

還付口座登録者及び還付履歴のある対象者（法人及び個
人）については該当口座を抽出し、口座振込による還付
処理ができること。

還付するため、口座の管理は必須機能である
と考えます（振替口座とは異なる場合あ
り）。

＜検討事項＞
①現金還付を行っている場合、システム上の対応について
②振替口座から口座を特定する運用は想定されるか
③口座が判明している場合（過去に還付実績あり、等）、自動で口座
が割り当てられるなどの運用は想定されるか。

＜確認事項＞
・口座が判明しない場合の取り扱い（C市）

①
a)標準仕様として、現金還付（領収書出力含む）の実装要否について
⇒意見を確認（運用していない自治体が多いと想定される）
②
・振替口座から特定して還付口座に指定する運用が一般的と想定。
・振替口座がない場合に、還付用口座を登録している。
③
a)口座を自動引用してお知らせに印字する運用が一般的という意見

その他：
税目別に登録できる必要はなく、標準機能としては一つだけ登録できればよいと考え
る。税目ごとに登録するのは相手方に対するサービスであるためオプションとするほ
うがよいと考える（H市）
⇒他の構成員ではどうか？

＜確認事項＞
・口座が判明しない場合の取り扱い（C市）
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0 3.3.9.

還付の口座振込依頼データを作成できること。
集計表、内訳表を出力できること。
支払データの作成を行った時点で支払状況が支払い済みとな
ること。

4.9

【還付金振込】
143.還付データのうち、口座へ返すデータを抽出して金
融機関依頼用の口座振込ＦＤを作成できること。

9.2.3.3　前回還付時の口座番号が判明している場合で
あっても、還付の処理をしないと振込みができないこと
9.2.3.3　集計表、内訳表、還付振込データが税目ごと
に出力できること
9.2.3.3　振込データ出力時に支払日入力できるこ

還付・充当異動 通知処理
97.還付データのうち、口座へ返すデータを抽出し金融
機関依頼用の口座振込FDを作成できること。全銀フォー
マットに対応していること。

61　金融機関用の振込データを作成する機能があること
63　金融機関用の振込依頼書を印刷する機能があること
64　金融機関用の振込依頼書を振込予定日を指定して、
一括して印刷する機能があること

143:還付金の支払データの作成を行った時点で支払状況
が支払い済みとなること。
144:任意に指定した振込日の還付金支払情報から，口座
振込分について振込依頼書が作成できること。
また、金融機関受渡し用(ゆうちょ銀行含む)に振込デー
タ（全銀協フォーマット）も作成できること。
また、振込明細データも出力できること。（財務会計
用）
148:還付対象確定入力をしたものについても振込データ
作成までは取消ができること。

還付の口座振込依頼データを一括及び個別に作成できる
こと。

還付金口座振り込みを効率的に行うために、
金融機関向けのデータ作成は必須機能と考え
ます。

データフォーマットは全銀協フォーマットが
標準であると想定されます。

＜検討事項＞
①収納システムで支払いデータを作成する場合と財務会計システムか
ら支払う場合の運用の違いについて確認（財務会計上で債権者登録⇒
支払い）
②金融機関にデータ以外の提出方法（依頼書など）があるか

①
a)I市では、収納システムで還付処理を行っただけでは支払い済みにならず、財務会
計側で支払った結果を引き込んで支払い済みにしている。（振込不能となった場合へ
の配慮か？）
⇒他の構成員ではどうか？
b)財務会計側で支出伝票を切るケースにおいて、収納システム側では特段の対応は必
要ではないか？（対象データの特定など）

0 3.3.10. 還付時効管理

還付の時効管理(起算日の設定、修正、削除等)ができるこ
と。（時効完成した場合は、時効であることを表示する。）
時効完成日を自動計算できること。
還付通知を再出力した際には、時効が初期化されること。

【時効成立・３年消滅・即時消滅管理】
174.５年時効・３年消滅・即時消滅を判断できること。
（料は、２年時効）

9.2.3.3　還付通知発送日、還付到来日、還付発生日及
び 終の還付通知発送日をシステムで管理できること。
（還付時効を管理できる日付をシステム上持っているこ
と）
9.2.3.3　還付通知を再発送した際には、時効はリセッ
トされること（再通知発送から5年）
9.2.3.3　時効日が到来したら自動で還付不可となるこ
と。
9.2.3.3　還付発生日、 終の還付通知発送日をシステ
ムで管理し、自動で時効計算できること

■徴収簿の異動
還付の時効情報を修正する（即時）

52　地方税法第18条の3の定めに従い、未処理過誤納金
を時効にすること

50:税の時効を超えた市税等返還金に対応できること。
122:還付時効経過日（還付中から税は５年、料は２年経
過）を任意期間で指定抽出したものについて、還付欠損
リストが出力できること
130:還付催告書等を発行したときに時効の中断するかど
うかパラメータで設定できること。
131:対象還付金の時効到来予定日を確認できること。
132:時効到来した還付金に対する時効の入力ができるこ
と。
133:保険料年金特徴の場合、時効の種類(還付先、２年
還付・５年還付)によって管理ができること。

還付の時効管理(起算日の設定、修正、削除等)ができる
こと。（時効完成した場合は、時効であることを表示す
る。）
時効完成日を自動計算できること。

還付の時効管理に関する記載はほとんどの構
成員の仕様に記載があることから、還付を適
切に処理するため、時効の管理は必須機能で
あると考えます。

＜検討事項＞
①時効の判断は、法令解釈にゆらぎは生じないか、要確認
②その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

＜確認事項＞
・返還金とは何を指すか（H市）

追加論点無し

＜確認事項＞
・返還金とは何を指すか（H市）

0 3.3.11.

期間を指定し、還付時効日を迎えるデータを抽出できるこ
と。
時効を迎えた過誤納については、還付先を自治体として還付
を行えること。

同上 ＜検討事項＞
① 終的には自治体の歳入になる運用か。それらは決算処理で処理さ
れれば問題ないか。

①
構成員の意見を踏まえると、
「時効を迎えた過誤納については、還付先を自治体として還付を行えること。」につ
いては、仕様化は必要ないと想定される。

0 3.3.12.
還付先、還付
通知先管理

還付登録時に、還付先として納付義務者本人、法人、または
他の宛名を選択できること。

9.2.3.3　税目、期別、通知書番号で還付先を特定し、
他の宛名へ還付をすることができること。
9.2.3.3　他の宛名へ還付をした際には、還付元の還付
額が自動で変更されること。

還付登録時に、還付先として納付義務者個人、法人を選
択し、管理（参照、登録、修正、削除）できること。
還付通知先として送付先等から任意の個人を登録可能な
こと。

複数の構成員の仕様に記載があり、本人以外
へ還付する運用は想定されるため、必須機能
と考えます。

＜確認事項＞
・他の宛名へ還付をした際には、還付元の還付額が自動で変更、とは
どのような処理をイメージしているか。（C市の運用）

追加論点なし

＜確認事項＞
・他の宛名へ還付をした際には、還付元の還付額が自動で変更、とはどのような処理
をイメージしているか。（C市の運用）

0 3.3.13.

市町村民税（給与特別徴収）の過誤納金について、特別徴収
義務者の還付登録時に、還付先として納税義務者個人を選択
できること。
還付通知先は特別徴収義務者を設定できること。

【特徴還付・返納保留一覧表】
153.還付保留者データの一覧表を作成することが可能。
（EUCでの対応も可）
【特徴における個人への還付】
156:住民税給与特徴について、個人宛の還付処理（還付
通知、還付FD作成）を行うことが可能。
157.退職所得分の還付が個人宛に還付処理ができるこ
と。

41　給与特別徴収の過誤納金の還付・充当先として納付
した法人の従業員を選択できること

21:市町村民税・道府県民税特別徴収の個人過誤納金還
付充当履歴が事業所・個人双方から表示できること。
102:特別徴収税額を個人に還付・充当できること。
155:個人市民税（給与特徴）について調定額≠収入額の
特徴の一覧が作成できること。データ出力もできるこ
と。

個人市民税（特別徴収）について、特徴義務者の還付登
録時に、還付先として納税義務者個人を任意に選択し、
管理（参照、登録、修正、削除）できること。
還付通知先として特徴義務者を登録可能なこと。

複数の構成員の仕様に記載があり、給与特別
徴収義務者ではなく納税義務者本人に還付す
る運用は想定されるため、必須機能と考えま
す。

＜検討事項＞
①その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

①
還付通知を個人にも出力する（F市）
⇒3.3.17の記載で必要十分か？

0 3.3.14.

市町村民税（年金特別徴収）の過誤納金について、還付先と
して年金保険者を選択できること。
年金保険者への還付の判断が保留になる場合、還付処理の保
留ができること。

【賦課情報当初登録】
8.特徴死亡者一覧表が出力できること、CSV出力できる
こと。
【特徴還付・返納保留管理】
152.特徴（国民健康保険、介護保険料、後期高齢医療保
険料、住民税年金）の過誤納について、被保険者に還付
するか、年金保険者へ返納するかが不明な場合、還付を
一時的に保留することが可能。

9.2.3.3　年金特徴過誤納データ（領収日＞死亡日or領
収日≧転出日）については、機構への返納不要が確定す
るまで還付しないよう制御がかけられること。

40　年金特別徴収の過誤納金は還付・充当先として年金
保険者を選択できること

以下、年金特徴の還付
100:年金特徴の場合は、年金保険者宛の返納処理もでき
ること。
134:年金特徴の場合、本人還付分・還付保留分・年金保
険者還付分に分けて管理できること。(メモでの対応は
不可。フラグ管理は可。)
135:返納待ち状態を把握するために、還付の口座の申請
書が返信された時にすぐに本人へ還付処理してはいけな
いことが確認できること。
136:未支給年金保留者の該当者一覧が作成できること。
137:過誤納金発生単位に返納日が指定できること。
返納分には還付加算金の計算は行わない。
138:オンラインで返納入力済の過誤納について、支払日
（返納日）更新を行い、件数・金額の集計表である返納
情報総括表及び返納情報一覧表が出力できること。
139:各税目の年金特徴において税額更正による減額がさ
れないまま未納で残っているものについて、決裁用の一
覧が出力できること。

ただし、年金特徴については死亡日での判定ができるこ
と。
年金特徴については死亡日での判定ができること。
年金特徴期の過誤納については、年金特徴過誤納一覧表
を作成する。

複数の構成員の仕様に記載があり、本人死亡
等により、年金保険者（年金機構）に還付す
る運用は想定されるため、必須機能と考えま
す。

＜検討事項＞
①年金特徴の死亡者への還付の運用について、なにをトリガーにどの
ような処理を行うべきなのか、要確認。
（保留後の処理が自治体によって異なるように伺える）
②その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

＜確認事項＞
・返納金とは何か（H市）
・未支給年金保留者の該当者一覧とはどのような帳票か。（H市の運
用）
・死亡日での判定とはどのような運用か。（H市の運用）

①
（構成員ごとに対応が異なっている）
各構成員の運用とシステムで対応している範囲を伺いたい

＜確認事項＞
・返納金とは何か（H市）
・未支給年金保留者の該当者一覧とはどのような帳票か。（H市の運用）
・死亡日での判定とはどのような運用か。（H市の運用）

0 3.3.15. 還付未済処理

還付通知出力後、還付処理が未済のものを期間を指定して抽
出できること。
対象者に対して、還付通知書を再発行できること。

4.19,21

9.2.3.3　還付登録を行った該当者について還付期間を
該当者を絞った上で還付登録済み一覧の出力ができるこ
と
9.2.3.3　還付通知発送後、一定期間還付金の受け取り
がない対象者について、再通知書が発行できること

還付未済一覧表作成 還付未済一覧表作成
153.指定された年度の還付未済一覧表を作成できるこ
と。

58　振込先口座の確認通知への返信が指定期間以上ない
対象を抽出し、確認通知を印刷する機能があること

66　還付のお知らせや振込口座調査書を送付しても回答
がない対象者（還付未処理者）への対応を支援する機能
があること

119:還付処理が行われているが還付済み入力が未済のも
のを当初または 新の（再発行日や還付催告日等を考
慮）通知日で期間抽出して、過誤納還付充当通知書・過
誤納還付請求書の再通知が発行でき、発行した一覧が出
力できること。
123:還付処理が行われているが還付済み入力が未済のも
のを当初または 新の（再発行日や還付催告日等を考
慮）通知日で期間抽出して、一覧、集計表が出力できる
こと。一覧には未納や口座登録について、有無状態を表
示できること。データ出力もできること。

還付通知を送付したが、還付処理が未済のものを抽出で
きること。

ほとんどの構成員の仕様に記載があり、還付
の実施状況を把握するために必須機能である
と考えます。

＜検討事項＞
①還付通知書の再発行機能は必須か
②その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

＜確認事項＞
還付未処理者への対応を支援する機能があること、とはどのような処
理を想定しているか。（E市の運用）

①
再発行は必要という構成員が多い。
⇒必須機能として差し支えないか。
②
勧奨通知の発行（F市）
⇒他の構成員でも同様か？

＜確認事項＞
還付未処理者への対応を支援する機能があること、とはどのような処理を想定してい
るか。（E市の運用）

0 3.3.16.

還付未済であるものを、科目・支出の区分・時効に分けて集
計できること。

9.2.3.1　納期限が経過し未納の税目がひとつでもあれ
ば、還付未済一覧に充当先がある旨の印等が記載される
こと。全税目の中で今現在口座振替を行っている該当者
については、還付未済一覧にその旨があることがわかる
よう印等が記載されること。

還付・充当異動 通知後処理
106.通知後処理を行った対象データに対して、事務が完
了後に「処理中」から「処理済」へ区分が変更されるこ
と。「処理済」となることで、還付消込が終了したこと
になること。

71　還付又は充当が未処理であるものを、科目・支出の
区分・時効に分けて計算する機能があること

99:還付対象の期別について過誤納発生、還付通知、還
付未済等、過誤納状態が管理できること。
124:還付未済リストは年金特徴の場合、本人還付分・還
付保留分・年金保険者還付分に分けることができるこ
と。
125:還付処理が行われているが還付済み入力が未済の還
付金の件数と合計金額を、税目・会計科目別に算出でき
ること。
127:現年度及び滞納繰越収入分の歳入還付未済（当該月
末日において振込できなかった）額の一覧表が作成でき
ること。
還付未済額について歳入還付と歳出還付を区分して月末
現在の対象者のデータが出力できること。

ほとんどの構成員の仕様に記載があり、還付
未済について状況を把握するとために必須機
能と考えます。

＜検討事項＞
①還付未済状態の集計区分は必要十分か。

①
a)区分として、調定年度・還付発生年度が必要。（I市）
⇒他の構成員も同様か？

0 3.3.17.
還付通知発行
/再発行

還付を行う税目、期別の対象者について還付通知が出力でき
ること。
給与特別徴収の個人還付については、個人用の還付通知書を
出力できること。

4.6

【過誤納還付通知書・充当通知書出力】
140.誤納還付通知書、充当通知書の出力ができること。
【還付通知書・振込表示】
141.還付金を口座に振込む場合の還付通知書の作成につ
いては、振込口座・口座名義人・振込予定日を記載する
ことができること。口座情報については、口座システム
を利用できること。

9.2.3.3　還付を行った税目、期別の対象者について過
誤納金還付・充当通知書が発行できること。
9.2.3.3　処理を行った日付、決済日、予定日付で抽出
期間を設定し、過誤納金還付・充当通知書は発行できる
こと。内訳が記載された財務用充当一覧が発行できるこ
と

調定・収納状況 過誤納照会
56.過誤納処理状況（還付情報、充当情報）の確認がで
き、決議書・通知書の再発行が行えること。

還付・充当異動 通知処理
100.「還付･充当決議書」「還付･充当通知書」を即時出
力できること。

101.還付通知書は再発行ができること。

還付・充当異動 通知処理
105.還付通知書に還付口座を記載することができる

72　充当・還付に関する、還付・充当の対象者宛の通知
を印刷する機能があること
81　還付の対象者宛に、還付のお知らせ（通知）を出力
する機能があること
⇒付随する要件は充当のお知らせと同様

88　還付及び充当の対象者宛に、還付及び充当のお知ら
せ（通知）を一様式で出力する機能があること
※対象者への通知文及び郵送料を減らすために必要

96　還付のお知らせ又は還付及び充当のお知らせと、同
封できるように出力する機能があること
97　還付金振込先口座の調査であることを通知する文面
を記載すること

113:過誤納還付請求書(口座の申請書)、過誤納還付充当
決裁書、過誤納還付充当通知書、過誤納還付支払通知書
が出力できること。
条件指定により一括出力もできること。
114:過誤納還付請求書(口座の申請書)、過誤納還付充当
決裁書、過誤納還付充当通知書、過誤納還付支払通知書
の再発行ができること。（帳票の発行・未発行の選択も
可能とする。）
115:過誤納還付請求書(口座の申請書)、過誤納還付充当
決裁書、過誤納還付充当通知書、過誤納還付支払通知書
について、宛先を修正しての発行が出来ること。
118:窓口で過誤納金を還付した結果（支払日，受領者
等）が登録でき，受領書が発行できること。
120:還付通知書の発送日を指定して、還付通知書対象者
のデータが抽出できること。(同一人で複数税目ある場
合に還付通知書を名寄せし発送するために使用。)

給与特徴の個人還付については、個人用の還付通知書を
発行・再発行できること。

ほとんどの構成員の仕様に記載があり、還付
を通知するために必須機能であると考えま
す。詳細な運用上の差異については右記に検
討項目を記載しています。

＜検討事項＞
①庁内で使用する決議書はシステム出力が必要か、要確認
②還付の運用として、
・お知らせ発布⇒本人からの請求⇒還付決定の処理が一般的か。
・決定した後の通知のみが一般的か。
③現金還付を行っている場合、システム上の対応について
④同一タイミングで複数税目の還付が発生した場合の対応について
（帳票を一つにする、帳票は一つにせず名寄せして送付する、等）

①
a)決議書について、システム出力している構成員が多い。
⇒標準仕様として必須機能とするか、オプション扱いで差し支えないか確認。
②
a)お知らせ発布⇒本人からの請求⇒還付決定が一般的と想定される。
⇒標準仕様としては上記を前提として差し支えないか。
b)口座が判明している場合はプレ印字、判明してない場合は口座申請書を同封する運
用が一般的と想定される。
⇒標準仕様としては上記を前提として差し支えないか。
③
a)現金還付は複数の構成員で運用しているが、件数は少ないと想定される。
⇒E市のように、支出は財務会計で行い、結果の管理ができれば問題ないか
b)システムから領収書の出力（K市）
⇒他の構成員でも必要となるかs。
④
a)システムでの名寄せは必要ないという意見が多い。
⇒郵送時の名寄せは運用（手作業）で差し支えないか？

4. 滞納整理

4.1. 延滞金処理

0 4.1.1. 延滞金管理

延滞金の情報及び計算結果、計算内容（計算式）を管理（参
照、登録）できること。

【賦課情報登録】

17.延滞金未納者一覧表のCSVが出力できること

9.8　市税条例及び地方税法に規定されたとおりの延滞
金が計算できる。
9.8　時効日で抽出し、抽出された該当について一括で
延滞金をなくすことができる

197:税額，納付日，申告日，申告種別等から延滞金が算
定でき，計算内訳が表示できること。

延滞金の情報及び計算結果、計算内容（計算式）を管理
（参照、登録、修正、削除）できること。

法令に基づいて延滞金を徴収するため、延滞
金の管理／計算を実施する必要があるため、
必須機能と考えます。

＜検討事項＞
①その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

11/16



【仕様書叩き台】標準仕様書（機能）_05_収納管理 構成員　WT前ご意見（集約）

C市 D市 E市 H市 I市 検討項目（論点）機能名称

標準化候補検討

業務フローとの対応 要件の考え方・根拠 検討項目（論点案）
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仕様書たたき台 B市

0 4.1.2. 延滞金計算

法令に基づいた方法で、自動および手動で延滞金計算ができ
ること。
なお、延滞金について収入日でなく、納付日（領収日）で計
算できること。
調定異動が発生した場合、延滞金の再計算ができること。再
計算の結果、延滞金の調定額が納付済額より大きくなった場
合は過誤納とできること。
一部納付等、納付額に異動が発生した場合、延滞金の再計算
ができること。

【内容変更・延滞金計算】
108.金額の変更ができ、延滞金の即時計算を行えるこ
と。督促、延滞金のみの納付書の発行ができること。

9.8　確定延滞金を変更できる。
9.8　延滞金計算を停止できる。

調定・収納状況 名寄収納状況
31.延滞金は延滞金計算日から自動的に算出されるこ
と。また、延滞金計算日を任意に設定することもできる
こと。（通常はシステム日付が自動的に設定されている
こと。）

35　賦課情報の修正等により、延滞金調定額の変更があ
りえる場合は、延滞金の再計算を行い、延滞金調定額を
修正すること
36　延滞金調定額の修正等により、延滞金納付額が再計
算した延滞金調定額以上になった場合は、差額を過誤納
付とすること
68　消し込みにより、延滞金調定額が再計算されること
89  地方税法と関連法等に従い、延滞金調定額を計算す
ること
98　収納情報の修正に伴って、延滞金調定額を再計算す
ること

194:賦課からのデータを基にして納期前延滞金が計算で
き、徴収できること。
198:確定延滞金の計算について、税法に則った正しい計
算ができること。

法令等に基づいた方法で、自動および手動で延滞金計算
ができること。
なお、延滞金について収納日でなく、納付日（領収日）
で計算できること。
既に一部納付されている場合も正しく延滞金計算ができ
ること。
本税未納の場合、計算延滞金を特定の計算日で固定でき
ること。

同上
詳細な運用上の差異については右記に検討項
目を記載しています。

＜検討事項＞
①基準日など、法令解釈にゆらぎがある部分はあるか。
②条例等による自治体による独自性はあるか

0 4.1.3. 試算

延滞金の試算が行えること。
試算結果が記載された計算書を出力できること。

9.8　試算日付を指定した上で延滞金の試算を行うこと
ができる
9.8　試算結果の内訳が記載された計算書を出力するこ
とができる

調定・収納状況 調定履歴
46.収納日を指定し、延滞金計算のシミュレーションを
行え、延滞金明細書の発行が行えること。

22:延滞金計算の詳細(計算の過程)が参照できること。 主に納税義務者向けの説明を目的として、シ
ミュレーションする機能。複数の構成員の仕
様に記載がありますが、手計算でも実施でき
るため、オプションと想定しています。

0 4.1.4. 基準日

延滞金は延滞金計算日から自動的に算出されること。また、
延滞金計算日を任意に設定することもできること。

9.8　確定延滞金を変更できる。
9.8　延滞金計算を停止できる。

調定・収納状況 名寄収納状況
31.延滞金は延滞金計算日から自動的に算出されるこ
と。また、延滞金計算日を任意に設定することもできる
こと。（通常はシステム日付が自動的に設定されている
こと。）

23:延滞金は，システム日付，指定日を選択して計算で
きること。また，任意の延滞金額に修正できること。

延滞金の計算が任意の基準日指定で可能なこと。 延滞金の起算日を任意設定する必要性につい
て、検討したいと考えます。

＜検討事項＞
①基準日など、法令解釈にゆらぎがある部分はあるか。
※基準日についての議論が特になければ、4.1.2に統合する。

0 4.1.5. 申告税

申告税（法人市町村民税）の延滞金計算について、法令に
則った正しい計算を行うことができること。

90 法人市民税など申告課税の延滞金も正しく計算でき
ること

191:申告税の延滞金計算について、税法に則った正しい
計算を行うことができること。

申告税の延滞金徴収を適切に行うために、延
滞金の管理／計算を実施する必要があるた
め、必須機能と考えます。

＜検討事項＞
①基準日など、申告税の延滞金計算について、法令解釈にゆらぎがあ
る部分はあるか。

0 4.1.6. 確定延滞金

本税完納時に確定延滞金を算出し、請求対象者を抽出できる
こと。
確定延滞金算出後であっても、調定異動が発生した場合、確
定延滞金の再計算ができること。
本税が完納した場合、延滞金のみの徴収ができること。

【賦課情報登録】
12.延滞金計算・督促手数料計算が容易にできること。
納期前延滞金が、完納となった場合、納期前延滞金の再
計算を行うこと。
13.更正賦課に対する調定異動を収納システムへ引き継
ぐ際、本税（料）完納の期別データに対して確定延滞金
の調定額が発生していた場合でも、更正後の本税（料）
額で確定延滞金の再計算を行い、金額の変動があれば、
確定延滞金額を更新することができること。
16.本税が完納した場合、延滞金のみの徴収ができるこ
と。

その他異動 完納
110.本税完納した場合に延滞金のみの徴収ができるこ
と。（確定延滞金対応）

データ抽出機能 データ抽出機能
176.納期限以降の収納によって本税完納となった滞納調
定について、延滞金が未納／過納であるものの一覧表が
作成できること。

30:本税未納・延滞金のみ未納の表示ができること（何
らかのサインを表示。不納欠損、時効、執行停止該当者
の場合は、区別した表示。）
31:検索結果の一覧画面にて本税未納・延滞金のみ未
納、不納欠損、時効、執行停止等の確認ができること。
（何らかのフラグ、文字等を表示。)
43:確定延滞金が発生している期別の調定異動につい
て、調定異動後確定延滞金が再計算できること。
残確定延滞金が５００円以下の場合は延滞金の自動カッ
トができること。その際、パラメタによりカットするか
しないかを選択できること。
(××市はカットしない、××市はカットする想定)

本税完納時に確定延滞金を算出し、未納・不足分につい
て請求対象者を抽出できること。

適切な収納業務のため、確定延滞金の管理／
計算を実施する必要があるため、必須機能と
考えます。

＜検討事項＞
①その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

＜確認事項＞
・少額の延滞金の切り捨ての運用について（H市の運用）

0 4.1.7. 処分との連動

差押え・徴収猶予・換価の猶予・執行停止に連動して延滞金
を計算できること。

【執行停止対象者把握】
172.執行停止者を登録し、一覧を出力できること。税
目、賦課年度、期別ごと、執行停止事由を選択し、帳票
が作成できること。

調定・収納状況 名寄収納状況
38.返戻・公示・停止・納期限変更ができること。

66:領収日を差押等行なった際に延滞金計算の基準日と
なる取立日情報が滞納管理システムから得られる連携
データ(取立日情報)にて上書きし、管理ができること。

徴収猶予・換価の猶予・執行停止に連動して延滞金を計
算できること。

左記機能は延滞金加算の停止を想定していま
す。どのように計算されるか確認が必要と考
えています。

＜検討事項＞
①滞納処分が延滞金の計算にどう反映されるべきか、詳細を確認。

0 4.1.8.
延滞金減免処
理

延滞金及び確定延滞金について、延滞金減免処理（全額・定
率減免）ができること。

確定延滞金及び計算延滞金について、延滞金減免処理
（全額・低率減免）ができること。

延滞金を減免するケースがあると想定してい
ますが、現段階で必須・オプションの判断が
つきません。

＜検討事項＞
①延滞金の減免について標準的な運用方法を検討
②条例等に定められる、自治体独自の減免がありうるか、要確認。
（その場合、どういったパターンを仕様に掲載すべきか）

0 4.1.9.
延滞金計算率
更新

延滞金計算率を歴年ごとに設定できること。 延滞金計算率についても年ごとに設定されること。 左記機能は延滞金計算率が年度で変更される
ことが前提となっております。利用ケースを
確認させてください。

＜検討事項＞
①延滞金計算率の設定が必要か

0 4.1.10. 職権修正

延滞金計算結果について、職権による修正ができること。 【賦課情報登録】
15.システムで計算した延滞金を直接修正できること。

91 延滞金調定額を、オンライン入力で修正する機能が
あること

193:完納データについて、権限がある担当者が確定延滞
金を直接修正できること。

延滞金計算結果について、職権による強制修正ができる
こと。

業務上の判断などにより、システムで計算さ
れた延滞金を強制的に変更するケースを想定
しています。

＜検討事項＞
①その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

4.2. 督促処理

0 4.2.1. 対象抽出処理

納期限から指定期間以上経過している未納及び延滞金未納が
ある収納情報のうち、督促状が未発布であるものを抽出でき
ること。

発行除外条件が設定できること。

想定される除外条件：
執行停止者、速報データ取込済み、死亡者、繰り上げ徴収、
分納制約、徴収猶予、督促停止

【督促状一括引抜】
161.督促状の作成から発送までの期間に納付されたもの
を抽出し、督促状の引き抜き処理を一括で行う。

9.2.4.1 　執行停止者、速報データ取込済み、死亡者に
ついては除外されていること

督促処理 督促データ抽出
125.調定収納情報より督促対象データを抽出し、督促発
送者リスト、督促発送中止リストを出力できること。

催告処理 催告書作成
134.調定収納情報より抽出し、催告発送者リスト、催告
発送中止リストを出力できること。

135.催告ファイルから催告書の編集をして発行できるこ
と。

データ抽出機能 データ抽出機能
181.指定した科目・年度に該当する調定に対して、現時
点までに行った催告行為と収納状況の一覧表が作成でき
ること。また、ＣＳＶデータとして出力ができること。

127　納期限から指定期間以上経過している賦課未納
（と延滞金未納）がある収納情報のうち、督促状が未発
布であるものを抽出して、督促発布する機能があること

133　徴収猶予は督促状を発布しないこと
134　繰上徴収は督促状を発布しないこと
135　コンビニ速報・確報があるが、未消し込みである
ものを除外すること

167:滞納管理システムから連携された徴収猶予や繰上徴
収等の設定があるものについて、督促状･催告発行が停
止できること。

173:督促状・催告作成後、督促状・催告発行済サインを
オンラインまたは一括で削除できること。

以下の抽出条件により督促対象となる未納分を抽出でき
ること。

＜任意抽出条件＞
　納期限、年度（現年度/過年度）、期別、科目、発送
年月日、収納現在日、指定納期限、調定年月（開始月、
終了月）（法人市民税のみ）等
＜除外条件＞
　督促停止（停止開始日・停止解除日・期別・停止理由
（引抜・停止）が登録されている場合）、仮消込(コン
ビニ速報含む)、繰上徴収　等

督促業務を適切に実施するため、対象者を抽
出・把握する必要があると考えます。
ただし、督促発布の抽出条件、除外条件と
も、自治体ごとに差異が大きいと考えられま
す。

＜検討事項＞
①抽出／除外条件のバリエーションについての検討
②その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

0 4.2.2. 督促停止

指定された期別または義務者について督促発行停止ができる
こと。
条件指定により、督促停止処理を一括でできること。

督促処理(納期限範囲指定) 督促データ抽出(納期限範囲
指定)
129.指定納期限の督促対象データを抽出し、督促発送者
リストと督促発送中止リストを作成できること。

166:指定された期別または義務者についてオンラインに
て督促状･催告発行停止ができること。
上記の期別は督促状・催告作成から除外される。
168:停止対象者ファイル（宛名コード指定）に基づい
て、督促･催告発行が一括停止（バッチ更新）できるこ
と。
169:地域指定により、督促･催告発行を一括停止（バッ
チ更新）できること。(災害時用)

複数の構成員の仕様書に、督促停止（中止）
の記載があります。なんらかの理由により、
督促発布を停止するケースがあると想定され
るため、必須機能であると考えています。

＜検討事項＞
①災害時などを想定した一括停止の必要性について確認

0 4.2.3. 督促状作成

抽出した対象者をもとに、督促状の出力ができること。
固定資産税の未納については納税義務者だけでなく共有者に
も督促状を出力できること。
軽自動車税の未納については車両番号も記載されること。
法人市町村民税の未納については事業期間が記載されるこ
と。
口座振替対象者については振替不能事由が記載されること。
返戻に対応するため、宛名番号などのキー情報をバーコード
化して出力できること。

督促状の個別発行・再発行もできること。

【督促状】
74.督促状は規格統一し、ＯＣＲによる読込ができるこ
と。
【コンビニ収納】
104.コンビニ収納にも対応した督促状が発行できるこ
と。また、出力イメージをプレビューできること。
【督促状作成】
159.滞納者毎に税目・期間・出力順を指定して一括作成
ができること。

【催告状作成】
163.税目・期間・除外対象（分納誓約者など）・出力順
を指定して催告状の一括作成ができること。

9.2.4.1 　宛名、税目、期別を特定した上で、税目・期
別ごとに督促状を出力することができること。
9.2.4.1 　納期限日を抽出期間とし、抽出された該当者
の督促状を発行可能な大量帳票印刷用ファイルが出力さ
れること
9.2.4.1 　口座振替に関する督促状の場合、督促状へ口
座振替不能事由を記載されてあること
9.2.4.1 　共有者全員に督促状を送付する場合、そのい
ずれの督促状でも同様に納付が可能であること。（代表
者以外の納付が可能）
9.2.4.1 　固定資産税において、連帯納税義務が生じて
いるものに対し、共有員全員に発送できること。また、
納付書機能は代表者のみに付与が可能であること
9.2.4.1 　コンビニ使用期限を設定できること
9.2.4.1 　軽自動車税の督促状の場合、軽自動車のナン
バーが記載されること
9.2.4.1 　法人市民税の督促状の場合、事業期間が記載
されること

督促処理 督促状作成

127.督促状・軽自継続検査票付督促状・郵便払込票の発
行ができること。

督促処理(納期限範囲指定) 督促状作成(納期限範囲指
定)
130.督促対象データ抽出処理で作成された督促ファイル
より、督促状を作成し、調定収納情報の督促発送日、督
促手数料調定を更新できること。

131.督促状の発行にあたっては、期別単位に対象選択を
行えること。

督促処理(納期限範囲指定) 督促状作成(納期限範囲指
定)
132.督促状は、納付書なしと、納付書付きの様式のもの
を選べること。

129　収納情報を指定して、督促状をオンラインで発行
する機能があること

136　地方税法と関連法等に従った項目及び文言を印刷
すること
140　氏名など、文字数が多く、帳票に収まらない場合
は、警告画面またはエラーリストを出力すること
141　送付先や納税管理人等が指定されている場合は、
指定された送付先を記載すること
143　市内特別郵便への対応がされていること
145　宛名面へ、郵便番号、住所又は所在地、方書、氏
名又は名称、納税義務者名、郵便バーコードが記載され
ること

157:税目（複数有）、納期限などを指定して、未納者の
うち督促状停止未設定・未発送のものについて督促状が
作成できること。発行枚数/金額が集計できること。
158:共有宛名の筆頭者以外にも督促状が出力できるこ
と。納税義務者の変更も可能であること。
159：督促状作成について、返戻状態など督促を送らな
い相手を一括で登録でき、出力時に別出力できること。
160：オンライン処理で督促状作成ができること。
161：督促状・催告は郵便局区分および分納履行者、宛
名郵便番号エラーなどを区分として区分ごとにソートし
た順番で出力できること。
162:督促状・催告に、通知書番号(または宛名コード)等
をバーコード化して出力できること。
163:督促状･催告作成時には外部印刷業者に渡すための
データ及び引き抜きのためのデータ、郵便局区分ごとの
件数表を作成できること。
164:督促状を作成したものは督促発行済サインを付与
し、滞納管理システムに引き継ぐことができる。

181:選択した期別または全(前)納の納付書、及び選択し
た期別の督促状が再発行できること。
182:一部納付用・延滞金のみ・督促手数料のみの納付書
も作成できること。
192:延滞金のみ未納者かつ督促状が発行されていない期
別について、延滞金納付書発行の翌月に督促状を一括で
作成できること。

出力条件を指定し、督促状（兼納付書）を一括及び個別
に作成（データ、紙）できること。

督促状発布は滞納処分の根拠となるため、
データに基づいた督促状の作成は必須機能で
あると考えます。

督促状に返戻対応用のバーコードを付加する
機能については、規模の大きい自治体で要求
が強いと考え、オプション機能がふさわしい
と考えています。

＜検討事項＞
①督促発布時の納付書発行についての議論（過誤納の原因になりうる
ため、納付書は送らないという考えもある）
②固定資産税の共有者への督促について、法令根拠など、問題ないか
要確認。
③税目固有要件について、必要十分であるか

＜確認事項＞
・軽自継続検査票付督促状とは納付書一体型の督促状か　（D市の運
用）

0 4.2.4. 引き抜き

督促状出力後、発送までの期間に納付・充当されたもの、調
定額変更になったもの、及び徴収猶予になったものを抽出
し、督促状告の引き抜きリストが出力できること。
引き抜いた対象者について、督促発布の記事情報を削除でき
ること。

督促処理 督促状作成
128.督促状引抜データを抽出し、督促状引抜リストを作
成できること。

171:督促状・催告の作成から発送までの期間に納付・充
当されたもの、賦課額変更になったもの、及び徴収猶予
になったものを抽出し、督促状・催告の引き抜き・差し
換え対象リストが出力できること。
172:引き抜きした対象の期別は督促状・催告発行済サイ
ンを自動で削除できること。

複数の構成員の仕様書に引き抜きに関する記
載があります。引き抜きについては対象者抽
出から発布までのタイムラグに納付・死亡が
あった場合を想定し、必須機能であると考え
ます。引き抜き条件について検討対象としま
す（右記）。

＜検討事項＞
①引き抜き条件のバリエーションについての検討

0 4.2.5. 督促手数料

督促を発送した対象者に対して、督促手数料を計算し、調定
情報に登録できること。

14.督促手数料の削除が容易にできること
【督促手数料修正】
162.督促手数料を誤って削除・追加した場合は修正でき
ること。（誤って削除することも考えられるため追加も
必要)

133.督促状を発送した対象者にのみ督促料をつけること
ができること。
126.督促対象データ抽出処理で作成された督促ファイル
より、督促状を作成し、調定収納情報の督促発送日、督
促手数料調定を更新できること

督促手数料を徴収していない自治体も多いと
想定されるため、オプション機能と考えま
す。

＜検討事項＞
①督促手数料の計算ロジックは、どのようなバリエーションがある
か。

＜確認事項＞
・督促手数料の削除とはどのような運用か（B市の運用）

0 4.2.6.
督促状の発送
管理・送付状
況管理

督促状の発送履歴を管理（参照、修正）できること。
発送履歴は記事情報として管理できること。
科目、期間を指定して発送履歴を抽出できること。

9.2.4.1 　システムで履歴の管理ができること 131　督促状を発布したことを収納情報に登録すること 165:督促漏れ一覧及びデータが作成可能なこと。
170:督促･催告停止者リストが作成できること。

督促状の発送情報（発送履歴、発送有無、発送日、収納
現在日、発送停止情報等）、送付状況（郵便戻り・公示
送達・調査中）の管理（参照、登録、修正、削除）がで
きること。

督促の発布履歴は滞納処分の根拠となるた
め、督促状の発行状況を把握する必要がある
と考えます。

＜確認事項＞
①督促の記録として管理すべき情報項目は、中間標準レイアウト（納
付履歴ファイル）で必要十分か

5. 決算

5.1. 繰越処理
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0 5.1.1. 年度繰越処理

過年度分の繰越調定を抽出し、繰越処理ができること。過年
度分の過誤納未処理分を抽出し、繰越処理ができること。

現年度分の繰越調定を抽出し、繰越処理ができること。現年
度分の過誤納未処理分を抽出し、繰越処理ができること。

過年度分の過誤納未済分を抽出し、繰越処理ができること。
現年度過誤納未済分を抽出し、繰越処理ができること。

会計年度が未来（現年度の翌年度）となっている調定情報と
納付情報について、会計年度を未来にする（繰越する）機能
があること。（住民税特別徴収の４・５月分を想定）

繰越額・対象者が確認可能な帳票を出力できること。

保存年限を超える完納分・不納欠損分等が削除できること。

【決算帳票出力】
190.各税料の決算にともなう帳票が出力できること。
【繰越処理】
191.地方自治法に基づく適正な繰越処理（過年分:3月
末、現年分:5月末）を行うことができること。
【繰越額確認票】
192.繰越額の確認可能な帳票の出力ができること(未納
者リスト及び徴収実績表)。
【住民税（特徴）振替対象者リスト作成】
193.住民税（特徴）の４月５月調定に対し、前年度３月
までに納付が発生している義務者をリストで出力する。
翌年度の会計に振替る際の資料として使用する。（EUC
での対応も可）
【滞納繰越分決算書】
194.滞納繰越された金額・件数を集計し、決算書を作成
する。
【年度切替処理】
197.滞納繰越分及び現年分について、年度切替処理を行
い、決算時点の各種金額を保存する。

9.4　（滞繰決算時）前年度滞納繰越の収入未済分を、
翌年度の滞納繰越分として年度切替処理ができる。
9.4　（現年決算時）前年度現年の収入未済分を、翌年
度の滞納繰越分として年度切替処理ができる。
9.4　（現年決算時）市町村民税・道府県民税（給与特
別徴収）4,5月分の収納済額を翌年度へ切替できるこ
と。
9.4　年度切替後の調定表・日計表が出力できる
9.4　欠損予定を欠損へ切り替える。
9.4　前年度歳入の還付未支払分を翌年度歳出へ切替で
きること。
9.4　年度切替後の繰越該当者リストが出力できる
9.4　年度切替後の時効切れ該当者リストが出力できる

年次決算 年次決算処理
163.滞納繰越予定のデータを抽出し、滞納繰越調定一覧
及び科目別滞納繰越一覧を出力できること。

年次決算 滞納繰越処理
164.年次決算処理で抽出した滞納繰越予定のデータから
滞納繰越調定データを作成できること。また繰越対象と
なった調定データを決算済みに更新できること。

データ抽出機能 データ抽出機能
180.滞納繰越した調定情報をもとに、個人番号・科目ご
との滞納調定情報が作成できること。また、ＣＳＶデー
タとして出力ができること。

171　滞納繰越年度の決算処理を４月初旬に、決算基準
となる日を３月末日で行えること
172　現年度の決算処理を６月初旬に、決算基準となる
日を５月末日で行えること
173　会計年度の期間末日から決算処理までの間も、決
算に影響を与える業務が通常通り行える、または代替と
なる方法があること
174　決算処理日で過誤納付の処理が未完了となってい
るものを、納付額中未還付未充当のものであるとして、
決算処理すること
175　決算基準となる日で時効となっているものを、不
納欠損にすること
※滞納管理システムとの連動でも可"
176　未納であり、時効でない、未納を次年度に繰り越
すものを、年度繰越時賦課調定額にすること
177　繰越後の収納情報と納付情報が、滞納システムと
連動し同一のものとなっていること
178　収入金と一致しない部分を探すことを目的に、収
納情報または納付情報を検索する機能があること

170　会計年度が未来（現年度の翌年度）となっている
収納情報と納付情報について、会計年度を未来にする機
能があること
※課税した年度と会計年度が変わるパターンとして、①
給与特徴４・５月分②給与特徴納期の特例分が考えられ
る。

236:過年度分の繰越調定を抽出し、繰越処理ができるこ
と。過年度分の過誤納未処理分を抽出し、繰越処理がで
きること。
237:現年度分の繰越調定を抽出し、繰越処理ができるこ
と。現年度分の過誤納未処理分を抽出し、繰越処理がで
きること。
238:過年度分の過誤納未済分を抽出し、繰越処理ができ
ること。現年度分の過誤納未済分を抽出し、繰越処理が
できること。
239:保存年限を超える完納分・不納欠損分等が削除でき
ること。その際、削除データは保存できること。保存年
限については、各市ごとの税目ごとに設定できること。

221:個人市民税給与特徴の翌年度期別調定に今年度収入
があったものを抽出して集計し、特徴４・５月分リスト
が出力できること。
(翌年度の会計に振り替える際の資料として使用)
222:４月・６月の年度切り替え時に以下のデータおよび
リストを出力すること。
・過納繰越
・滞納繰越
・法人市民税内訳
・未納額集計
・還付未済の明細

未納分となった対象を次年度会計へ繰り越し、管理（参
照、登録、修正、削除）できること。
また、特別徴収の場合、旧年度賦課・新年度調定分とな
る4～5月分について、既に収入があるものは収納額も新
年度分の収入として自動で繰り越されること(4～5月分
の収入を手作業で消込・修正等をする必要がないこ
と)。

過年度の繰り越しを現年度へ反映し継続して
収納業務にあたるために、年次切替（繰越）
は必須機能であると考えます。

＜検討事項＞
①都道府県報告含め、対応すべき処理が必要十分か確認

179　科目・年度別に、『賦課調定額と件数・賦課納付
額と件数・賦課納付額中未還付未充当額と件数・（賦課
納付額－賦課納付額中未還付未充当額）とその件数・不
納欠損額と件数・滞納繰越額と件数』を、帳票に出力す
る機能があること

・欠損
224:個人市民税の滞納繰越分について指定された対象年
月の収入額を調定年度別に集計したデータの出力ができ
ること。(県への報告に使用)

0 5.1.2.
延滞金調定の
繰越

確定延滞金・督促手数料について、未納分を抽出し、繰越処
理ができること。

確定した延滞金について、年度内に納付がなかった場
合、翌年度に繰越できること。

確定延滞金、督促手数料についても本税と同
様に収納対象となります。一構成員の仕様に
記載がありますが、左記機能は必須であると
考えます。

＜検討項目＞
①なぜその機能が必要かorなぜこの機能が書いていないのか（不要な
のか、他の機能で賄われているのか）

5.2. 調定処理

0 5.2.1. 調定情報管理

課税側から作成された調定情報に対して、調定情報の修正が
できること。
調定情報の新規登録ができること。

期間を指定し、調定情報のの異動情報が抽出できること。

1.2

【税額変更】
22.納期変更の異動ができること。
【納期限管理】
23.各税目の納期限の設定ができるようにする

調定・収納状況 名寄収納状況
38.返戻・公示・停止・納期限変更ができること。
その他異動 調定異動
107.賦課側から作成された調定情報に対して、以下の情
報をオンラインより修正できること。
「調定額」「督促料」「延滞金」「納期限」「法廷納期
限」「指定納期限」「延長納期限」「変更納期限」「更
正日」「更正事由」「決算区分」「前回時効中断日」
「前回時効中断理由」「 新時効中断日」「 新時効中
断理由」「不納欠損日」「不納欠損事由」「督促発行
日」「催告発送日」

異動累積リスト作成 調定異動累積データリスト作成
154.指定された年月の調定異動のデータリストを作成で
きること。

データ抽出機能 データ抽出機能
183.科目を指定して、更正年月日または処理年月日の範
囲指定で徴収簿異動一覧表が作成できること。また、Ｃ
ＳＶデータとして出力できること。

30　オンライン入力で収納情報を、作成・修正にする機
能があること

97 収納情報をオンライン入力で修正する機能があるこ
と

44:調定情報の新規作成・既存データの税額更正ができ
ること。その際、
使用権限等で使用者を限定できること。
45:賦課システムがない税目（たばこ税・入湯税等）の
調定が作成できること。
51:賦課側システムが対応しない年度の税額更正・新規
調定データが登録できること。
また、返還金を行うため、既に消込済状態となった収入
金が登録できること。

収納システムの調定情報（金額・納期・期別など）を更
正できること。
調定額の修正・異動処理ができること。

調定情報は全ての基礎となる情報であるた
め、管理機能は必須であると考えます。

＜検討事項＞
①収納側で更新できる情報に制約はあるか
②検討対象となっている税目において、新規登録する要件はあるか
③その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

0 5.2.2.

調定の按分処理ができること。
按分対象：
・固定資産税・・・固定資産税/都市計画税
・個人市町村民税・・・市町村民税/道府県民税

【収納情報管理】
39.国保、法人の調定と収入が按分された帳票を税目
別、会計年度、現年、任意の日を設定し作成できるこ
と。
（任意の日での抽出は必須ではないがあれば望ましい）

9.4　年度切替後の固定資産税の按分調定表（固定資産
税・都市計画税）が出力できる

調定・収納状況 科目別収納状況
43.税額・収納額按分内訳の照会ができること。（市町
村民税・道府県民税・固定資産都市計画税・国保税)

以下について、調定の按分処理ができること。
　・固定資産税・・・固定資産税（土地・家屋/償却資
産）/都市計画税
　・個人市民税・・・市民税/都民税、普徴（年金特徴
含む）/給与特徴

複数の構成員の仕様に記載がありますが、決
算・会計監査等の対応に必要と想定していま
す。

＜検討事項＞
①按分した数字がどのタイミングで必要となるか、要確認（年次の会
計監査の対応で十分か）
②按分対象は必要十分か

0 5.2.3. 調定表作成

科目別・年度別・期別の調定表の出力ができること。
・調定表
・調定按分表
・調定増減表

7.4,12

【調定表作成】
204.指定した税目の調定表を作成する。

【対象帳票】
・按分調定表
・調定表

（全体）
・税目別、現・滞、調定年度で抽出できる
・行政区別で抽出できる
（町名ごとの区分及び合併前地域ごとの抽出）
・○月○日～△月△日の期間で抽出できる
・○月○日現在で集計できる
（按分調定表）
・固定（都計・固定）※算定根拠もわかるとよい

（税目別集計表）
・納付種類別で抽出できる

155.調定増減表が作成できること。前回作成日からの調
定額の増減表）また、ＣＳＶデータとして出力ができる
こと。

調定収納簿作成 調定収納簿作成
165.指定された会計年度の調定データとそれに対応する
収納履歴を一覧表示する調定収納簿を出力できること。

188.指定した期間に不納欠損処理された調定について、
科目・年度ごとに件数・欠損額・納税義務者数を集計し
た集計表が作成できること。また、ＣＳＶデータとして
出力できること。

168　調定額等集計表：賦課した年度・賦課根拠の年
度・賦課の期別・科目に分けて、賦課調定額・賦課納付
額・延滞金納付額・過誤納金処理済（充当・還付）額・
年度繰越時賦課調定額・年度繰越時賦課納付額を、画面
または帳票に出力する機能があること

227:指定月の調定・収入・還付・充当状況が集計できる
こと。日計表とのチェックに使用する。

随時のタイミングで調定額に関する、年度、科目毎の期
別集計表を作成できること。

調定資料については多様なため、WTにて必要
十分なものを議論します。

＜検討事項＞
①システム対応すべきもの、システムから出力後にシステム外で集計
するものの仕訳が必要

6. 交付

6.1. 納付書等発行（再発行）

0 6.1.1.
納付書即時発
行

納付書の出力ができること（金融機関・郵便局・コンビニで
使用でき、クレジット納付、マルチペイメントに対応した統
一様式の納付書を出力できること）。
選択した期別、全納、一部納付の納付書が出力できること。
出力の際、プレビュー表示ができること。
出力の際、調定額を変更して出力できること。
未納調定がない場合は出力を抑止できること。
当初賦課処理後、納入通知書が発送されるまでの間は、現年
度の納付書の再発行を制限できること

【賦課情報当初登録】
10.ゆうちょのカク公に対応できること。

【納付書再発行】
100.納付書の再発行ができること（金融機関・郵便局・
コンビニで使用でき、クレジット納付、マルチペイメン
トに対応した統一様式の納付書を出力できること）。
また、出力イメージをプレビューできること。
選択した期別または、全納の納付書、及び選択した期別
の督促状を再発行できる。

住民税（普徴）固定（償却）に納期前延滞金がある時
は、延滞金襴に表示する。

【金額指定納付書発行】
101.金額を入力すると、設定した優先順位（税目・年
度）に従って金額を振り分け、納付書を複数枚作成す
る。

9.5.2　納税義務者からの申請を受付け、納付書を再発
行する。
9.5.2　当初賦課処理後、納付書が発送されるまでの間
は、納付書の再発行を制限できること

発行 全般
62.即時発行時に出力イメージをプレビューできるこ
と。

63.即時発行帳票の種類によってプリンタトレイの自動
設定ができること。

64.電子公印へ対応していること。

66.即時発行時に部数指定で発行ができること。

納付書 再発行
81.「一般納付書」「コンビニ納付書」

84.発行時に金額の訂正ができること。

納付書 分割納付書発行
85.金額を指定することで、未納調定より指定された金
額分の納付書が自動的に作成できること。

146 金融機関で納付するための、納付書を印刷する機能
があること
147 郵便局で納付するための、納付書を印刷する機能が
あること
148 コンビニエンス用のバーコード（本税、延滞金）を
印刷できること
149 収納情報を指定して、納付書をオンラインで発行す
る機能があること
150　納付書に税目名・年度・期別・納期限・賦課納付
額・延滞金納付額を印刷すること
151　納付書の賦課納付額と延滞金納付額を、変更指定
して印刷する機能があること
152　郵送用送付先には、指定された送付先や納税管理
人等が優先して印刷されること
153　指定された送付先や納税管理人等が納税義務者名
と異なる場合は、併記されること
155　納税義務者名が印刷されること
156　領収書と領収済通知書が一対であるように、印刷
項目が同一であること
157　消し込み処理に必要な項目が印刷されていること

180:指定された調定について納付書（共通様式）が出力
できること。
184:手入力で発行日、指定期限、延滞金計算日を指定で
きること。
185:指定期限については、デフォルトで発行日から一定
の日数を自動設定できること（土日祝日を加味する）。

188:入力した税目、納期限の範囲から未納データの納付
書を、選択した全対象者分を一括作成できること。ま
た、延滞金有無設定及び日付設定が可能であること。
189:選択した対象者の選択納期に、未納保険料がないも
しくは賦課金額がない場合に、エラー表示がされるこ
と。エラーデータが出力されること。

納付書、郵便払込用紙を個別に発行できること。また、
納付期限を任意に設定できること。

作成する納付書は以下に対応できること。
①任意の金額で窓口領収したとき、任意の条件（納期限
順・年度税目順含む、本税→延滞金・本税先行、納付区
分等）で納付書が発行できること。②税変時、税変後の
金額で納付書が作成できること。

徴収のため、納付書の発行機能は必須である
と考えます。
納付書は日本マルチペイメントネットワーク
推進協議会が定める様式が標準である想定で
す。

＜検討事項＞
①その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

＜確認事項＞
・金額指定納付書の運用は一般的か（B市）
　⇒I市にあるような、窓口での領収を想定したものか？
・納期前延滞金とは？（B市）
・未納データの一括抽出、一括出力とは、催告とは異なる運用か？
（H市の運用）

0 6.1.2.

郵便振込票の出力ができること。
出力の際、プレビュー表示ができること。
出力の際、調定額を変更して出力できること。
郵便振込票にはOCRを出力できること。

【郵便振込票（様式）】
72.郵便振込票はＯＣＲで読込むことができること。
【郵便振込票発行（再発行含）】
102.郵便振込票の発行ができること（マルチペイメント
対応）。また、出力イメージをプレビューできること。

納付書 発行
80.発行時に、納付書の種類を郵便振替用紙等に変更で
きること。
「郵便振替納付書」を即時出力できること。

また、郵便払込書の出力ができること。 複数の構成員の仕様書にも記載されており、
郵便局での振込票のシステム出力は必須機能
であると考えています。

0 6.1.3. 納付書仕様

納付書はマルチペイメントネットワーク標準様式に対応して
いること。

【賦課情報当初登録】
9.金融機関・郵便局・コンビニで使用でき、クレジット
納付、マルチペイメントに対応した統一様式の納付書を
出力できること。
(個人住民税（普徴）、固定資産税、軽自動車税、国民
健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育
料、児童館使用料、下水道受益者負担金・分担金、学童
保育料、高齢者福祉サービス利用料、ケーブルテレビ利
用料、地デジ再送信施設維持管理分担金、奨学金返戻
金）。

【コンビニ収納】
56.金融機関・郵便局・コンビニで使用でき、クレジッ
ト納付、マルチペイメントに対応していること。

【コンビニ収納】
105.コンビニ収納にも対応した分納納付書が発行できる
こと。また、出力イメージをプレビューできること。

納付書 発行
79.マルチペイメント様式で納付書が作成できること。

87:コンビニ収納・マルチペイメント・クレジット対応
の納付書の出力ができること。
183:帳票の形式は、ＭＰＮ対応レイアウトにも対応でき
ること。

納付書はMPN様式に対応していること。 今後のキャッシュレスの推進／住民の利便性
に鑑み、納付書のマルチペイメントネット
ワーク対応は必須機能として考えています。

納付書は日本マルチペイメントネットワーク
推進協議会が定める様式が標準である想定で
す。

＜検討事項＞
①マルチペイメントネットワーク様式統一の方向で問題ないか
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標準化候補検討

業務フローとの対応 要件の考え方・根拠 検討項目（論点案）

選定地方団体_機能要件

仕様書たたき台 B市

0 6.1.4.
コンビニバー
コード仕様

納付書の納期限とは別に、コンビニバーコードの使用期限を
管理できること。使用期限については、任意に変更できるこ
と。

【コンビニ収納】
106.コンビニ収納に対応した納付書のコンビニ納付期限
日付設定ができること

9.5.2　コンビニ使用期限が設定できること 86:コンビニ等の収納代行会社の委託者コードの変更に
対応できること。

納付書の納期限とは別に、コンビニバーコードの使用期
限を管理（参照、登録、修正、削除）できること。使用
期限については、任意に変更できること。

コンビニ収納は実施しない自治体もあるた
め、オプション機能を考えています。

0 6.1.5.

以下の場合にはコンビニバーコードを出力しないよう制御で
きること。
・30万円を超える場合
・コンビニ使用期限を経過している場合（再発行時）

以下の場合にはコンビニバーコードを出力しないよう制
御できること。
・30万円を超える場合
・コンビニ使用期限を経過している場合（再発行時）

※上記条件でコンビニバーコードを印字しない場合は、
コンビニ納付ができない旨を印字すること

コンビニ収納は実施しない自治体もあるた
め、オプション機能を考えています。

0 6.1.6. 延滞金

本税と延滞金・督促手数料を収めることができる納付書を出
力できること。

本税が完納し､確定延滞金又は督促手数料のみが未納の調定を
抽出し納付書を出力できること｡

一部納付用・延滞金のみ・督促手数料のみの納付書も発
行できる。

納付書 再発行
82.延滞金計算済納付書の再発行が即時にできること。
83.附帯金のみの納付書を作成できること。

195:延滞金のみ未納の期別について、一括で延滞金未納
納付書を作成できること。ただし、既発行期別は除く。
また発行一覧も出力できること。
196:延滞金のみ未納納付書に同封するお知らせ文書（延
滞金の計算過程を含む）を作成できること。

本税、延滞金等の納付書を発行できること。 延滞金や督促手数料を徴収するために必要な
機能であると考えます。

＜検討事項＞
①その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

0 6.1.7. 軽自動車税

軽自動車継続検査証付き納付書を出力できること。 なお、軽自動車税については、継続検査票付納付書の再
発行ができること。
103.軽自動車税については、継続検査票付郵便振込票の
発行ができること。

187:軽自動車の登録状況および納付状況を踏まえて、複
数年度分の軽自動車継続検査証付き納付書が作成できる
こと。

軽自動車税個別の要件として、検査証付きの
納付書の発行が必要と考えます。

＜確認事項＞
・複数年度分の軽自動車継続検査証付き納付書とはどのような運用か
（H市の運用）

0 6.1.8. 固定資産税

固定資産税の共有宛名に対しても納付書を出力できること。 9.5.2　固定の共有員宛名でも納付書が発行できるこ
と。

一構成員の仕様に記載がありますが、固定資
産税において、物件の共有者宛に納付書を発
行している場合があると想定します。詳細に
ついては右記で検討します。

＜検討事項＞
①共有者あてに納付書を交付する運用は一般的か、要確認
（特に4月の民法改正後の解釈を確認）

0 6.1.9.
市町村民税給
与特別徴収

市町村民税（特別徴収）の納付書を出力できること。
納期特例の納付書も出力できること。

【特徴納付書発行】
109.特徴分の納付書発行にも対応できること。

179:市町村民税・道府県民税（特徴）の納期特例の納付
書が発行できること

複数の構成員の仕様に記載がありますが、市
町村民税（給与特別徴収）について納付書で
の納付を実施する場合があると想定していま
す。詳細については右記で検討します。

＜検討事項＞
①納期特例用に納付書を交付する運用は一般的か、要確認

0 6.1.10. 合算納付書

複数期別を纏めた納付書を出力できること。 159　複数の年度・税目・期別を纏めた納付書の番号等
から、どの年度・税目・期別・本税（料）・延滞金を発
行したか簡易な方法で検索できること

190:複数期別の納付書を一枚に出力できること。（ 大
８期別）
186:同一年度、同一税目、複数期別のコンビニ納付書が
一枚で出力できること。
225:集合型納付書で徴収した税について、財務での収入
を構成するためのリストが作成できること。

複数期をまとめた合算納付書。運用していな
い自治体も多いと想定されるため、オプショ
ン機能を想定しています。

＜検討事項＞
①複数期別をまとめた場合、消込はどのように行っているか、要確認

＜確認事項＞
財務で更正を行うリストとはどのようなものか（H市の運用）

0 6.1.11.
発行情報・送
付状況管理

選択した対象者に対して発行した前納・期別・分割・一括納
付書・督促状・催告書の履歴が確認できること。

86.納付書発行時に滞納管理と連携して経過記録への登
録有無を随時選択できること。

20:選択した対象者に対して発行した前納・期別・分
割・一括納付書・督促状・催告書の使用状況が確認でき
ること。

納付書の発行を管理するため、履歴管理機能
は必須であると考えます。

6.2. 証明書発行

0 6.2.1.
各種納税証明
書発行

指定した科目・年度（賦課年度/調定年度）の納税証明書を個
別に発行できること。
市税の未納がない証明（完納証明）を発行できること。

滞納処分を受けたことがない証明書を発行できること。

発行時にプレビュー表示できること。
出力の際、宛名・金額を変更して出力できること。

6

【納税証明】
121.料金等の納付証明書の発行ができること。
122.過年度も含め、年度、対象科目（税目）を指定して
納税証明が発行できること。
124.あて名・納付額等の一時修正ができること。あて名
は 新情報を取得すること。
【完納証明】
130.完納証明書

9.5　納税義務者からの申請を受付け、納税証明書を再
発行する
9.5　当初賦課処理後、納付書が発送されるまでの間
は、証明書の発行を制限できること

発行 全般
62.即時発行時に出力イメージをプレビューできるこ
と。
63.即時発行帳票の種類によってプリンタトレイの自動
設定ができること。
64.電子公印へ対応していること。
65.システム上、証明類は過年度分（現年度分もあわせ
て５年間程度）に対応できること。
66.即時発行時に部数指定で発行ができること。

証明書 納税証明
67.調定年度単位で指定した税目の「納税証明書」を即
時発行できること。
69.証明書発行時に金額の訂正ができること。
70.備考文の記載ができること。

証明書 滞納のない証明
71.「滞納なし証明書」を即時出力できること。
72.証明書発行時に金額の訂正ができること。
73.備考文の記載ができること。
75.証明書発行時に金額の訂正ができること。
77.納付証明書については、納付日の集計範囲の変更が
随時できること。（初期表示は１月１日～１２月３１
日）
帳票発行 個人都道府県民税払込明細書作成
159.個人都道府県民税払込明細書を作成できること。

指定した科目・年度（賦課年度/調定年度）の納税証明
書を個別に発行できること。
また、市税の未納がない証明を発行できること。

証明書の名義の共有者間の切り替えについて、標準対応
していなければ個別で入力して変更できること。

納税証明書の交付は、必須機能と考えます。

滞納処分を受けたことがない証明書の交付
は、 酒類の販売業免許等の申請等に用いられ
ることから、必要性が高い機能と考えます。
運用していない自治体が想定されるため、オ
プション機能を想定しています。

＜検討事項＞
①証明に記載すべき住所は、宛名の 新住所か賦課期日の住所か、ど
ちらが一般的か。
②運用として、共有者へ納税証明書を発行する場合、どのようなやり
方が一般的か。

＜確認事項＞
・個人県民税払込明細書とはどういったものか（D市）

0 6.2.2.

証明書の発行履歴を保持できること。
履歴の参照が可能であること。
納付額等、交付内容が確認できること。

6

35:納付書、納税証明、納付証明、年中額の発行履歴が
参照できること。（納付額等発行時の交付内容が分かる
こと。）

納税証明書に「発行番号」を記載し、帳票交付履歴を管
理できること。

複数の構成員の仕様に記載がありますが、証
明書の発行履歴を後日照会するため、履歴管
理機能は必須であると考えます。

＜検討事項＞
①宛名・金額などを変更していた場合、証明書の内容（イメージ含
む）の保存の要否について要検討

0 6.2.3.

納税証明書の発布日が納期限と同日の場合、その調定額は、
納期未到来額として計算されること。（未納扱いにならな
い）

6

納税証明書の発布日と納期限が同日の場合、その調定額
は、納期未到来額として計算されること。

納期限当日の証明発行の運用想定について、
WTにて検討したいと考えます。

＜検討事項＞
①納期当日の証明書発行について、一般的な確認の確認

0 6.2.4.
納税証明書発
行（市町村民
税）

納税証明書は、普徴・年特・給与特別徴収毎、課税年度毎に
内訳が表示できること。
特別徴収義務者向けの事業者の納付を反映した証明書が出力
できること。

6

【納税証明】
125.特別徴収者の事業所収納を反映した納税証明の発行
ができること。

68.住民税特徴者の事業所収納を反映した納税証明書が
発行できること。

納税証明書は、普徴・年特・給与特徴毎、課税年度毎
（現年・随時）に内訳が表示できること。

納税義務者・特別徴収義務者毎に必要な内訳
が表示された証明書の出力が必要となる考え
ています。

＜検討事項＞
①市町村民税の固有要件として必要十分か

0 6.2.5.
納税証明書発
行（軽自動車
税）

軽自動車で車検があり、口座振替で引き落としできたもの
に、車検用納税証明書を一括または個別で出力できること。

マルチペイメントネットワーク,クレジットで納付したもの
に、車検用納税証明書が一括または個別で出力できること。
（金融機関からの一括伝送分は除く）

6

【納税証明】
126.軽自の口座振替消し込み分について、必要な車種の
み継続検査用の納税証明書が作成できること。
127.軽自の継続検査用の納税証明書の有効期限を任意に
設定できること。
129.軽自の口座振替不能通知発行時に納付書に継続検査
用の納税証明書を付けて発行すること。

9.2.1.3 　軽自動車税納税証明書（継続検査用）を発行
できること。（ＭＰＮ、クレジット）
9.2.1.3 　除外設定（車検対象外、発行済、ペイジーの
窓口・一括伝送方式分、前年以前の未納あり）ができる
こと
9.2.1.3 　証明書を発行した該当者については、発行済
フラグが管理できること。対象者ファイルが抽出される
こと。
9.2.1.3 　領収日・期間・年度、発行済フラグ、車検対
象車、該当車両に対しての前年以前の未納有無の選択を
行い、該当の証明書が一括印刷できること
9.2.1.3 　個人または車両を特定した上で、証明書を発
行できること

9.2.2.7　抽出した該当データをもとに、振替済通知と
軽自継続検査用証明書が印刷できること。通知内の問い
合わせ先を選択できること。発送日を指定して印字でき
ること。
9.2.2.7　車検対象外のもの、発行済のもの、該当車両
に対して前年以前の未納があるものの場合は通知及び証
明書の印刷対象から除外する。

軽自動車で車検があり、口座振替で引き落としできたも
のに、車検用納税証明書を発行する機能があること
104 郵便番号、住所又は所在地、方書、氏名又は名称、
納税義務者名、郵便バーコード、システム上で該当の口
座振替の情報を検索できる番号等を記載すること
105 送付先を指定している場合は、郵便用の宛名面へ指
定した送付先を記載すること
106 指定している送付先名称を記載するときは、納税義
務者を併記すること
107 車検用納税証明であることを示す文面を記載するこ
と
※プレ印刷を前提としても可"
108 通知日・通知者（通常は市長名）を記載すること
109 納税証明の有効期間を記載すること
※有効期間はパラメータ等で設定可能であること（次年
度の口座振替の消し込みまでの日数をふまえた、次回納
期限＋ｘ営業日を設定する想定）
110 納税義務者、対象の軽自動車を特定できる名称等、
車輌番号、証明書有効期限を記載すること
111 市特有の外字を含め、文字を正しく記載すること
112 氏名など、文字数が多く、帳票に収まらない場合
は、警告画面またはエラーリストを出力すること
※８０文字以上表示できる場合はなくても可

車検用納税証明書に限り、氏名・住所の出力有無を選択
できること（非表示であっても、車両番号・納付額・納
付日が表示されればよい）。
※減免・未課税にも対応できること。

口座振替、マルチペイメントネットワーク・
クレジット納付は、手元に領収書が残らない
ため、車検用の証明書を発行する必要がある
と考えています。

マルチペイメントネットワーク・クレジット
は導入しない自治体もあるため、オプション
機能を想定しています。

＜検討事項＞
①口座振替納付分については、振替済通知と証明書を同時出力・同封
発送する運用が一般的か。
②マルチペイメントネットワーク・クレジット納付分については、申
請に基づく出力が一般的か。一括出力後、対象者に発送する運用が一
般的か。

＜確認事項＞
・減免・未課税への対応とはどのような運用か

0 6.2.6.
仮消込への対
応

消込前の段階でも、仮消込の状況（マルチペイメントネット
ワーク速報分、コンビニ速報分、窓口納付等オンライン登録
分など）で、証明書を出力できること。

【納税証明】
120.コンビニ速報分を含めた納税証明書の発行ができる
こと。（速報・確定データの有無の表示）
123.消込前の段階でも強制的に証明を発行することも可
能とする。

調定・収納状況 収納履歴
49.照会画面から、更正履歴や納付履歴、滞納履歴など
の履歴照会ができること。納付履歴にて、仮消込データ
や納付された金融機関コード、支店コードを確認できる
こと。

仮消込の状況（eLTAX分、コンビニ速報分、窓口納付等
オンライン登録分など）が証明書発行時に確認できるこ
と。
当日納付等の場合でも、即時で納付証明書、納付額証明
書を発行できること。

仮消込状態での証明書の発行運用について
は、団体によって考え方が異なると想定しま
す。標準的な運用を検討したいと考えます。

＜検討事項＞
①仮消込状態の金額を証明書に反映することについての要否
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選定地方団体_機能要件

仕様書たたき台 B市

0 6.2.7.
発行禁止・警
告

「ＤＶ・ストーカー支援者」等の処理に対し、注意を喚起す
るメッセージを出力することができること。

6

【DV対策】
115.DV対象者について証明等の出力時に防止策が施され
ていること。
116.社会保険料控除用の納付確認書（国民健康保険、介
護保険、後期高齢者医療）が作成できること。
117.（納付済通知書作成について）再発行等、オンライ
ンで通知作成の際、「見込み」か「確定」かを選択でき
るようにすること。
118.（納付済通知書作成について）ｵﾝﾗｲﾝでの通知書の
発行操作が容易であること。（収納管理画面に遷移しな
くても発行可能。）
119.（納付済通知書作成について）「通知不要」を希望
している者について、作成が抑制できること。

共通 ＤＶ対応
20.「ＤＶ・ストーカー支援者」等の処理に対し、注意
を喚起するメッセージを出力することができること。

証明書・納付書の発行禁止・禁止解除の設定ができるこ
と。また、その事由を登録できること。

複数の構成員の仕様書にも記載があり、要支
援者保護の観点から必須機能であると想定し
ています。

＜検討事項＞
①収納業務以外で把握するDV・ストーカーに関する情報の反映のさせ
方について、運用を確認

0 6.2.8.

証明発行時に一定の条件（滞納者等）により、注意を喚起す
るメッセージを出力することができること。

6

証明発行時に一定の条件により、警告メッセージを表示
できること。

要注意者についても注意喚起は必要と考えま
すが、どういった条件が適切か検討したいと
考えています。

＜検討事項＞
①発行に適さない条件について、要確認

7. 返戻・公示

7.1. 返戻・公示処理

0 7.1.1.
返戻者情報管
理

督促状の返戻者情報（調査状況・結果、返戻日、入力日、返
戻事由）を管理（参照、登録、修正）できること。

10.1

9.2.4.2　税目、期別ごとに督促状の公示送達の処理が
行えること

調定・収納状況 名寄収納状況
38.返戻・公示・停止・納期限変更ができること。

督促状の返戻者情報（調査状況・結果、返戻日、入力
日、決裁日、返戻事由等）の管理（参照、登録、修正、
削除）ができること。

督促業務を効率的に実施するため、返戻情報
の一元管理は必須機能であると考えます。

＜検討事項＞
①入力を効率化するための仕組みについて採用すべき要件はあるか。
（バーコード読み取り等）

0 7.1.2.
公示送達対象
者抽出

返戻になった督促状の該当者を公示日で抽出し、公示状態に
変更できること。

9.2.4.2　返戻になった督促状の該当者を公示日で抽出
し出力できること。

公示送達対象者の一覧をリスト等で抽出できること。 公示送達対象者を適切に把握する必要がある
ため、対象者を抽出する機能は必須であると
考えます。

＜検討事項＞
①その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

0 7.1.3. 公示送達処理

公示送達の情報（公示日、公示理由等）を管理（参照、登
録、修正）できること。
公示送達書を作成できること。
公示送達一覧表が出力できること。

10.6

【公示送達】
171.公示送達書が作成できること。

9.2.4.2　システムに取り込んだ、返戻の情報をもとに
公示送達の処理が行えること。
9.2.4.2　税目、抽出区分、公示区分、公示送達日を選
択でき公示送達一覧表が印刷できること
9.2.4.2　公示送達を入力する際に、宛名番号、通知書
番号により該当が検索できること。
9.2.4.2　公示送達の日付、公示理由が選択できるこ
と。
9.2.4.2　督促の返戻を一括して取り込める機能がある
こと。

調定・収納状況 名寄収納状況
38.返戻・公示・停止・納期限変更ができること。

公示送達の情報（公示日等）を管理（参照、登録、修
正、削除）できること。

督促業務の遂行のため公示状態を管理するた
めの機能は必須であると考えますが、公示送
達書のシステム出力は団体によって差異があ
る点であると考えます。

＜検討事項＞
①公示送達書のシステム出力の要否について、確認。（一覧出力があ
れば、文書自体はシステム出力は必須ではないか）

＜確認事項＞
・返戻情報の一括取り込みとはどういった運用を想定した機能か（C
市）

8. 統計

8.1. 統計資料作成

0 8.1.1.
各種統計資料
作成

収入状況調書等の統計帳票の出力ができること

8

【資料作成】
114.各種統計資料の出力が可能なこと。集計はＣＳＶ
データで出力可能なこと。

【現年度徴収実績調書】
195.現年度賦課したものの調定・納付等を集計し、徴収
実績調書を作成する。
【収納簿作成】
196.滞納繰越分、現年度分の調定・納付等の実績から収
納簿を作成する。（EUCでの対応も可）
【現年度分収納状況分析】
210.
①月次地区別納付方法別収納率状況
②月次所得階層別世帯人員別収納率状況
③月次所得階層別加入人員別収納率状況（国保・後期）
【滞納者滞納要因分析】
211.
①年次地区別納付方法別未納額等状況
②年次所得階層別世帯人員別未納額等状況
③年次所得階層別加入人員別未納額等状況（国保・後
期）

【対象帳票】
・納付分析（納付区分ごとの割合など）

データ抽出機能 データ抽出機能
185.科目・日計年月日の範囲指定で、収納額・督促手数
料・延滞金を集計した集計表が作成できること。また、
ＣＳＶデータとして出力できること。

166　都道府県税報告：××税賦課徴収条例第13/14条の
規則様式（109号～114号）に記載する必要がある項目の
情報が得られること
　他に、下記が必要
・ 税源移譲前と後に分けた都道府県民税収入状況（決
算時/月次）
    ※月次では前月25日から翌月24日までの収入のなか
で都道府県民税該当額を出す必要があることに注意、課
税した年度別の集計でも可。
・ 滞納繰越分年度別内訳（決算時）
・ 普通徴収１期の収入状況（納期限までの収入）（８
月ごろ）

167　市税集計：他市・都道府県・国等の照会に回答す
るための収納情報を集計できること。また内部での分析
に使用する集計を行えること。

181　収納方法（納付書・口座・コンビニ等わけられる
範囲で可）別に科目・年度別に、賦課納付額・賦課納付
件数を集計する機能があること
182　国籍が外国人の、収納率・滞納繰越額・滞納繰越
件数を科目・年度別に集計する機能があること

218:任意に指定する期間で、収入状況調書が帳票及び
データで出力できること。
(※設計時に集計方法が細かく指定できること。)
出力条件
税目毎に出力。ただし、市民税は普徴、給与特徴、年金
特徴、退職に分け出力。
国保は普徴の一般と退職の医療・介護・支援金、年金特
徴の一般と退職の医療・介護・支援金に分け出力。
現年度分は調定額を元に、期別単位に集計。
過年度分は滞納繰越分調定額を元に、調定年度単位に集
計。
出力項目
収入状況調書:税目、人員、前納税額、区分(期別または
調定年度)、調定額(税額と人員)、粗収入額、還付支払
済額、収入額(本税と本税件数、延滞金と延滞金件数、
督促手数料と督促手数料件数)、不納欠損額(税額、件
数)、仮未収額、還付未済額、未収額(税額、件数)
収入状況調書（別表）:税目、区分(期別または滞繰
分)、調定金額、調定件数、収入金額、収入件数、未収
金額、未収件数、収入率、収入内訳(納期内収入、納期
後10日間収入、納期後11日から督発間収入、督発後10日
間収入、督発後11日以降収入毎に金額と件数と率)、納
付区分別収入(当初、督催、郵振、コンビニ、窓口、口
座、臨戸、証券、銀行、マルペイ、その他毎に金額と
率)

指定の報告様式で各種統計資料の作成(データ、紙)がで
きること。
ただし、各種統計資料の基となる資料の作成(データ、
紙)ができること。

収納の状況をとらえるため、統計帳票の出力
は必須であると考えます。一方で、定型分以
外についてはEUCでも問題ないと想定していま
す。
国、都道府県への報告以外に、システムから
どういったデータを出力するかを検討が必要
だと考えます。

※都道府県調査結果をもとに詳細を検討

＜検討事項＞
①収入状況調を中心として、把握すべき情報や抽出条件、出力すべき
帳票を検討
（システム外で計算・集計している数字も多数あると想定される）

220:外国人について、国籍別に収納状況集計表が出力で
きること。(集計結果のデータ出力でも可)
（市税合計／国保税、現年分／滞繰分に分けて集計）
230:任意指定した収入日期間又は領収日期間の収入デー
タを出力する
231:出力時点で全税料目ごとのを未納状況をデータ出力
する
232:各税目の統計資料として国や××県や広域連合に提
出する統計資料が作成できること。
233:滞納繰越分、現年度分の調定・納付等の実績から収
納率の計算のためのデータが作成できること。

9. その他

9.1. 他業務システム連携

0 9.1.1.
滞納システム
との連携

収納システムの異動情報（調定情報、納付情報、延滞金等）
を滞納管理システムに連携できること。
滞納管理システムの異動情報(処分情報、不納欠損情報等)を
収納システムに連携できること。

滞納システムへ収納情報を連携できること。 滞納整理業務を適切に実施し、その結果を収
納管理業務として反映するため、滞納管理シ
ステムとの双方向の連携は必須であると考え
ます。

9.2. 他自治体等からの照会

0 9.2.1.
各種照会への
回答

税務署や他自治体からの滞納状況の照会に対して、必要な情
報を出力した回答書が作成できること。

税務署や他自治体からの滞納状況の照会に対して、必要
な情報を出力した回答書が作成できること。

一構成員の記載にありますが、税務署や他自
治体からの照会に対し、効率的に対応するた
めの機能であると想定されます。
規模の大きな団体向けのオプション機能と考
えます。

＜検討事項＞
①収納業務においてどのような照会回答があるか、要確認（I市の運
用）

9.3. 納付義務者の拡張管理

0 9.3.1.
納税管理人の
設定

科目毎に相続人代表者、納税管理人を設定できること。
死亡者・転出者に対して、設定を行うための対象者を抽出で
きること。
設定済みの対象者を抽出できること。

【納税管理人】
201.納税管理人の氏名、開始日、終了日を管理できるこ
と。
【納管人】
113.納管人情報は宛名システムを参照できること。
【納税義務の継承】
170.納税義務の承継を登録し、納税義務承継通知書が作
成できること。

宛名管理 業務間連携メニュー
26.宛名管理で納税管理人が管理できること

データ抽出機能 データ抽出機能
189.死亡者・転出者に対して代納設定を行うために、代
納設定すべき対象者が抽出できること。また、異動年月
日、処理年月日の範囲指定や代納設定済の者も抽出がで
きること。また、ＣＳＶデータとして出力できること。

科目毎に相続人代表者、納税管理人等の情報を管理（参
照、登録、修正、削除）できること。
相続人代表者、納税管理人等の情報について、他課設定
分も含め収納情報管理の画面でも容易に確認することが
できること。

納税義務者本人が納付できなくなった際に、
代理を立てる必要があるため、必須機能と考
えます。

＜検討事項＞
①その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

0 9.3.2. 送付先等管理

科目毎に送付先、連絡先（電話番号等）を設定できること。 【連絡先・送付先情報】
202.連絡先・送付先情報を管理できること。
203.税目毎に送付先情報を管理できること。連絡先は複
数管理できること
【送付先変更】
112.送付先の住所は宛名システムを参照できること。

宛名管理 業務間連携メニュー
27.宛名管理で宛名送付先が管理できること

科目毎に送付先を管理（参照、登録、修正、削除）でき
ること。

通知書類の送付先を現住所以外に設定するた
めの要件であり、科目ごとに異なるケースが
あると想定されるため、必須機能と考えま
す。

＜検討事項＞
①その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか

9.4. 検索
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0 9.4.1. 検索対象

各科目の調定情報、納付情報、滞納情報、口座情報、還付・
充当情報、督促情報及び異動履歴（帳票発行履歴、特記事項
（メモ）等を含む）を照会できること。

【世帯照会】
91.世帯員毎（納税管理人を含む）の関係税目、合計調
定額、合計収納額、過納額、滞納額、納期未到来額が名
寄せで参照できること。
【個人照会】
92.年度・税目毎の合計調定額、収納額（収納履歴）、
滞納額、納期未到来額が参照できること。
【税目絞込み】
93.表示する税目の絞込みができること。

共通 メモ入力
21.個人単位でのメモ入力をすることができること。
22.「登録日」「有効期限」を管理できること。また、
有効期限切れのメモについて表示／非表示を切り替える
ことが可能なこと。
40.メモ画面を呼び出しメモの設定ができること。メモ
を既に入力している場合は、トレイアイコンがデータ有
りのアイコンに変わること。
共通 ＤＶ対応
18.「ＤＶ・ストーカー支援者」等の設定ができ、照会
画面にて交付制限の設定があるメッセージを表示できる
こと。
19.現住所について公開／非公開の設定ができること。
調定・収納状況 名寄収納状況
39.「付箋」の設定（貼り付け）ができること。

収納に係る諸情報（納税・納付義務者情報（宛名情報、
世帯状況、電話番号等）、各科目の収納情報、賦課情
報、口座情報、還付・充当情報、及び異動履歴（帳票発
行履歴、特記事項（メモ）等を含む）を照会できるこ
と。

管理する情報を特定し照会するため必須機能
であると考えます。

0 9.4.2. 検索条件

氏名（カナ・漢字・アルファベット、外国人通称名）、住所
（市内・市外）、生年月日、性別、宛名番号、税目、年度、
通知書番号、世帯番号、旧姓での検索ができること。

【検索項目】
90.氏名かな、氏名漢字、生年月日、住所、個人番号、
世帯番号（以下、共通検索項目という）および税目、年
度、納税通知書番号を指定しての検索ができること。ま
た、曖昧検索についても対応できること。

共通 検索
1.検索画面を表示した際の初期カーソル位置をシステム
設定により変更することができること。

2.検索条件として、「生年月日」「性別」「カナ氏名」
「漢字氏名」「個人コード」「世帯コード」等の検索が
できること。

3.生年月日の検索条件として、「Ｓ５０．１．１生まれ
～Ｓ５０．１．２５生まれ」等の範囲を指定することが
できること。

4.検索条件として、「生年月日」＋「性別」等の複合検
索ができること。

5.カナ氏名、漢字氏名については部分検索（前方一致・
部分一致）ができること。

6.検索上限値を設定しているため、設定値を超える時に
は限度内の該当者一覧を表示するとともに、上限を超え
た旨を表示できること。

7.検索条件及び該当者一覧が同一画面で確認できるこ
と。

8.検索結果を「該当者一覧」「世帯一覧」「同一人物一
覧」にて確認できること。

基本４情報、町コード、町名カナ、住所または所在地、
氏名かなまたは名称かな、通称名かな、生年月日、個人
または法人を特定する番号、賦課決定通知書を特定する
番号

氏名（カナ・漢字・アルファベット、外国人通称名）、
住所（市内・市外）、生年月日、性別、個人（法人）宛
名番号、調定年月、決算期、年度、科目、通知書番号、
特徴指定番号、世帯番号、還付番号、軽自動車税標識番
号、軽自動車税車台番号等での検索ができること。

同上 ＜検討事項＞
①マイナンバー、法人番号での検索は必要か

特別徴収指定番号、車両番号での検索ができること。 9.該当者一覧の表示内容として「氏名」「生年月日」
「性別」「住民コード」「記号番号」「住所」が確認で
きること。また「転出予定者」「転出確定者」「死亡
者」といった住民の状態が容易に判別することが可能な
こと。

10.メニューに戻ったり、画面を切り替えることなく、
基本画面にて照会、異動、発行の操作が連続してできる
こと。

11.旧姓、旧住所等での検索ができること。

12.検索結果表示件数の設定ができ、検索結果が設定件
数を超えるとメッセージが表示されること。

13.検索結果画面において、各項目での分類（降順、昇
順の並び替え）ができること。

14.初期画面表示時は 新情報が照会できること。

15.画面から入力する時に必須入力項目は明示的である
こと。

16.入力エラー時はすべてのエラー項目が明示的である
こと。

17.該当者一覧より選択した住民の世帯状況が同一画面
にて表示できること。

調定・収納状況 名寄収納状況
33.固定資産税は区分所有者から検索できること。

同上

9.5. その他　

0 9.5.1.
市長名・職務
代理者

首長名・職務代理者名を変更できること。
変更された首長名、職務代理者名を帳票に印字できること。

市長名・職務代理者名を変更できること。
また、帳票の改修を行わずに変更された市長名、職務代
理者名を印字できること。

一構成員の仕様に記載がありますが、首長名
や不在時の職務代理者などを通知書や証明書
に印字する必要があるため、当該情報を管理
する機能は必須であると考えます。

＜検討事項＞
①記載のない構成員においても、必須機能であるか

0 9.5.2. EUC

EUC機能（汎用のデータ抽出機能）を有していること。
・任意の抽出条件を指定し、条件に該当するデータを抽出で
きること。
・抽出結果は、CSVなど加工可能なデータ形式で出力できるこ
と。

【EUC機能】
59.必要に応じて、ＣＳＶデータ等の切り出しができる
こと。

データ抽出機能 データ抽出機能
167.任意の抽出条件を指定し、条件に該当するデータを
抽出・画面表示できること。

168.上記で抽出された結果をＸＬＳ／ＣＳＶ／ＸＭＬ形
式でファイル出力できること。

169.ファイル変換した場合は変換を行った「職員名」
「端末ＩＤ」「出力形式」「出力先」をログとして保存
できること。

汎用性の高いEUC機能で抽出条件を職員で任意に設定可
能なこと。

様々な業務上の工夫、分析を実施するために
汎用的な情報抽出機能は必須であると考えま
す。

0 9.5.3. 同一人管理

複数の宛名が同一人と特定される場合、同一人の設定ができ
ること。
同一人設定された場合、照会画面において名寄せして画面表
示できること。

【同定】
94.宛名システムにて同定処理を行った場合、収納シス
テムにおいて同一人物とみなせること。

宛名管理 業務間連携メニュー
25.宛名管理で合算者が管理できること

調定・収納状況 名寄収納状況
37.同一人物が設定されている場合は名寄せされるこ
と。

複数の構成員の仕様に記載がありますが、住
登外や再転入者など、別の宛名番号が振られ
ている同一人を名寄せし、同一人物として整
合をもって対応するため、左記機能は必須で
あると考えます。

0 9.5.4. 納税組合

納税組合と納税義務者の紐づけができること。納税組合情報
は開始日・終了日を設定できること。

納税組合コードによる検索ができること。
納税組合に所属している納税義務者の情報を参照ができるこ
と。

納税組合が解散した場合、一括して脱退できること。

奨励金の計算ができること。

組合ごとの納付状況が把握できること。

【口座・納税組合情報参照】
95.対象者の口座、納税組合情報が参照できること。
96.口座・納税組合情報は申請日、開始日（加入日）、
終了日（脱退日）を参照できること。
【納税組合】
177.納税組合の検索においては、納税組合コードによる
検索ができること。
178.共通検索項目に加え、納税組合コードを指定しての
検索ができること。
179.納税組合情報の照会ができること。
180.異動の履歴を参照できること。
181.納税組合に所属している納税組合員の情報を参照で
きること。
182.納税組合の異動が可能なこと。
183.異動履歴情報を保持できること。
184.納税組合を解散した場合、その組合員も一括して脱
退とできること。
185.納税組合開始日、終了日の管理ができること。
186.組合員情報の異動ができること。
187異動履歴情報を保持できること。
188.納税組合員の税目、開始日、終了日の管理ができる
こと。
189.奨励金の計算ができること。
200.納税組合名、加入年月日、脱退年月日、処理日を管
理できること。
208.納組収納状況リストを作成する

納税組合がない自治体もあることから、オプ
ション機能を想定しています。

＜検討事項＞
①奨励金の計算ロジックは一般的なものがあるか要確認
②その他に具体的に明記すべき実装必須機能はないか
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